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は
じ
め
に
|
|
本
稿
の
考
察
対
象
と

視
点
の
設
定
|
|

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

ア
メ
リ
カ
で

ωon-丘町山
R
ロ
ユ
々
と
い
う
場
合
、
公
的
年
金
保
険
(
老

齢
・
遺
族
・
障
害
保
険

O
A
S
D
I
)
を
指
称
す
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
年
金
保
険
が

ω。円一色
ω
Rロ
ュ
々
と
い
う
用
語
の
い
わ

ば
代
名
調
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
象
徴
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
歴
史
的
に
最
も
古
く

か
ら
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
直
接
運
営
さ
れ
て
き
た
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
給
付
総
額
、
加
入
者
数
、
受
給
者
数
な
ど

の
面
で
、
極
め
て
大
規
模
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
こ
む
第
三
に
、

医
療
保
険
、
公
的
扶
助

(
S
S
I
)
、
そ
れ
に
公
務
員
、
鉄
道
職
員
と
い
っ

た
特
定
職
域
グ
ル
ー
プ
の
制
度
と
の
関
係
で
、
中
核
的
な
位
置
付
け
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の

ωo巳
巳

ω巾
円
ロ
ユ
々
を
、
ア
メ

リ
カ
に
固
有
な
意
味
で
の
社
会
保
障
(
狭
義
の
社
会
保
障
)
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
我
が
国
で
一
定
の
法
制
度
の
統
合
概
念
と
し
て
「
社
会

保
障
法
」
あ
る
い
は
「
社
会
保
障
制
度
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の
と

同
様
の
用
語
法
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
で

ω。
巳
包

ω
Rロ
ユ
々
と
い
う
用

語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
七

O

年
に
か
け
て
連
邦
保
健
福
祉
省
社
会
保
障
庁
の
主
任
保
険
数
理
士
を
務

め
、
更
に
一
九
八
三
年
社
会
保
障
法
大
改
正
に
あ
た
り
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
全
国
社
会
保
障
改
革
委
員
会

(
N
C
S
S
R
一Z
丘
一
。
口
弘
(
U
O
B
'

sg-oロ。ロ
ω。
n
E
F
2ュ
ミ
閉
耐
え
2
5
)
事
務
局
長
の
任
に
就
く
な
ど
、

常
に
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
に
影
響
を
与
え
る
べ
き
地
位

を
占
め
、
ま
た
社
会
保
険
の
世
界
的
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る

R
・
I
・マ

イ
ヤ

l
ス
は
、

ω。円一回
]ω
巾
円
ロ
ユ
々
と
は
、
そ
の
国
語
学
的
な
意
味
と
し
て

は
、
「
社
会
全
体
の
保
障
(
安
定

)
8
2ュ
々
。
ご
宮
司
ぎ
ぽ

gn-え
さ

と
い
う
肉
体
的
、
精
神
的
な
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
諸
活
動
を
包
含
し
う
る
概

念
で
あ
る
が
、
通
常
は
寸
政
府
の
援
助
の
も
と
で
の
経
済
的
保
障
の
た
め

の
諸
々
の
方
策
」
を
意
味
す
る
と
し
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

ω一
時
的
・

永
続
的
に
稼
働
収
入
が
中
断
・
減
少
し
た
者
お
よ
び
そ
の
家
族
を
対
象
と

す
る
金
銭
給
付
、
閉
山
の
も
と
で
給
付
を
受
け
て
い
る
者
お
よ
び
そ
の
家

族
、
あ
る
い
は
一
定
の
要
件
の
下
で
所
与
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
を
対
象
と

す
る
医
療
(
ヨ
丘
一
円
巳

n
R
S
、
お
よ
び
印
そ
の
よ
う
な
児
童
を
扶
養
し
う

る
親
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
扶
養
の
実
際
的
付
与
お

よ
び
そ
の
程
度
に
関
わ
ら
ず
、
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
全
児
童

を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
金
銭
給
付
に
限
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
保

北法40(3・219)691
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障
庁
の
政
府
定
期
刊
行
物
で
あ
る
を
円
宣
伝
言
3.守
凶
ミ

E
S
は
、
数
年

毎
に
発
表
す
る
解
説
資
料
に
お
い
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
社
会
保
険
、

社
会
扶
助
及
び
関
連
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
指
す
も
の
と
し
て
、

ω。円一向】∞巾
2
・

ユ
々
の
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ヤ

l
ス
お
よ
び
社
会
保
障

庁
の
用
語
法
は
、
社
会
保
険
を
は
じ
め
と
す
る
一
定
の
寸
公
的
」
な
「
所

得
保
障
」
な
い
し
「
経
済
的
保
障
」
制
度
を
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
の

ω。巳白
]
ω
2ロ
ユ
々
を
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
広
義
の
社
会
保
障
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ω。色白
-
m
山
巾
円
ロ
ユ
々
概
念
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
広
く
、
教
育
、
住
宅
な

ど
を
含
め
る
見
解
も
あ
る
。
本
稿
の
考
察
対
象
と
な
る
社
会
保
障
法

sons-ω
叩
円
ロ
ユ
守
〉
己
)
も
、
一
九
三
五
年
の
制
定
当
初
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
、
一
定
の
金
銭
・
サ
ー
ビ
ス
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ
か
、
公
衆
衛

生
、
母
子
保
健
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
お
よ
そ
直
接
的

に
は
国
民
の
所
得
保
障
な
い
し
経
済
的
保
障
を
達
成
す
る
も
の
と
は
い
え

な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
あ
る
意

味
で
間
接
的
な
公
的
所
得
保
障
制
度
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、

現
在
、
こ
の
よ
う
な
幅
広
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
は
、

む
し
ろ

ω。
巳
包
者
巴
P
R
の
語
が
充
て
ら
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
法
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
広
義
の
社
会
保
障
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ω。円一色
ω
2ロ
ユ
守
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

意
味
付
け
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
は
歴
史
的
に
も
変
還
し
得
べ
き
概

念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
概
念

の
探
求
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
は
一
九
三
五

年
社
会
保
障
法
を
主
た
る
考
察
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
社
会
保

障
概
念
を
狭
義
・
広
義
に
限
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は

な
い
。
た
だ
し
、
社
会
保
険
、
公
的
扶
助
と
い
っ
た
金
銭
給
付
を
伴
う
い

わ
ば
直
接
的
な
公
的
所
得
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
の
規
模
に
お
い
て
も
、

ま
た
実
質
的
な
重
要
性
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障

制
度
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
の
考
察
に
あ
た
っ
て
も
こ

れ
ら
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
二

で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
に
お
け
る
「
自
助
」
原
則
と
い

う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
ニ
ュ

1
デ
ィ

i
ル
期
社
会
立
法
と
い
う
特

殊
な
時
代
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
社
会
保
障
法
上
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
限
ら
れ
ず
、
そ
の
他
一
定
の
い
わ
ば
間
接
的
な
公
的
所
得
保
障
プ
ロ

グ
ラ
ム
(
例
え
ば
雇
用
保
障
な
ど
)
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
統
一
的
に

把
握
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

北法40(3・220)692



アメリカにおける社会保障制度の形成(一)

本
稿
は
、
そ
の
対
象
を
一
九
三
五
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
社
会
保
障

法
に
設
定
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
直
後
に
な
さ
れ
た
修
正
で
あ
る
一
九
三
九

年
修
正
法
ま
で
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
こ

の
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
は
、
諸
外
国
に
先
ん
じ
て
社
会
保
障

Sons-

ω巾
2
ユ
円
三
の
名
を
冠
し
た
最
初
の
法
律
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
、

ω。
円
一
色

ω巾
2
ュ
々
の
語
は
一
般
的
な
用
語
と
し
て
各
国
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
確
か
に
比
較
法
的
に
み
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
発

展
は
、
例
え
ば
社
会
保
険
制
度
の
制
定
過
程
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

西
欧
諸
国
に
お
け
る
立
法
化
の
流
れ
を
輸
入
す
る
形
で
、
い
わ
ば
後
追
い

的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
三
五
年
法
も
社
会
保
障
の
名
を
冠

す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
後
述
の
通
り
、
あ
る
意
味
で
は
様
々

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
寄
せ
集
め
」
に
す
ぎ
ず
、
内
容
的
に
も
十
分
な
も
の

と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
圏
内
的
に
み
れ
ば
、
す
な
わ
ち
ア

メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
辿
る
場
合
、
一
九
三
五
年

法
は
そ
の
最
も
重
要
な
連
邦
法
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
一
国
の
社
会
保
障
制
度
の
基
盤
を
形
成
し
た
立
法

の
制
定
に
至
る
背
景
を
立
法
過
程
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
具
体
的
内
容
及
び
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
筆
者
は
、
究
極
的
に
は
現
在
に
至
る
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
歴

史
的
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
現
行
」
制
度
上
の
法
的
・
経
済
的

諸
問
題
を
検
討
し
た
い
と
い
う
問
題
意
識
を
有
し
て
い
る
が
、
多
く
の
点

で
制
度
の
基
盤
を
形
成
し
た
立
法
を
検
討
し
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を

み
て
お
く
こ
と
は
、
不
可
欠
の
前
提
的
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
我
が
国
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
の

比
較
法
的
研
究
に
対
し
て
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
諸
点
に
お
い
て
多
少

な
り
と
も
資
す
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
制
度
な
い
し
立
法
の
紹
介
を
行
う
に
際
し
、
一
九
一

0
年
代
以

降
に
お
け
る
社
会
保
険
運
動
の
状
況
を
紹
介
す
る
過
程
に
お
い
て
、
と
り

わ
け
諸
々
の
社
会
危
険
の
う
ち
失
業
お
よ
び
老
齢
を
中
心
と
し
て
、
一
九

三
五
年
法
に
至
る
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
単
に
大
恐

慌
の
勃
発
と
そ
の
後
の
大
不
況
、
お
よ
び
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
存
在

の
み
が
社
会
保
障
法
上
の
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
生
み
出
し
た
要
因
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
従
来
よ
り
一

九
三
五
年
社
会
保
障
法
に
関
し
て
は
、
我
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
先
達
の
業

(
日
}

績
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
に
加
え
、
経
済
保
障
委
員
会

(
C
E

S
)
お
よ
び
公
聴
会
な
ど
、
立
法
過
程
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
よ
り
詳
細
に
、

ま
た
特
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
ど
ま
ら
ず
法
律
全
体
に
わ
た
っ
て
紹
介
し

た
も
の
は
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
単
に
制
定
さ
れ

北法40(3・221)693
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た
立
法
の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
立
法
過
程
に
遡
り
、
い
か
な
る
事
柄
が
考
慮
さ
れ
た
上
で
、
結
果
的

に
当
該
立
法
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
に
な
っ
た
の
か
を
、
立
法
資
料
な
ど

を
も
と
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
一
九
三
五
年
法
に
よ
っ
て
初

め
て
導
入
さ
れ
た
老
齢
保
険
お
よ
び
失
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
そ
れ

ら
が
導
入
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
ま
た
複
数
考
え
ら
れ
る
立
法
形
式
の
う

ち
な
ぜ
当
該
形
式
が
採
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
き
、
そ
れ
ら
が
現
行
制
度
の

基
盤
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
詳
細
に
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
三
九
年
修
正
法
に
つ
い
て
も
考
察
対
象
と
す
る
が
、
従
来
、

老
齢
・
遺
族
保
険
以
外
の
部
門
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
全
体
的
な
特
徴

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
単
な
る
制
度
紹
介
に
と

ど
ま
ら
ず
、
一
九
三
五
年
法
を
法
的
な
視
座
か
ら
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。

従
来
、
老
齢
保
険
、
失
業
補
償
と
い
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
は
、
経

済
学
的
な
い
し
財
政
学
的
な
観
点
か
ら
の
分
析
を
行
う
も
の
は
若
干
見
受

け
ら
れ
る
も
の
の
、
法
律
学
の
視
点
か
ら
の
詳
細
な
研
究
は
依
然
と
し
て

乏
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
一
九
三
五
年
法

を
め
ぐ
る
憲
法
上
の
議
論
、
特
に
立
法
過
程
に
お
い
て
違
憲
判
断
を
回
避

す
る
た
め
に
採
ら
れ
た
措
置
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
実
際
に
出
さ
れ
た

連
邦
最
高
裁
の
合
憲
判
決
か
ら
、
連
邦
社
会
保
障
立
法
に
お
け
る
そ
の
憲

法
上
の
限
界
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
法
律
を
概
観
す
る
に
際
し

て
は
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
実
体
的
・
手
続
的
な
受
給
権
の
保
障
と

い
う
観
点
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
る
。

ま
た
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
制
度
の
中

心
は

O
A
S
D
I
、
す
な
わ
ち
年
金
保
険
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ゆ
え

に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
構
造

と
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
年
金
保
険
制
度
を
そ
の
視
野

の
外
に
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
否
、
「
核
」
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
恩

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
九
三
五
年
法
に
加
え
、
一
九
三
九
年
修
正
法
を
も

取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
年
金
保
険
が
い
か
な
る
基
本
理
念
の
も

と
に
形
成
さ
れ
(
所
得
再
分
配
原
理
、
個
人
単
位
原
則
な
ど
て
そ
れ
が
い

か
に
修
正
さ
れ
た
の
か
(
所
得
再
分
配
原
理
の
強
化
、
世
代
間
扶
養
原
理

の
導
入
、
個
人
単
位
原
則
か
ら
世
帯
単
位
原
則
へ
の
移
行
な
ど
)
を
考
察

し
、
年
金
保
険
制
度
の
基
本
原
理
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
視

座
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
ひ
い
て
は
社
会
保
障
制
度
全
体
の
特
徴
を
つ
か

む
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
点
に
お
い
て
、
客

観
的
に
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
一
般
に
、
あ
る
法
制
度
な

い
し
立
法
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
特
徴
を
よ
り
い
っ
そ
う
浮
き
彫
り
に

す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
統
一
的
な
分
析
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
が
便
宜

北法40(3・222)694
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で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
制
度
を
考
察
す
る
場
合
、
鍵
と
な
る
の

は
、
「
自
助
(
間
色
町
宮
色
匂
)
」
な
い
し
「
自
立
宮
町
民
15]宮
口
円
巾
)
」
の
理
念

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
自
助
」
原
則
は
、
第
一
章
で
概
観
す
る

通
り
、
植
民
地
時
代
以
来
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
伝
統
的

な
考
え
方
で
あ
り
、
民
間
慈
善
運
動
の
発
展
、
貧
困
救
済
に
み
ら
れ
る
劣

等
処
遇

(zg
巳
釘
目
立
口
々
)
や
労
働
へ
と
向
か
う
イ
ン
セ
ン
テ
イ
プ
の
付

与
と
い
っ
た
歴
史
的
特
色
も
、
こ
の
「
自
助
L

原
則
の
表
出
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
世
紀
に
入
り
既
に
社
会
保
障
法
制

定
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
社
会
保
険
の
第
一
義
的
な
目
的
を
貧

困
の
「
予
防
」
に
お
く
考
え
方
、
地
方
政
府
を
中
心
に
あ
く
ま
で
補
足
的

に
行
わ
れ
た
貧
困
救
済
な
ど
の
特
色
も
、
社
会
保
険
運
動
、
州
権
尊
重
思

想
な
ど
を
媒
介
に
し
な
が
ら
も
、
あ
な
が
ち
プ
自
助
」
の
原
理
と
無
関
係

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
本
稿
は
、
そ
れ
が
別
途
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
「
自
助
」
原
則
の
性
格
を
他
の
諸
国
と
の
比
較
に
お
い
て
位
置
づ

げ
る
こ
と
ま
で
は
意
図
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
「
自
助
」
原
則
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
く
も
の
で
も

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
立
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
九
三
五
年
社
会

保
障
法
を
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
伝
統
的
価
値
に
照
合
す
る
こ
と

に
よ
り
、
同
法
の
評
価
を
よ
り
一
層
浮
き
彫
り
に
し
う
る
と
と
も
に
、
ひ

い
て
は
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
全
体
の
構
造
と
特
徴
を
解
明
す
る
重
要

な
手
が
か
り
と
も
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
既

述
し
た
よ
う
な
諸
々
の
観
点
か
ら
社
会
保
障
分
野
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
史

上
最
大
の
転
換
点
で
あ
る
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
(
お
よ
び
一
九
三
九

年
修
正
法
)
を
と
り
上
げ
る
に
際
し
て
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
運
営
・
財

政
面
に
お
け
る
介
入
、
あ
る
い
は
「
強
制
」
社
会
保
険
の
導
入
と
い
っ
た

「
自
助
」
と
は
(
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
)
相
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
特

徴
が
、
そ
も
そ
も
大
恐
慌
の
勃
発
を
契
機
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
「
自
助
」
原
則
(
そ
の
具
体
的
内
容
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ

る
が
)
を
本
質
的
に
変
更
せ
し
め
た
の
か
、
と
い
う
観
点
を
念
頭
に
お
き

つ
つ
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
本
格
的
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
は
、
政
府

の
規
制
に
か
か
る
「
公
的
」
な
制
度
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
人
的
・
集
団
的

な
、
い
わ
ば
純
粋
に
「
私
的
」
な
所
得
保
障
な
い
し
生
活
保
障
手
段
(
例

え
ば
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
商
業
保
険
会
社
に
よ
る
私
保
険
の
発
達

な
ど
)
を
も
包
括
的
に
視
野
の
中
に
と
り
込
ん
だ
上
で
総
合
的
な
評
価
を

行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
本
稿
で
も
こ
れ
ら
の
要
素
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
と
い
う
連
邦
法
を

そ
の
考
察
対
象
と
す
る
以
上
、
基
本
的
に
は
、
諸
々
の
所
得
保
障
制
度
に
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対
す
る
「
公
的
」
な
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
規
制

の
在
り
方
如
何
と
い
う
着
眼
点
を
中
心
と
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
序
章
で
は
、
本
論
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
所
得
保
障
を
中
心

と
す
る
現
行
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
(
た
だ
し
上
述
の
い
わ
ゆ
る
広
義

の
社
会
保
障
)
の
概
要
と
特
徴
を
概
観
し
、
そ
の
全
体
像
を
理
解
し
て
お

き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
社
会
保
険
制
度
、
公
的
扶
助
制
度
、
な
ら
び
に

退
役
軍
人
、
公
務
員
な
ど
の
特
定
職
域
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
と
り
あ
げ
る
。

つ
い
で
第
一
章
で
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
を
現
行
制
度
の
基
礎

と
し
て
み
た
場
合
、
そ
の
前
史
に
あ
た
る
部
分
を
概
観
す
る
。
一
九
世
紀

以
前
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
従
来
の
邦
語
文
献
な
ど
を
中
心
に

ご
く
簡
略
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
二

O
世
紀
以
降
は
、
一

九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
の
背
景
と
な
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
た
め
、

社
会
保
険
運
動
を
中
心
と
し
て
や
〉
詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
章
で
は
、
社
会
保
障
法
制
定
に
至
る
社
会
・
経
済
的
背
景
(
大
恐

慌
の
勃
発
と
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策
)
を
叙
述
す
る
と
と
も
に
、
同
法
の

立
法
過
程
を
辿
る
。
周
知
の
如
く
社
会
保
障
法
は
、
い
わ
ゆ
る
ワ
グ
ナ

1

法
、
公
正
労
働
基
準
法
と
並
ん
で
重
要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た

ニ
1
1デ
ィ

l
ル
社
会
労
働
立
法
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
特
に
立
法
化

に
あ
た
り
極
め
て
重
要
な
働
き
を
し
た
経
済
保
障
委
員
会

(
C
E
S
)
の

報
告
書
と
、

C
E
S
法
案
が
連
邦
議
会
で
い
か
に
修
正
さ
れ
た
か
を
辿

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
立
法
過
程
の
特
色
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
同

時
に
、
「
雇
用
」
を
中
核
に
据
え
た
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
特
徴
が
明

ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
連
邦
議
会
公
聴
会
の
議
論
を
辿
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
労
・
使
そ
の
他
諸
々
の
利
益
団
体
が
当
時
い
か
な
る
見
解

を
有
し
て
い
た
の
か
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
三
章
は
い
わ
ば
本
稿
の
中
心
部
分
で
あ
る
が
、
第
二
章
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
一
九
三
五
年
法
の
内
容
と
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
り
わ

け
本
法
の
中
核
で
あ
り
、
ま
た
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
の
中
心
と
も

な
っ
た
老
齢
保
険
、
失
業
補
償
と
い
う
両
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い

て
は
、
節
を
改
め
て
そ
の
背
景
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
合
衆

国
憲
法
の
各
条
項
、
例
え
ば
課
税
支
出
権
能
等
と
の
関
連
で
、
こ
れ
ら
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
制
定
に
あ
た
り
、
当
時
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
相
次
い
で

違
憲
判
決
が
出
さ
れ
て
い
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
合
憲
性
に

対
す
る
配
意
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い

(
周
知
の
知
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
あ
っ
て
は
、
わ
が
国
の
社
会
権
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規
定
(
日
本
国
憲
法
二
五
条
)
に
相
当
す
る
人
権
保
障
規
定
は
存
在
し
な

い
)
。
ま
た
、
今
日
の

O
A
S
D
I
(年
金
保
険
)
の
原
形
で
あ
る
老
齢
保

険
に
つ
い
て
は
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
基
本
原
理
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。

第
四
章
で
は
、
一
九
三
五
年
に
制
定
さ
れ
た
社
会
保
障
法
が
、
一
九
三

六
年
大
統
領
選
挙
、
一
九
三
七
年
連
邦
最
高
裁
合
憲
判
決
と
い
う
こ
つ
の

ハ
ー
ド
ル
を
如
何
に
し
て
ク
リ
ア
し
た
の
か
を
叙
述
す
る
と
と
も
に
、
一

九
三
九
年
に
な
さ
れ
た
修
正
法
に
至
る
議
論
と
法
律
の
内
容
お
よ
び
そ
の

特
徴
を
概
観
す
る
。
一
九
三
九
年
法
は
年
金
保
険
を
中
心
と
し
た
修
正
法

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
章
で
は
、
特
に
第
三
章
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
一
九
三

五
年
法
上
の
年
金
保
険
が
如
何
に
修
正
さ
れ
た
の
か
と
い
う
視
点
を
中
心

と
し
て
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
後
に
、
「
お
わ
り
に
」
で
は
、
先
に
挙
げ
た
視
点
か
ら
、
一
九
三
五
年

社
会
保
障
法
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
展
開
を
ど
の
よ

う
に
評
価
し
う
る
か
に
つ
き
、
若
干
の
考
察
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

l 

老
人
・
障
害
者
医
療
保
険
(
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
)
を
含
め
、

O
A
S
D
H
I
(老
齢
・
遺
族
・
障
害
・
健
康
保
険
)
を
指
称
す

る
こ
と
も
あ
る
。
現
行
各
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
序
章
を
参

照

2 

一
九
八
八
年
一

O
月
現
在
、
約
三
、
八
六

O
万
人
が
、
総
額
で

3 

月
額
約
一
七
九
億
ド
ル
に
及
ぶ
給
付
を
受
け
て
い
る
。
句
R
S
N

~
山
町
内
定
ミ
守
匂
Nh$芯
由
印
N

(

〉
官

-
E∞由)円】℃
M

∞
|
由
・
(
本
文
で
も
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の
雑
誌
は
連
邦
社
会
保
障
庁
の
政
府
定
期
刊
行

物
で
あ
る
が
、

O
A
S
D
H
I
を
中
心
と
し
た
各
社
会
保
険
、
公

的
扶
助
そ
の
他
の
部
門
に
つ
き
、
給
付
、
拠
出
そ
の
他
諸
々
の
運

営
状
況
を
月
次
で
発
表
し
て
い
る
。
)

例
え
ば
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
入
院
保
険
は
、

O
A
S
D
I
と
と
も

に
そ
の
拠
出
(
税
)
が
一
括
徴
収
さ
れ
、
適
用
範
囲
も
O
A
S
D

ー
を
基
礎
と
し
て
法
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
老
人
等
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
対
象
と
す
る
公
的
扶
助
制
度
は
、
社
会
保
障
法
制
定
当
初

か
ら
拠
出
制
年
金
保
険
制
度
を
補
完
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
連
邦
公
務
員
年
金
制
度
及
び
鉄
道
職
員
年
金
制
度

は
、
序
章
で
述
べ
る
よ
う
に

O
A
S
D
I
に
統
合
化
さ
れ
つ
つ
あ

ヲ
匂
。

4 

連
邦
予
算
局
も
、
所
得
保
障
(
山
口

2
5
2巾
2
ュ
々
)
の
一
部
門

と
し
て

O
A
S
D
I
を

ω。
円
一
色

ω
Rロ
ユ
々
と
呼
ん
で
い
る
。

開
討
巾

2
巴
〈
巾
。
呂

2
0内
各
巾
司
話
回
広

g
F。
B
n
m
O同
呂
田
口
国
間
巾
-

B
S
E
E
∞E
m
z
-
F
A
mミ
ミ

FpmS凡
な
札
ぎ

ECotmg-

S
S
F
M
サ
常
ミ
M
d
a『

E
E
-
u
E
l
H
H
N・

我
が
国
に
お
け
る
社
会
保
障
概
念
の
厳
密
な
定
義
付
け
に
関
し

北法40(3・225)697
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て
は
い
ま
だ
定
説
は
な
い
と
思
わ
れ
、
ま
た
本
稿
に
お
い
て
も
直

接
的
に
は
必
要
と
し
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
西
原
道
雄
『
社
会
保

障
法
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
)
一
頁
以
下
を
参
照
。

(
6
)

河

o
σ
巾
ユ
】
冨
可
2
p
ω
R
3
~
ω
町
2
3
.
守
、

ω
a
a・
(
E
C
g
a

巾
者
。
。
品
目
ロ
・
一
月
一
n
y
由
同
・
門
日
ロ
・
同
吋
者
一
P
E
∞
印
)
同
】
印
・

(
7
)

£
o
巳
包
∞
巾
2
1
q
p
d
m
吋
由
自
由
山
口
同
宮
市
C
E
Z
円
山
俊
民
2
・

同
∞
∞
叫
1
ω
c
a
b
N
M
山
町
門
誌
江
台
、
N
W
ミ
な
た
お
印
(
)
(
〉
同
】
司
・
巴
∞
吋
)
℃
A
H

・

(8)

年
金
研
究
会
編
『
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
年
金
保
険
』
(
中
央
法
規

出
版
、
一
九
八
七
年
)
七
五
頁
な
ど
。

(9)

た
だ
し
、
マ
イ
ヤ

1
ス
の
見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
医
療
給
付
を
、

所
得
保
障
の
一
変
形
と
み
る
か
、
一
種
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
(
施
設

的
給
付
)
と
み
る
か
は
、
我
が
国
で
は
議
論
が
あ
る
。
荒
木
誠
之

『
社
会
保
障
の
法
的
構
造
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
)
三
八
|
三

九
頁
な
ど
。

(
叩
)
富
山
お
5
・
p
a
b
h
p
S
3
.
令
、

1
・

(
日
)
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
立
法
過
程
に
政
府
側
か
ら
深
く
関

わ
っ
た
ア
ル
ト
メ
イ
ヤ
l
も
、
社
会
保
障
(
ω
。
円
一
色
∞
-
R
R
X
可
)

と
は
、
「
広
範
に
わ
た
る
貧
窮
状
態
Z
Z
E
E
-
。
ロ
)
や
悲
惨
な
状

態
(
5
2
2
1
を
引
き
起
こ
す
特
定
の
社
会
危
険
に
対
す
る
保
護

手
段
を
用
意
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
個
々
の
労
働
者
お
よ
び
そ
の

家
族
の
経
済
的
・
社
会
的
幸
福
(
当
色
l
Z
E
m
)
を
促
進
す
る
こ
と

を
意
図
し
た
一
定
の
政
府
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
「
労
働
者
」
と
い
う
限
定
を
付
し
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
)
〉
ユ
Z
こ
-kgamF
コ
お

3
3急
ミ
ペ
8

3

ミ

ω
ミ
b~
恕
S
3
.
守
(
冨
即
応
2
8
一
C
ロ
ぞ
・
え
巧
宮
・
同
M
E
a
-

北法40(3・226)698

H

由品自)同】
m-

(
ロ
)
例
え
ば
、
前
述
の
ω
ξ
s
~
~
川
町
内
定
3
.
守
N
W
ミ
~
町
民
誌
に
お
い
て
も
、

「
公
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
に
お
け
る
ω
o
a
包
巧
丘
町
包
括
支
出
」

と
し
て
、
社
会
保
険
、
公
的
扶
助
、
健
康
・
医
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
公

衆
衛
生
を
含
む
)
、
退
役
軍
人
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
教
育
、
住
宅
、
そ
の

他
の
ω
c
n
E
当
巴
E
Z
(
職
業
リ
ハ
ビ
リ
1
テ
1
シ
ヨ
ン
、
施
設

介
護
、
児
童
栄
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
学
校
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
て

児
童
福
祉
な
ど
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
一
般
的
に
、

社
会
保
険
、
公
的
扶
助
な
ど
と
並
ぶ
社
会
保
障
制
度
の
一
分
野
と

し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
福
祉
よ
り
も
遥
か
に
広
い

意
味
に
お
い
て
、
ω
R
E
J
F
-
P
Z
概
念
を
用
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
憲
法
第
二
五
条
の
も
と
で
現

在
、
一
般
に
我
が
国
の
社
会
保
障
法
学
の
取
り
扱
う
対
象
を
包
摂

す
る
制
度
的
上
位
概
念
と
し
て
「
社
会
保
障
」
概
念
の
果
た
し
て

い
る
機
能
を
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ω
。
己
色
巧
色
町
田
話
概
念
が
果
た
し



て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
日
米
両
国
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
上
位
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
内
容
が
一
致
し
な
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
日
)
こ
の
点
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
立
法
過
程
と
、
経
済

保
障
法
案
が
社
会
保
障
法
案
と
名
称
を
変
え
た
経
緯
を
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

る
と
考
え
る
。

(H) 

(
日
)
(
日
)

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

〉
円
円
。
同
〉
ロ

m
-
z・
5ω
印・
n
F
印
ω
y
s
ω
円三・

S
0・

〉
n
H
C
同
〉
ロ
m・
5
・凶器市
y
n宮
町

出

血

ふ

ω
ω
g丹

E
S

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
一
九
三
八
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
で
、
同
名
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
初
め
て
、

包
括
的
・
統
一
的
な
社
会
保
障
立
法
が
制
定
さ
れ
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
る
。
荒
木
誠
之
編
『
社
会
保
障
法
』
(
青
林
書
院
、
一
九
八

八
年
)
二
四
頁
な
ど
。
ま
た
、
国
際
社
会
保
障
の
発
展
に
あ
た
り

牽
引
車
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た

I
L
O
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
べ

パ
リ
ッ
ジ
報
告
に
先
立
つ
一
九
四
二
年
に
、
「
社
会
保
障
へ
の
途
」

と
題
す
る
研
究
報
告
を
出
し
て
い
る
。
』
問
、
。
…

h
h返
さ
む
円
P
S
H
O

E
ミ
.
b
~
'
切だミコ.守、

h
s
E尽
き
h
H
H
N
O
S
h
N
~

め
R
w
d
令
、
句
町
民
h
H
N
.
8
h
N
3
え

河
念
。
号
、

M
Uミ
u
g
h
h
w
b
t。・

H
h
w
c
s
s
p
Eぉ
・
社
会
保
障
研
究

所
編
『
I
L
O
-
社
会
保
障
へ
の
途
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
二
年
)
。

(
口
)
例
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
中
核
的
社
会
保
障
立
法
と
し
て
制
定
が

進
め
ら
れ
て
い
る
社
会
法
典

(
S
G
B
一ω
s
z
-
m
2
2
N
σ
R
F
)

が
、
第
一
編
に
総
則
を
お
き
、
関
係
立
法
を
体
系
的
に
把
握
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
と
は
基
本
的
に
異
な
る
。

H
U
N
礼
町
合
同
Mm
た
宮
町
』

き
た
句
刊
で
。
¥
凡
曲
、
。
¥
h
N
1
N
C
(
ぎ
-
口
一
割
E
R
E岸
田
〈
巾
吋
門
司
由
民

18 

∞白
n
y巾

5
・
5∞
斗
)
・

老
齢
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
井
本
正
人
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
老
齢
保
険
制
度
の
成
立
」
財
政
学
研
究
六
号
(
一
九
八
二
年
)

が
、
一
九
一

0
年
代
以
降
の
老
齢
年
金
の
発
達
と
一
九
三
五
年
老

齢
保
険
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
久
子
「
ア
メ
リ

カ
社
会
保
障
年
金
の
成
立
か
ら
財
政
危
機
ま
で
」
大
阪
大
学
経
済

学
三
五
巻
二
H

三
号
二
九
八
五
年
)
も
老
齢
年
金
の
成
立
過
程

と
一
九
三
五
年
法
の
立
法
過
程
お
よ
び
法
律
内
容
を
概
観
す
る
と

と
も
に
、
一
九
七

0
年
代
ま
で
の
改
正
を
概
説
し
て
い
る
。

失
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
藤
田
伍
一
「
ア
メ
リ
カ
失
業
保
険
成

立
の
一
側
面
l
|
|
失
業
防
止
理
論
の
生
成
と
限
界
|
|
」
一
橋

論
叢
六
八
巻
六
号
(
一
九
七
二
年
)
が
、
一
九
三
五
年
法
に
先
立

つ
ア
メ
リ
カ
独
特
の
失
業
防
止
理
論
に
つ
き
分
析
を
加
え
て
お

り
、
井
本
正
人
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
失
業
保
険
制
度
の
成
立
」

北法40(3・227)699
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京
都
大
学
経
済
論
叢
一
二
九
巻
一

H

二
号
(
一
九
八
二
年
)
も
一

九
二

0
年
代
以
降
の
失
業
保
険
運
動
と
一
九
三
五
年
法
に
至
る
経

緯
を
叙
述
し
て
い
る
。

健
康
保
険
な
い
し
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
は
、
金
子
卓
治
「
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
健
康
保
険
制
度
の
た
め
の
運
動
L

保
険
学
雑
誌
四

二
一
、
四
二
四
号
ご
九
六
三
、
六
四
年
)
、
橋
本
正
巳
「
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
公
衆
衛
生
・
医
療
制
度
小
史
」
季
刊
社
会
保
障
研
究

一
巻
三
号
(
一
九
六
五
年
)
、
谷
昌
恒
「
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
の
展

開

l
l三
五
年
法
に
至
る
|
|
」
季
刊
社
会
保
障
研
究
三
巻
一

号
こ
九
六
七
年
)
、
藤
田
伍
一
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
衆
衛
生

の
展
開
過
程
」
一
橋
論
叢
九
四
巻
三
号
(
一
九
八
五
年
)
が
あ
る
。

そ
の
他
の
分
野
に
つ
き
、
藤
田
「
ア
メ
リ
カ
公
的
扶
助
制
度
の

再
編
制
」
一
橋
論
叢
七
五
巻
四
号
二
九
七
六
年
)
、
同
「
ア
メ
リ

カ
社
会
福
祉
サ
l
ヴ
イ
ス
の
政
策
分
析
」
同
七
六
巻
四
号
(
一
九

七
七
年
)
が
あ
る
。

(
日
)
川
元
英
二
「
米
国
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
老
齢
及
び
遺
族
年

金
制
度
の
変
遷
」
関
西
大
学
商
学
論
集
一
巻
六
号
、
二
巻
一
号
ご

九
五
七
年
)
は
、
老
齢
・
遺
族
年
金
保
険
に
つ
き
、
一
九
三
五
年

法
か
ら
一
九
五
四
年
修
正
法
に
至
る
制
度
の
紹
介
を
行
っ
て
い

る
。
柏
木
駿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
法
と
そ
の
問
題
点
」

名
城
法
学
二
ニ
巻
三
H
四
号
、
一
四
巻
一
二
日
四
号
(
一
九
六
回
、

六
五
年
)
は
、
一
九
三
五
年
法
か
ら
一
九
五
六
年
修
正
法
に
至
る

制
度
の
概
略
を
叙
述
し
、
積
立
金
、
医
療
給
付
、
失
業
補
償
の
メ

リ
ッ
ト
制
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
経
済
研
究
会
編
『
ニ
ュ

l
デ
ィ

1
ル
の
経
済
政
策
』
(
慶
腹
通
信
、

一
九
六
五
年
)
三
三
七
頁
以
下
、
お
よ
び
馬
場
宏
二
「
ニ
ュ
ー

デ
ィ

l
ル
と
『
偉
大
な
社
会
』
」
(
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編

『
福
祉
国
家

3
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
所
収
)
は
、

法
律
全
体
の
枠
組
み
と
と
も
に
、
そ
の
全
体
的
評
価
を
行
っ
て
い

る。

北法40(3・228)700

(
却
)
老
齢
・
遺
族
保
険
に
つ
い
て
は
、
前
掲
川
元
、
柏
木
論
文
(
注

四
)
の
ほ
か
、
藤
田
伍
一
「
ア
メ
リ
カ
老
齢
・
遺
族
年
金
保
険
の

成
立
」
一
橋
論
叢
七
二
巻
五
号
二
九
七
四
年
)
が
あ
る
。

(
幻
)
藤
田
伍
一
「
ア
メ
リ
カ
老
齢
年
金
制
度
の
構
造
分
析
」
季
刊
社

会
保
障
研
究
一

O
巻
二
号
(
一
九
七
四
年
)
、
同
「
ア
メ
リ
カ
失
業

保
険
成
立
の
一
側
面
|
|
意
図
と
機
能
の
試
論
的
検
討

l
l」

一
橋
論
叢
六
九
巻
一
号
(
一
九
七
三
年
)
。
特
に
前
者
は
、
優
れ
た

財
政
学
的
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

(
幻
)
一
九
三
五
年
法
の
合
憲
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
石
橋
敏
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
連
邦
社
会
保
障
関
係
立
法
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の
成
立
と
そ
の
合
憲
性
の
根
拠
」
(
『
現
代
の
生
存
権
』
法
律
文
化

社
、
一
九
八
六
年
所
収
)
一
五
九
頁
が
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
、
小
室
豊
允
「
ア
メ
リ
カ
老
人
福
祉
法

に
お
け
る
所
得
保
障
」
社
会
問
題
研
究
三

O
巻
一
号
ご
九
八

O

年
)
一

O
五
頁
以
下
が
、
生
存
権
規
定
が
脱
落
し
た
点
を
指
摘
し

て
い
る
。

我
が
国
の
年
金
保
険
制
度
を
め
ぐ
る
法
原
理
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
を
解
明
す
る
土
台
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

広
大
な
植
民
地
の
開
拓
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、

ピ
ュ

1
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
相
侠
っ
て
、
伝
統
的
に
「
労
働
L

に
高
い
価
値
が
お
か
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
第
一
章
参
照
。
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序
章

ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
あ
ら
ま
し

「
は
じ
め
に
」
で
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
と
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
際
述
べ
た
よ
う
に
、
本
章
及
び
第
一
章
で
は
、
本
論
に
入
る
前
の
い
わ

ば
準
備
作
業
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
現
行
社
会
保
障
制
度
を
概
観
し
、
さ

ら
に
本
論
と
の
関
係
で
は
前
史
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
一

九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
以
前
の
、
救
貧
法
か
ら
社
会
事
業
へ
の
歩
み

を
概
観
す
る
。

も
と
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
「
現
行
」
社
会
保
障
制
度
の
構
造
と
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
方
法
論
と

し
て
、
過
去
の
法
制
度
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
概
括
的
に
で
は
あ
っ
て
も

現
行
制
度
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
は
、
そ
れ
が
考
察
対
象
と
な
る
べ
き
法

制
度
の
発
展
的
成
果
と
し
て
の
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
無
意
味
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の

社
会
保
障
制
度
を
概
観
し
た
邦
語
文
献
は
訳
書
を
含
め
て
少
な
く
な
い

が
、
社
会
保
障
制
度
は
一
般
に
、
社
会
的
、
経
済
的
そ
の
他
諸
々
の
状
況

変
化
に
応
じ
て
頻
繁
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
詳
細
か
つ
ア
ッ
プ
・

ト
ゥ

l
・
デ

1
ト
な
資
料
は
多
く
な
い
。
つ
ま
り
、
資
料
的
な
価
値
と
い

う
側
面
に
お
い
て
も
、
現
行
制
度
の
叙
述
は
何
ら
か
の
意
義
を
有
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
「
は
じ
め
に
L

で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
で
は
広
狭
様
々
な

ωon-丘
小

山

巾

2
1
q
の
捉
え
方
が
あ
り
う
る
け
れ
ど

も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
に
関
す
る
一
般
的
な
概
説
書
の
構
成

に
従
い
、
公
的
な
所
得
保
障
制
度
を
中
心
と
し
て
捉
え
(
広
義
の
社
会
保

障
)
、
い
わ
ゆ
る
社
会
保
険
(
第
二
節
)
と
、
公
的
扶
助
(
第
三
節
)
に
大

別
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
沿
革
的
に
も
現
行
制

度
上
も
異
な
っ
た
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
退
役

軍
人
、
公
務
員
及
び
鉄
道
職
員
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
叙
述
す
る
こ
と
に

し
た
い
(
第
四
節
)
。
ま
た
こ
れ
ら
の
叙
述
を
行
う
前
に
、

一
九
三
五
年
以

北法40(3・229)701
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降
の
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
発
展
と
そ
の
特
徴
(
歴
史
的
展
開
)
を
概
観
し
て

お
き
た
い
(
第
一
節
)
。
た
だ
し
、
準
備
作
業
で
あ
る
以
上
、
そ
の
叙
述
は

内
容
・
分
量
と
も
に
制
約
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
他
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
公
的
制
度
で
あ
る
O
A
S
D
I
と

は
別
個
に
、
企
業
年
金
、
個
人
貯
蓄
と
い
っ
た
私
的
制
度
に
対
す
る
公
的

規
制
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
制
下
に

あ
る
私
的
制
度
が
、
社
会
危
険
と
し
て
の
「
老
齢
」
を
中
心
と
し
た
所
得

保
障
の
問
題
に
果
た
し
て
い
る
役
割
の
中
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
に
お

け
る
私
的
制
度
の
重
要
性
の
一
端
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
見
方
に
よ
っ
て
は
、
一
定
の
「
公
的
な
規

制
」
に
か
か
る
私
的
所
得
保
障
制
度
を
社
会
保
障
の
い
わ
ば
縁
辺
部
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
保
険
、
公
的
扶
助
の
そ
れ
ぞ
れ
中
核
的
な
制
度
で
あ
る
と

こ
ろ
の

O
A
S
D
I
及
び
S
S
I
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ

る
一
九
三
五
年
法
お
よ
び
一
九
三
九
年
修
正
法
の
位
置
付
け
を
よ
り
明
確

に
す
る
た
め
、
若
干
の
小
史
を
ま
と
め
で
あ
る
。

1 

制
度
全
体
を
比
較
的
詳
細
に
概
説
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
は
、

例
え
ば
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
『
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障
』
(
一

九
五
六
年
)
、

C
・
I
-
シ
ョ
ッ
ト
ラ
ン
ド
(
菌
乾
治
訳
)
『
ア
メ

リ
カ
の
社
会
保
障
』
(
慶
謄
通
信
、
一
九
六
六
年
)
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
保
健
・
教
育
・
福
祉
省
編
(
後
藤
昌
彦
訳
)
『
ア
メ
リ
カ
の
社

会
保
障
制
度
』
(
光
生
館
、
一
九
七
八
年
)
、
平
石
長
久
・
保
坂
哲

哉
・
上
村
政
彦
『
欧
米
の
社
会
保
障
制
度
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
七
六
年
)
第
八
章
(
平
石
執
筆
)
、
国
際
社
会
福
祉
協
議
会
日

本
委
員
会
編
『
諸
外
国
の
社
会
福
祉
』
(
一
九
七
九
年
)
第
八
章
(
藤

田
貴
恵
子
執
筆
)
、
足
立
正
樹
・
樫
原
朗
編
『
各
国
の
社
会
保
障
』

(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三
年
)
第
W
章
(
大
西
康
雄
執
筆
)
な
ど
。

個
別
的
な
制
度
な
い
し
歴
史
的
展
開
を
叙
述
し
た
文
献
は
数
多
い

が
、
そ
の
都
度
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

北法40(3・230)702

(
2
)

毎
年
刊
行
さ
れ
る
健
康
保
険
組
合
連
合
会
編
『
社
会
保
障
年
鑑
』

が
諸
外
国
の
制
度
の
現
状
と
動
向
を
把
握
し
て
い
る
。

(
3
)

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
我
が
国
と
異
な
り
、
法
律
学
の
分
野

か
ら
社
会
保
障
法
を
め
ぐ
る
法
原
理
や
各
法
律
の
内
容
を
体
系
的

に
ま
と
め
た
教
科
書
の
類
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、

O
A
S
D
I
(狭
義
の
社
会
保
障
)
を
中
心
と
し
た
社

会
保
障
制
度
を
概
説
す
る
基
本
的
文
献
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

代
表
的
で
あ
り
か
つ
詳
細
に
わ
た
る
マ
イ
ヤ
l
ス
の
文
献
の
構
成

は
、
第
一
部
序
論
、
第
二
部
O
A
S
D
I
、
第
三
部
メ
デ
イ
ケ
ア
、

第
四
部
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
鉄
道
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退
職
制
度
、
失
業
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
労
働
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

疾
病
時
金
銭
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
公
務
員
・
退
役
軍
人
制
度
)
、
第

五
部
諸
外
国
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
河
。
宮
ユ
]
呂
志

3

ω
σ
円
S
~
印
刷
町
内
S
4
.
守
・
智
弘
巾
。
・
(
図
。
B
9司。。仏

E-
一
m
-
n
y
同
『
色
。
-

H

『
呈

P

E∞
印
)
な
お
、
本
章
第
三
節
以
下
の
構
成
は
、
基
本
的
に

は
Rdon-
巳

ω
2
R
X可

p
c
m
『
由
B
田
宮
同
町
O
C
E
R
a
ω
門主
2・

E
∞
吋
・
3
~
r
a
o
~
ω
町
2
3
.
号
、
句
史
九
九
町
民
唱
曲
印
(
}
(
〉
宮
-
-
巴
∞
吋
)
同
】
℃
印
|
∞
h
F
・

に
よ
っ
た
。

(4)

例
え
ば
社
会
保
障
法
を
、
「
国
民
の
生
存
権
を
確
保
す
る
た
め
の

社
会
的
・
公
的
生
活
保
障
給
付
の
関
係
を
規
律
す
る
法
で
あ
る
」

と
理
解
し
た
場
合
で
も
(
荒
木
誠
之
『
社
会
保
障
の
法
的
構
造
』

(
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
)
一
一
二
頁
)
、
現
在
我
が
国
に
み
ら
れ
る
、

六
五
歳
以
上
の
者
を
対
象
と
す
る
非
課
税
貯
蓄
制
度
な
ど
は
、
積

極
的
給
付
で
は
な
い
が
、
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
「
給
付
」
で

あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
年

金
が
労
働
協
約
上
の
付
加
給
付
(
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ

フ
ィ
ッ
ト
)
で
あ
る
と
し
て
も
、
E
R
I
S
A
に
よ
る
支
給
要
件

な
ど
に
対
す
る
厳
格
な
規
制
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
部
分
に
つ
い

て
は
「
公
的
」
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
社
会
保
障

制
度
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
例
え

5 

ば
、
拠
っ
て
立
つ
基
盤
を
異
に
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
社
会
保
障
の
対
象
に
対
す
る
限
定
は
な
い
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
加
藤
智
章
「
フ
ラ
ン
ス
社

会
保
障
制
度
の
構
造
と
そ
の
特
徴
」
北
大
法
学
論
集
三
五
巻
三

H

四
号
(
一
九
八
四
年
)
四
五
三
頁
以
下
参
照
。

本
章
で
は
、
注

(
3
)
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
以
下
の
文
献

を
主
と
し
て
参
考
に
し
た
。
ω
宵
&
~
泊
町
内
定
3
.
守

N
W

ミ
~
h
H
R
S

み
さ
H
h
b
N
め
霊
宣
言
目
安
浴
ち
な
さ
S

F

E

∞
∞
一
言
〉
E
5
4司

〉
門
町
巾
ロ
σ
白
ロ
5
・句。円&~~山町内定司
d.
守
一
て
匹
M
h
o
s
的
b
s
h
同
河
町
同
礼
的
札
p
o
s
h
p

(
Z巾当
J

問。叶}内一
(

V
釦

HH戸
σ
ユammCEJ「・同》円巾印
P
E∞由)・

そ
の
他
、
各
分
野
に
お
い
て
参
考
に
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
、

そ
の
都
度
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

北法40(3・231)703
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F-S F-S 

i亙島正面!(扇面扇蚕云涙面1

1950 F-S 

j障害者扶助j

~___l!~~~_l_____j_~. 、
l補足的保障所得制度!

(数字は制定年、実線は社会保険、点線は公的扶助

F=連邦直轄プログラム、 F-S=連邦・州共管プログラム、 S=州プログラム)

第
)
節

発
展
の
概
要
と
制
度
の
特
徴

北法40(3・232)704

ま
ず
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
発
展
の
概
要
は
、
大
ま
か
に
い
っ

て
図
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

現
行
制
度
は
、
長
期
的
社
会
危
険
に
対
す
る
所
得
保
障
手
段
で
あ
る
老

齢
・
遺
族
・
障
害
保
険

(
O
A
S
D
I
一
。
互
|
〉
肉
巾
噌

ω再
三
〈
O
吋
的
自
己

o
-
z
σ
E
Q
E
2
5
5巾
)
を
中
心
に
、
こ
れ
を
補
完
す
る
公
的
扶
助
制
度

で
あ
る
補
足
的
保
障
所
得
制
度

(
S
S
I
一
ω名
立
巾
ヨ
巾
ロ

E
r
E円
-q

z
g
s
a、
疾
病
に
対
す
る
保
障
手
段
で
あ
る
老
人
・
障
害
者
医
療
保
険

(
三
色
一
円
貨
巾
)
、
医
療
扶
助
(
富

a
-
2
5、
扶
養
を
必
要
と
す
る
児
童
が

い
る
貧
困
家
庭
に
対
す
る
扶
助

(
A
F
D
C
一
〉
広

Z

F吉
正
一
巾
由
主
任

。
呂

g骨
三
わ
宝
包
括
ロ
)
、
短
期
的
失
業
に
対
す
る
失
業
補
償
(
失
業
保

険
)
、
労
働
災
害
に
対
す
る
労
働
者
補
償
(
労
災
保
険
)
な
ど
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
特
徴
と
し
て
、
こ
こ
で
は
以
下

の
三
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
に
、
図
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
連
邦
制
国
家
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
主
体
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
を
一
つ
の
国
家
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
社
会
保
障

制
度
の
運
営
に
つ
き
、
州
・
地
方
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
る
余
地
が
多
い



アメリカにおける社会保障制度の形成(一)

こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
、
連
邦
政
府
直
轄
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ

か
、
州
が
実
際
の
運
営
に
あ
た
り
連
邦
は
一
定
の
補
助
金
を
支
出
す
る
に

す
ぎ
な
い
も
の
、
州
(
あ
る
い
は
地
方
)
政
府
が
独
自
に
行
っ
て
い
る
も

の
等
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
全
体
の
研
究
に
あ

た
っ
て
は
、
州
制
度
を
絡
め
た
考
察
が
不
可
欠
と
な
る
。
各
州
毎
の
給
付

水
準
が
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
州
権
と
の
関
係
で
憲
法
問
題
が
争
点
と
な

り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
公
的
扶
助
的
性
格
を
有
す
る
フ

l
ド
ス
タ

ン
プ
が
依
然
と
し
て
連
邦
農
務
省
の
監
督
下
に
あ
る
な
ど
、
連
邦
レ
ベ
ル

に
お
け
る
権
限
集
中
も
、
未
だ
完
全
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

第
二
に
、
「
は
じ
め
に
」
の
官
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、

年
金
保
険
制
度
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
長
期
的
社
会
危
険
に
対
す
る
、
拠
出
に
基
づ
く
所
得
保
障
制
度
が
基

盤
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
三
に
、
寸
私
的
」
部
門
が
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
を
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
公
的
」
制
度
の
運
営
に
民
間
部
門
が
携
わ
る

(
例
え
ば
、
私
保
険
会
社
に
よ
る
労
災
保
険
や
疾
病
時
所
得
保
障
保
険
の
運

営
、
ブ
ル

l
ク
ロ
ス
、
ブ
ル

l
シ
ー
ル
ド
等
に
よ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
に
お
け

る
仲
介
機
開
会

2
2
5
E
Eミ
)
・
保
険
代
行
者

(gq芯
司
)
と
し
て
の
役

割
な
ど
)
と
い
う
側
面
と
、
「
公
的
」
制
度
が
欠
落
し
て
い
る
部
門
(
例
え

ば
、
一
般
健
常
者
を
含
む
包
括
的
な
医
療
保
険
、
我
が
国
の
生
活
保
護
制

度
に
相
当
す
る
包
括
的
公
的
扶
助
、
児
童
手
当
な
ど
)
が
あ
り
、
あ
る
い

は
そ
の
給
付
水
準
が
低
い
た
め
、
個
人
の
自
助
努
力
あ
る
い
は
リ
ス
ク
分

配
的
な
民
間
の
諸
制
度
(
企
業
年
金
、
民
間
医
療
保
険
な
ど
)
に
委
ね
ら

れ
る
度
合
が
大
き
い
と
い
う
側
面
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
の
歴
史
的
変
遷
を
辿
る
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な

時
代
区
分
が
あ
り
え
よ
う
が
、
一
応
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
以

降
に
お
い
て
は
、
一
九
三
九
年
修
正
法
に
よ
る
年
金
保
険
制
度
へ
の
家

族
・
遺
族
給
付
の
導
入
、
一
九
五
六
年
に
お
け
る
障
害
給
付
の
導
入
、
一

九
六
五
年
に
お
け
る
メ
デ
イ
ケ
ア
・
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
制
定
、
一
九
七
二

年
の
公
的
扶
助
再
編
成
を
含
む
給
付
の
充
実
、
一
九
八
三
年
修
正
法
に
よ

る
財
政
危
機
へ
の
対
応
な
ど
を
そ
の
節
目
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

》フ。
1 

用
語
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
失
業
な
ど
と

異
な
り
、
老
齢
、
永
久
的
障
害
な
ど
、
恒
久
的
な
所
得
喪
失
を
も

た
ら
す
社
会
危
険
を
い
う
。
富
山

Nog-E円
宣
伝
ミ
ミ
.
?
E・

第
三
節
第
五
項
で
触
れ
る
よ
う
に
、
州
独
自
の
制
度
と
し
て
一

般
扶
助
制
度

(
G
A
一の

g
q巳
KFags-a
が
あ
る
。
ま
た
、

フ
1
ド
・
ス
タ
ン
プ
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、

を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

北法40(3・233)705

2 

一
定
程
度
こ
の
役
割
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例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
公
的
年
金
制
度
が
設
定
し
て
い
る
平
均
的

所
得
代
替
率
(
退
職
前
の
給
与
の
何
%
の
給
付
を
保
障
す
る
か
)

は
、
四
O
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
が
国
の
年
金
制
度
に
お
い
て

(
昭
和
六
一
年
改
正
に
際
し
)
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
は
六

九
%
で
あ
っ
た
。
(
た
だ
し
、
定
期
賞
与
を
加
え
る
と
五
二
%
と
な

る
。
)
江
口
隆
裕
「
昭
和
六
一
年
公
的
年
金
制
度
改
正
の
立
法
過
程
」

北
大
法
学
論
集
三
八
巻
四
号
こ
九
八
八
年
)
八
五
O
頁
。

(
4
)

一
九
八
六
年
現
在
、
六
五
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の
年
齢
階
層
の

中
間
所
得
者
ご
四
、
五
四

0
ド
ル
)
は
、
公
的
年
金
か
ら
二
八
%

を
ま
か
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
(
そ
の
他
、
稼
働
収
入
三
O
%
、

資
産
収
入
二
二
%
、
他
の
年
金
所
得
一
八
%
な
ど
)
。
七
O
歳
以
上

で
も
四
四
%
で
あ
る
。
九
宮
内
ト
ミ
~
山
町
言
及
守
同
WHhNPS悼、

(3) 

み
さ
富
山

(
5
)
 め
を
か
H
N
S
~
E
3
~
h
s
S
F
E
∞∞
w
E・

年
金
保
険
を
中
心
に
据
え
た
場
合
、
第
一
期
(
誕
生
期
H
一
九

三
五
1

三
九
年
)
、
第
二
期
(
発
展
期
H
一
九
四
O
l
七
二
年
)
、

第
三
期
(
過
渡
期
H
一
九
七
三
|
八
O
年
)
、
第
四
期
(
転
換
期
H

一
九
八

0
年
代
)
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
区
分
に
よ
れ
ば
本
稿
は
、
第
一
期
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ

司
令
。

第

節

社
会
保
険
制
度

北法40(3・234)706

第

項

年
金
保
険

老
齢
・
遺
族
・
障
害
保
険

(
O
A
S
D
I
)

老
齢
・
遺
族
・
障
害
保
険
、
す
な
わ
ち

O
A
S
D
I
(
0
5
1〉
m巾・

ωロ
『
〈

-
4
0叶
印
田
口
門
同
盟
印
白
月
比

]
{
q
Z
E
B
R巾
)
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制

度
の
中
心
を
な
す
、
連
邦
直
轄
の
社
会
保
険
た
る
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ

る
。
一
九
八
八
年
一
O
月
現
在
、
約
三
、
八
六
O
万
人
が
月
額
約
一
七
九

億
ド
ル
に
及
ぶ
金
銭
給
付
を
受
け
て
い
る
。

〈
小
史
〉

年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
に
よ
っ
て
連
邦
直
轄

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
た
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
当
初
適
用
対
象
と
な
っ

た
の
は
、
商
工
業
に
従
事
す
る
被
用
者
に
限
ら
れ
、
六
五
歳
に
達
し
た
被

保
険
者
本
人
に
対
し
老
齢
給
付
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
年
額

三、

0
0
0ド
ル
の
所
得
を
課
税
限
度
額
と
し
、
被
用
者
及
び
事
業
主
に

対
し
て
課
さ
れ
る
支
払
給
与
税
(
宮
司
。
=
S
M
)
が
そ
の
財
源
と
な
っ
た
。

一
九
三
五
年
法
に
よ
れ
ば
、
税
金
の
徴
収
は
一
九
三
七
年
に
開
始
さ
れ
、

通
常
給
付
は
一
九
四
二
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た

が
、
一
九
三
九
年
に
大
き
な
修
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
被
保
険
者



の
被
扶
養
者
及
び
遺
族
に
対
し
て
給
付
が
拡
大
さ
れ
、
老
齢
・
遺
族
保
険

(
O
A
S
-
一0
5
|
〉
肉
巾
一
同
ロ
仏

ωロ
円
三
〈
。
『
印
円
ロ
山
口
門
出
口
円
巾
)
と
呼
ば
れ
る

と
と
も
に
、
支
給
開
始
時
期
が
一
九
四
O
年
に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の

他
、
財
源
調
達
に
お
け
る
完
全
積
立
方
式
か
ら
修
正
積
立
方
式
へ
の
変

更
、
加
入
期
間
の
算
定
基
礎
と
な
る
「
適
用
四
半
期

(
Q
C
一
心

5
2
R
え

の
0
5
E官
)
」
概
念
の
確
立
、
一
般
歳
入
と
分
離
し
た
信
託
基
金
の
設
立
な

ど
、
一
九
三
九
年
修
正
法
に
よ
り
今
日
の

O
A
S
D
I
の
基
盤
の
多
く
が

形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

そ
の
後
一
九
五
O
年
に
も
大
き
な
改
正
が
あ
り
、
給
付
水
準
に
つ
き
平

均
七
七
・
五
%
と
い
う
大
幅
な
引
き
上
げ
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
課
税

限
度
額
も
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
適
用
範
囲
に
関
し
て
は
、
一
定
の
農
業
労

働
者
・
家
事
使
用
人
・
自
営
業
者
に
拡
張
さ
れ
、
さ
ら
に
、
州
・
地
方
公

務
員
、
非
営
利
団
体
職
員
に
任
意
加
入
の
道
が
聞
か
れ
た
。
そ
の
他
給
付

額
算
定
の
基
縫
と
な
る
平
均
月
額
賃
金
算
定
の
起
算
年
を
一
九
三
七
年
か

ら
一
九
五
一
年
に
繰
り
下
げ
る
な
ど
多
く
の
修
正
が
な
さ
れ
た
。

一
九
五
六
年
に
は
、
「
長
期
間
継
続
し
、
治
癒
ま
で
の
期
聞
が
明
ら
か
で

な
い

(-oロ
mlgロ
巴
ロ
ロ
旦
白

E
-
E色
ロ
宮
内
同
ロ
『
白
立
。
ロ
)
」
重
度
の
障
害

に
苦
し
ん
で
い
る
五
O
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
被
保
険
者
と
、
死
亡
・
退

職
労
働
者
の
成
人
た
る
子
女
(
た
だ
し
、
そ
の
者
が
成
人
に
な
る
以
前
に

障
害
者
と
な
っ
た
場
合
)
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
障
害
給
付
が
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、

O
A
S
-
は
、
老
齢
・
遺
族
・
障
害
保
険

(
O

A
S
D
I
)
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
年
、
女
性
に
対

す
る
老
齢
給
付
の
六
二
歳
か
ら
の
繰
り
上
げ
減
額
支
給
が
可
能
と
な
っ
た

(
男
性
は
一
九
六
一
年
)
。
障
害
保
険
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
修
正
法

に
よ
り
、
老
齢
保
険
と
同
様
の
被
扶
養
者
に
対
す
る
給
付
(
付
加
給
付
)

が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
六
O
年
修
正
法
に
よ
り
、
五
O
歳
と
い
う
年

齢
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
。

物
価
上
昇
に
よ
る
年
金
額
の
実
質
的
目
減
り
に
対
処
す
る
た
め
、
一
九

七
二
年
修
正
法
は
、
給
付
額
を
二
O
%
増
額
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
自
動

的
に
消
費
者
物
価
指
数

(
C
P
I

一。。ロ
E
g
q句
E
B
H
E巾
同
)
に
連
動

さ
せ
る
(
た
だ
し
最
低
三
%
上
昇
し
た
場
合
)
た
め
の
生
計
費
調
整

(
C

O
L
A
一8
2
0同

z
i
D
m
白門ぷ

5同
B
g門
)
制
度
を
導
入
し
た
。
ま
た
、

六
五
歳
を
過
ぎ
て
な
お
稼
働
す
る
場
合
の
繰
り
下
げ
増
額
支
給
規
定
が
お

か
れ
た
。
一
九
七
七
年
修
正
法
は
、

C
O
L
A
導
入
に
よ
る
技
術
的
欠
陥
、
す
な

わ
ち
多
く
の
退
職
者
が
従
前
の
収
入
よ
り
高
額
の
年
金
を
受
給
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
、
一
九
八
四
年
に
六
二

歳
に
達
す
る
者
か
ら
、

C
O
L
A
は
受
給
資
格
発
生
後
の
期
間
に
つ
い
て

の
み
適
用
す
べ
く
、
そ
の
適
用
を
限
定
す
る
に
至
っ
た
。

一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
は
、
ス
タ
グ
フ
レ

l

北法40(3・235)707
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シ
ョ
ン
が
蔓
延
す
る
と
と
も
に
、

C
O
L
A
に
よ
る
給
付
額
の
増
加
が
予

想
以
上
の
も
の
と
な
り
、
短
期
的
な
財
政
危
機
の
問
題
(
積
立
基
金
の
枯

渇
)
が
顕
在
化
す
る
一
方
、
さ
ら
に
将
来
的
な
受
給
者
数
の
増
大
に
よ
る

長
期
的
な
財
政
上
の
問
題
も
登
場
し
て
き
た
。
そ
こ
で
レ
ー
ガ
ン
政
権
の

下
、
各
信
託
基
金
聞
の
貸
借
を
認
め
、
最
低
給
付
(
豆
一
三
ヨ
ロ
ヨ
∞

g丘一円)

を
一
部
廃
止
す
る
等
の
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
一
九
八
一
年
全
国
社
会

保
障
改
革
委
員
会

(
N
C
S
S
R
一
Z
三
宮
口
包
わ
。
B
5
2包
。
ロ
。
ロ

ω。円一色

ω巾
円
ロ
ユ
々
回
耐
え
R
B
)
が
創
設
さ
れ
、
こ
の
勧
告
に
基
づ
き
一
九
八
三
年
修

正
法
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
財
政
状
況
の
改
善
を
意
図
し
た
大
改
正
を
行

い
、
税
率
引
き
上
げ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
繰
り
上
げ
実
施
と

C
O
L
A
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
の
繰
り
下
げ
実
施
、
高
所
得
受
給
者
に
対
す
る
最
高
五
O
%
に

及
ぶ

O
A
S
D
I給
付
へ
の
課
税
、
自
営
業
者
に
対
す
る
税
率
の
引
き
上

げ
な
ど
を
規
定
す
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
長
期
的
観
点
か
ら
、
満
額
老
齢

給
付
開
始
年
齢
を
、
現
行
の
六
五
歳
か
ら
段
階
的
に
六
七
歳
に
引
き
上
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
八
四
年
以
降
に
採
用
さ
れ
る
連
邦
公
務

員
と
、
非
営
利
団
体
の
全
職
員
等
に
適
用
が
拡
大
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
れ
に
先
立
ち
一
九
八
O
年
に
は
、
障
害
保
険
の
受
給
資
格
基

準
が
厳
格
化
さ
れ
、
三
年
毎
に
障
害
が
あ
る
か
否
か
の
見
直
し
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
一
九
八
六
年
に
は
、

C
O
L
A
の
実
施
に
つ

き
最
低
三
%
の

C
P
I
の
上
昇
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
要
件
が
削
除
さ
れ

た

北法40(3・236)708

〈
適
用
範
囲
〉

以
上
、
概
観
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
事
業
の
被
用
者
お

よ
び
自
営
業
者
が
強
制
加
入
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
適
用
を
除
外
さ
れ

る
者
は
、
①
一
九
八
三
年
以
前
に
一
周
さ
れ
た
連
邦
公
務
員
、
②
鉄
道
職

員
、
③
任
意
加
入
し
な
い
州
・
地
方
公
務
員
、
④
基
準
を
満
た
す
所
得
と

雇
用
期
間
を
有
し
な
い
家
事
使
用
人
及
び
農
業
労
働
者
、
⑤
一
定
基
準
以

下
の
極
め
て
低
収
入
の
自
営
業
者
等
で
あ
る
。

〈
受
給
資
格
お
よ
び
給
付
内
容
〉

老
齢
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
適
用
事
業
に
お
け
る
一
定
期
間
の
就

労
が
必
要
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
九
一
年
以
降
六
二
歳
に
達
す
る
者

は
、
完
全
被
保
険
者
(
同
三
々

E
2
5門回目
)
2
8ロ
)
と
な
る
た
め
に
は
、
二

一
歳
か
ら
六
二
歳
ま
で
の
聞
に
通
算
し
て
一

0
年
間
に
及
ぶ
適
用
四
半
期

(
Q
C
一
0
5
2
q
え
わ
。
〈
巾

E
m巾
一
九
八
九
年
現
在
、
一
暦
年
四
半
期
に

五

0
0ド
ル
の
所
得
が
あ
る
場
合
に
つ
き
、
一
適
用
四
半
期
な
い
し
一
ク

レ
ジ
ッ
ト

(nzec
を
与
え
ら
れ
る
)
、
す
な
わ
ち
四
O
適
用
四
半
期
が

必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
九
九
O
年
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
こ
の
期

間
は
、
一
九
五
O
年
以
前
に
一
一
一
歳
に
達
し
た
者
に
つ
き
短
縮
さ
れ
て
お

り
、
一
九
五
一
年
か
ら
退
職
し
た
年
の
前
年
ま
で
の
年
数
と
同
数
の
適
用

四
半
期
数
で
足
り
る
。



アメリカにおける社会保障制度の形成(一)

老
齢
給
付
の
支
給
開
始
年
齢
は
原
則
と
し
て
六
五
歳
で
あ
る
が
、
被
保

険
者
本
人
及
び
そ
の
配
偶
者
が
六
二
歳
に
達
し
た
時
点
で
繰
り
上
げ
支
給

が
可
能
と
な
る
。
繰
り
上
げ
支
給
の
場
合
、
原
則
と
し
て
支
給
額
が
永
久

的
に
減
額
さ
れ
、
例
え
ば
六
二
歳
に
支
給
を
開
始
す
る
場
合
、
六
五
歳
支

給
の
場
合
の
八
O
%
が
支
給
額
と
な
る
。
満
額
の
給
付
を
受
け
得
る
年
齢

で
あ
る
六
五
歳
は
、
通
常
退
職
年
齢
(
ロ
ミ
ヨ
巳
百
円
-
5
5
2門
担
問
巾
)
と
呼

ば
れ
る
が
、
こ
の
年
齢
は
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
二
O
O
九
年
に
は

六
六
歳
、
二
O
二
七
年
に
は
六
七
歳
に
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
通
常
退
職
年
齢
よ
り
退
職
を
遅
ら
せ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
年

毎
に
後
述
す
る
基
礎
年
金
額

(
P
I
A
)
の
三
%
に
あ
た
る
給
付
の
増
額

を
受
け
る
。
こ
の
率
も
、
繰
り
下
げ
支
給
へ
と
向
か
う
誘
因
を
与
え
る
た

め
、
一
九
九
O
年
か
ら
二
O
O
九
年
ま
で
の
聞
に
年
額
八
%
へ
と
漸
次
引

き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

本
人
給
付
の
ほ
か
、
被
扶
養
者
に
対
す
る
配
偶
者
給
付
、
児
童
給
付
が

い
わ
ゆ
る
付
加
給
付
と
し
て
行
わ
れ
る
。

次
に
、
遺
族
給
付
は
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
が
完
全
被
保
険
者
で
あ
っ

た
場
合
の
ほ
か
、
直
前
一
三
暦
年
四
半
期
の
う
ち
六
適
用
四
半
期
を
有
す

る
部
分
的
被
保
険
者

(nR再
三
q
E
2
5己
匂
巾
『
印
。
ロ
)
で
あ
れ
ば
行
わ
れ

る
。
受
給
権
者
は
、
被
扶
養
者
た
る
寡
婦
(
か
ん
夫
)
・
子
・
父
母
で
あ

る
が
、
各
々
に
年
齢
制
限
が
あ
る
。
支
給
開
始
年
齢
は
、
例
え
ば
寡
婦
(
か

ん
夫
)
に
つ
き
六
O
歳
(
障
害
者
の
場
合
五
O
歳
)
で
あ
る
。

障
害
給
付
に
つ
い
て
も
、
被
保
険
者
が
完
全
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に

行
わ
れ
る
ほ
か
、
適
用
事
業
内
で
障
害
発
生
の
直
前
回
O
暦
年
四
半
期
の

う
ち
、
最
低
二
O
の
適
用
四
半
期
数
を
有
す
る
場
合
に
も
行
わ
れ
る
。
三

一
歳
未
満
で
障
害
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
二
一
歳
以
降
の
全
四
半

期
の
う
ち
、
半
数
の
適
用
四
半
期
数
で
足
り
る
。

な
お
、
障
害
と
は
、
寸
死
亡
に
至
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
う
る
、
ま
た
は
継

続
的
に
一
一
一
カ
月
以
上
持
続
し
、
も
し
く
は
持
続
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

う
る
、
何
ら
か
の
医
学
的
に
確
定
可
能
な
身
体
的
・
精
神
的
疾
患
に
よ

り
、
い
か
な
る
実
質
的
有
給
活
動
(
回
忌
∞
窓
口
仔
ニ

m曲
目
広
三
恒
三
宮

5
、)に

も
従
事
し
得
な
い
状
態
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
医
学
的
証
拠
の
み

に
基
づ
い
て
認
定
し
得
な
い
場
合
、
年
齢
、
教
育
、
労
働
経
験
な
ど
も
考

慮
さ
れ
る
。

障
害
給
付
は
、
五
カ
月
の
待
期
期
間
の
後
、
六
五
歳
未
満
で
障
害
者
と

な
っ
た
被
保
険
者
本
人
に
対
し
て
な
さ
れ
、
実
質
的
有
給
活
動
に
一
戻
る
こ

に
よ
っ
て
終
了
す
る
が
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
と
結
び

付
い
て
職
場
復
帰
を
促
進
す
る
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
当

な
理
由
な
く
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
す
る
者
に
は

障
害
給
付
は
行
わ
れ
ず
、
ま
た
完
全
に
は
回
復
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
職
場
復
帰
す
る
障
害
者
に
は
、
九
ヶ
月
間
の
試
験
的
労
働
期
間
が
認
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め
ら
れ
て
い
る
。
被
扶
養
者
た
る
家
族
に
対
す
る
付
加
給
付
は
、
老
齢
給

付
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

そ
の
他
、
一
定
の
要
件
の
下
で
給
付
は
、
被
保
険
者
本
人
と
離
婚
し
た

元
の
配
偶
者
に
対
し
て
も
、
さ
ら
に
死
別
し
た
寡
婦
及
び
か
ん
夫
が
再
婚

し
た
後
に
も
支
払
わ
れ
る
。

〈
支
給
額
〉

O
A
S
D
I
給
付
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
二
九
三
九
年
修
正
法
以
来
、

平
均
月
額
賃
金
が
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
平
均
化
の
基
礎
と
な
る
年
数

は
、
原
則
と
し
て
一
九
五
一
年
(
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
二
一
歳
に
達
し
た

場
合
に
は
一
一
一
歳
)
以
降
、
労
働
者
が
六
二
歳
に
達
す
る
か
、
障
害
者
と

な
る
か
も
し
く
は
死
亡
し
た
年
ま
で
で
、
そ
の
う
ち
収
入
の
少
な
い
五
年

間
(
除
外
期
間
)
を
除
い
た
年
数
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
以
前
に
受
給
資
格
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
事

業
に
お
け
る
実
際
の
収
入
金
額
が
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
が
、
一
九
七
九

年
以
後
に
受
給
資
格
を
取
得
し
た
者
の
収
入
は
、
平
均
所
得
水
準
の
上
昇

を
反
映
さ
せ
る
た
め
再
評
価
公
ロ
己
巾
凶
包
)
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
平
均
月
額

賃
金
も
し
く
は
再
評
価
後
平
均
月
額
賃
金

(
A
I
M
E
一
〉

S
E唱
宮
白

色
町

H
a
v
F
R
Y
-ユ
出
血
「
ロ
宮
町
的
)
に
特
定
の
給
付
算
定
式
を
適
用
し
て
、
被

保
険
者
本
人
の
基
礎
年
金
額

(
P
I
A
一
司
吋
吉
田
円
三
E
R
B
B〉
B
o
s
e

が
決
定
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の

P
I
A
を
基
準
と
し
て
、
被
扶
養
者
な
ど
に

対
す
る
付
加
年
金
の
給
付
額
が
決
定
さ
れ
る
。
給
付
算
定
式
は
、
低
所
得

層
に
と
っ
て
、
よ
り
有
利
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
(
所
得

階
層
間
)
所
得
再
分
配
原
理
が
機
能
し
て
い
る
。

O
A
S
D
I
給
付
は
、
毎
年
、
消
費
者
物
価
指
数
の
上
昇
を
反
映
す
べ

く
自
動
的
に
増
額
さ
れ
る
。

ま
た
、
適
用
事
業
に
お
い
て
稼
得
収
入
が
あ
る
場
合
、

O
A
S
D
I
給

付
が
減
額
さ
れ
る
。
こ
れ
を
一
般
に
所
得
テ
ス
ト

(gszm∞
芯
え
)
と

い
う
。
一
九
八
九
年
現
在
、
六
五
歳
未
満
の
受
給
者
は
、
六
、
四
八

0
ド

ル
を
超
え
る
年
間
所
得
二
ド
ル
に
つ
き
一
ド
ル
の
給
付
を
減
額
さ
れ
る
。

こ
九
九

O
年
以
降
は
、
三
ド
ル
に
つ
き
一
ド
ル
の
減
額
に
緩
和
さ
れ
る
。
)

六
五
歳
以
上
七

O
歳
未
満
の
受
給
者
に
つ
い
て
は
、
八
、
八
八

0
ド
ル
が

基
準
と
な
る
。
七

O
歳
以
上
の
受
給
者
に
つ
い
て
は
減
額
は
な
さ
れ
な
い
。

な
お
、
本
人
給
付
と
そ
の
他
の
被
扶
養
者
に
対
す
る
付
加
給
付
を
あ
わ

せ
た
世
帯
単
位
の
月
額
支
給
総
額
に
は
一
定
の
上
限
が
附
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
併
給
調
整
に
つ
い
て
は
、
被
扶
養
者
と
し
て
の
付
加
年
金
の
方
が
、

自
ら
の
拠
出
に
基
づ
く
本
人
年
金
よ
り
高
額
で
も
、
後
者
が
優
先
的
に
支

給
さ
れ
、
そ
れ
に
前
者
の
超
過
分
が
上
乗
せ
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

な
お
、
給
付
に
関
す
る
決
定
に
つ
き
不
服
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、

不
服
申
立
さ
ら
に
は
出
訴
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

〈
財
源
〉
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アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

O
A
S
D
I
は
、
事
業
主
と
被
用
者
及
び
自
営
業
者
に
つ
き
、
適
用
事

業
に
お
け
る
課
税
限
度
額
二
九
八
九
年
現
在
四
八
、

0
0
0ド
ル
)
を

対
象
と
し
て
課
さ
れ
る
税
金
に
よ
っ
て
、
財
源
を
賄
わ
れ
る
。
税
率
は
、

一
九
八
九
年
現
在
、
事
業
主
及
び
被
用
者
に
つ
き
各
六
・

O
六
%
、
自
営

業
者
に
つ
き
一
二
・
一
二
%
で
あ
る
。
こ
の
税
金
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
病
院
保
険
(
H
I
)
を
含
め
て
一
括
し
て
徴
収
さ
れ
る
が
、
徴

収
後
は
、
O
A
S
-
信
託
基
金
及
び
D
I
信
託
基
金
(
さ
ら
に
H
I
信
託

基
金
)
に
そ
れ
ぞ
れ
預
託
さ
れ
る
。
預
託
さ
れ
た
資
金
は
、
給
付
及
び
運

営
費
用
を
除
く
ほ
か
、
財
務
長
官
を
管
理
受
託
者
と
す
る
受
託
者
委
員
会

B
S
己
丘
、
『
2
2
m巾
)
が
管
理
し
、
連
邦
政
府
保
障
付
利
付
債
券
に
投
資

さ
れ
る
。
近
年
、
基
金
の
積
立
額
は
極
め
て
少
な
く
、
ほ
ぽ
完
全
な
付
加

方
式
に
移
行
し
た
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
至
り
、
一
九
八
一
年
及
び
一
九

八
三
年
の
立
法
に
よ
り
、
一
時
的
に
信
託
基
金
聞
の
一
定
の
資
金
の
貸
借

が
認
め
ら
れ
る
に
ま
で
至
っ
た
が
、
一
九
八
三
年
修
正
法
以
降
、
再
び
増

加
に
向
か
っ
て
い
る
。

〈
運
営
〉

O
A
S
D
I
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
責
任
は
、
拠
出
金
の
徴
収
が
財
務
省

内
国
歳
入
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
ほ
か
、
一
般
的
に
は
保
健
福
祉
省
社
会
保

障
庁
が
実
際
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
る
。

O
A
S
D
I
に
関
し
て
は
、
ぬ
も
内
定
~
匂
町
内
S
4
.
守
凶
ミ
守
S
F

h
s
s
s
~
'
E
史
的
再
ミ
E
3
~
S
N
S
F
E
∞
∞
一
E
E
n
E
ω
R
R
Z

HμH・
0m『
白
同
出
回
一
ロ
吾
巾
C
E
Z内同

ωg同町田
w

巴∞吋¥・~宮内&~~叫町内Nh3.台、

同
ミ
E
S
印

O
(
〉
℃
吋
・
呂
∞
叶
)
旬
開
)
∞
l
N
O
一
一
富
山
花
吋
少
守
門
&
~
句
町
内
定
・

3.門官、日)℃出lhFmwhFγpny巾ロ
σ目
c
g
・
-
ω
。
乱
。
~
め
町
内
S
A
.
守
・
て
号
令
書

ぬ
雲
仙
河
町
ぜ
か

3
5
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
た
。

(
2
)

詳
細
は
、
第
四
章
を
参
照
。

(
3
)
一
九
五

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
け
て
は
、
漸
進
的
に
受
給

資
格
の
緩
和
、
給
付
の
増
額
、
さ
ら
に
税
率
及
び
課
税
限
度
額
の

引
き
上
げ
が
な
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
〉
門
町
巾
ロ
σ
2
5・
M
ξ
S
N

N
U
S
3
.
守
一
て
九
ぽ
N
.
c
S
M
a
s
h同
勾
S
宣
言
師
、
℃
N
H
H
-
年
金
研
究
会
『
日

本
と
ア
メ
リ
カ
の
年
金
制
度
』
(
中
央
法
規
出
版
、
一
九
八
七
年
)

八
六
頁
。

(
4
)

既
に
連
邦
公
務
員
に
つ
い
て
は
一
九
六
二
年
、
退
役
軍
人
に
つ

い
て
は
一
九
六
三
年
に
導
入
さ
れ
て
い
た
。

(
5
)

一
九
七
二
年
修
正
法
は
、
賃
金
が
物
価
の
上
昇
率
を
約
二
・
ニ

五
%
上
回
る
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
実
際
に
は
一
九

七
三
!
七
八
年
に
お
い
て
、
そ
の
差
は
約

0
・
五
%
に
す
ぎ
な

か
っ
た
た
め
、
予
想
に
狂
い
を
生
じ
た
。

(
6
)

例
え
ば
、
一
九
八
九
年
に
受
給
資
格
を
取
得
す
る
者
に
つ
い
て

1 
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の
算
定
式
は
、

①
A
I
M
E
の
最
初
の
三
三
九
ド
ル
の
う
ち
九
O
%

②
三
三
九
ド
ル
を
超
え
て
二
、
O
四
四
ド
ル
ま
で
の
三
二
%

③
二
、
O
四
四
ド
ル
を
超
え
た
分
の
一
五
%

以
上
、
①
な
い
し
③
の
合
計
額
と
な
る
。

我
が
国
で
い
え
ば
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
に
相
当
す
る
。

例
え
ば
、
一
九
八
三
年
に
は
一
九
七
億
ド
ル
に
ま
で
減
少
し
た

O
A
S
-
の
積
立
金
(
年
間
給
付
額
は
て
三
四
七
億
ド
ル
)
は
、

一
九
八
八
年
一
二
月
現
在
、
て
O
二
九
億
ド
ル
に
ま
で
増
加
し

て
い
る
。
旬
。
町
礼
町
山

ω町内一
RwjN.守

N
W
N
h
~
~
町民
S
w
印

N

(

〉℃吋・]戸市出向山由)℃
ω]{
・

(
7
)
 

8 

私
的
年
金
プ
ラ
ン

以
上
に
概
観
し
た
と
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
の
公
的
年
金
制
度
、
す
な
わ
ち

O
A
S
D
I
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
以
来
、
連
邦
直
轄
の
制

度
と
し
て
社
会
保
障
制
度
の
中
核
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ア
メ

リ
カ
で
は
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
老
後
の
所
得
保
障
を
公
的
年
金
の
み

で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
企
業
年

金
、
個
人
年
金
と
い
っ
た
私
的
な
制
度
が
、

O
A
S
D
I
の
充
実
と
と
も

に
相
対
的
に
は
そ
の
重
要
性
を
減
じ
て
い
る
と
は
い
わ
れ
て
い
る
も
の

の
、
依
然
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
本
来
的
に
私
的
な
手
段
に
対
し
て
も
、
国
家
に
よ
る
規
制

が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
れ
ら

の
企
業
年
金
や
個
人
年
金
に
関
し
、
現
在
い
か
な
る
規
制
が
な
さ
れ
て
い

(
1
)
 

る
の
か
に
つ
き
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

北法40(3・240)712

ハ
企
業
年
金
〉

ア
メ
リ
カ
の
企
業
年
金
プ
ラ
ン
は
既
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
存
在
し

た
。
そ
の
数
は
二
O
世
紀
に
入
っ
て
増
加
し
た
が
、
特
に
第
二
次
世
界
大

戦
を
契
機
に
発
展
し
、
一
九
五

0
年
代
な
い
し
六

0
年
代
に
は
、
労
働
組

合
の
年
金
獲
得
運
動
(
ペ
ン
シ
ョ
ン
・
ド
ラ
イ
ブ
)
の
影
響
も
あ
っ
て
さ

ら
に
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
一
方
で
は
、
厳
格
な
受
給
資
格
、

基
金
の
不
安
定
性
な
ど
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
一
九
五
八
年
、
福

祉
及
び
年
金
プ
ラ
ン
公
開
法
(
者
巴

P
E
E
S
Fロ
包

B
吋

E
S
E
R
E
-

2
2
〉
円
丹
)
が
制
定
さ
れ
、
年
金
プ
ラ
ン
の
公
聞
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の

を
皮
切
り
に
、
一
九
六
五
年
の
民
間
被
用
者
退
職
プ
ラ
ン
に
関
す
る
大
統

領
へ
の
報
告
書
を
基
盤
と
し
て
、
約
一
O
年
の
歳
月
を
経
た
一
九
七
四

年
、
被
用
者
退
職
所
得
保
障
法

(
E
R
I
S
A
一
回
己
主
。
可
2
-
N
Z町
φ

B
g
ニロ
g
B
m
ω
巾

2
ュ
々
〉
2
0同
呂
立
)
が
企
業
年
金
プ
ラ
ン
に
対
す

る
法
的
規
制
を
行
う
に
至
っ
た
。

E
R
I
S
A
は
、
税
制
適
格
年
金
の
面
か
ら
の
規
制
で
は
な
く
、
企
業

年
金
の
給
付
自
体
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
受
給
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資
格
に
つ
い
て
は
、
①
勤
続
年
数
一
O
年
以
上
の
者
に
一
O
O
%
の
受
給

権
を
認
め
る
、
②
勤
続
年
数
五
年
で
二
五
%
の
受
給
権
を
付
与
し
、
段
階

的
に
支
給
率
を
引
き
上
げ
、
一
五
年
で
一
O
O
%
の
受
給
権
を
保
障
す
る
、

③
五
年
間
プ
ラ
ン
に
加
入
し
、
年
齢
と
勤
続
年
数
の
合
計
が
四
五
に
達
し

た
場
合
五
O
%
の
受
給
権
を
認
め
、
五
年
ご
と
に
一
O
%
ず
っ
こ
れ
を
引

き
上
げ
る
、
と
い
う
以
上
三
類
型
の
い
ず
れ
か
の
方
式
を
採
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
年
金
の
安
定
支
給
を
図
る
た
め
、
三
O
な
い
し
四

0
年
間
の
猶

予
期
間
を
設
け
て
基
金
の
積
立
を
増
や
し
、
未
積
立
分
を
な
く
す
措
置
が

と
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
猶
予
期
間
内
に
お
け
る
企
業
倒
産
な
ど
給
付

未
払
い
の
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
、
労
働
省
の
下
に
年
金
給
付
保
証
公

社

(
P
B
G
C
一
EWE-。
ロ
∞

g巾
宮
の

E
『
田
口
門
巾
巾
打
。
弓
ミ
丘
一
c
ロ
)
を
設

置
し
、
徴
収
し
た
保
険
料
を
も
と
に
一
定
の
代
行
給
付
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

〈
個
人
年
金
〉

企
業
の
所
得
保
障
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
確
定
給
付
型
の
企
業
年
金
の

ほ
か
、
従
業
員
持
株
制
度

(
E
S
O
P
一
何
百
三
。
可
2
E
o
n
w
o
t司
Z
E
E
-
)

宝
田
口
)
な
ど
の
確
定
拠
出
型
の
制
度
に
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
適
用
を
受
け
な
い
者
に
も
偶
人
年
金
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
営
業
者
に
つ
き
、
一
九
六
二
年
に
自

営
業
者
課
税
退
職
法

(ω
色
町
向

HH6-ミ
包
宮
島
〈

E
E
Z
、H，
E
河内邑
2
・

5
巾
口
同
〉
円
円
)
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
キ
オ
(
穴
gmy)
プ
ラ
ン
が
認
め
ら
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
労
働
収
入
の
一
定
額
を
上
限
と
し
て
、
課
税
繰
り
延

べ
措
置
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、

E
R
I
S
A
の
適
用
を
受
け
な
い
被
用
者
を
対
象
と
し
て
、
個

人
退
職
勘
定

(
I
R
A
ニ
コ
門
出
〈
広
口
包
何
色
町
巾

5
8同〉
nnoロ
ロ
同
)
の
開
設

が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

E
R
I
S
A
の
適
用
を
受

け
る
企
業
年
金
プ
ラ
ン
に
加
入
し
て
い
な
い
被
用
者
は
、
年
金
、
養
老
保

険
、
株
式
、
債
権
、
定
期
預
金
な
ど
に
投
資
し
(
キ
オ
プ
ラ
ン
の
場
合
も

ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
)
、
年
額
て
五

0
0ド
ル
に
つ
き
、
退
職
年
齢
を
迎
え

る
ま
で
の
課
税
繰
り
延
べ
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
後
に

こ
れ
ら
の
勘
定
か
ら
支
払
を
受
け
る
際
に
は
課
税
さ
れ
る
が
、
五
九
・
五

歳
以
下
で
引
き
出
す
場
合
に
は
、
さ
ら
に
税
が
付
加
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一

九
八
一
年
に
は
二
九
八
一
年
経
済
回
復
租
税
法
(
寸
Z
E
E
開

B
E
g
-
n

p
u
g
s弓
吋
同
阿
〉
♀
)
に
よ
り
、
上
限
額
は
二
、

0
0
0ド
ル
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
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1 

私
的
年
金
な
い
し
私
的
所
得
保
障
制
度
に
つ
い
て
は
、
〉
ロ
S
・

0
ロ
山
、
〉
・
出
血
門
司
目
的
:
閃
均
』
a
h
一
吋
雪
h
ぬ
さ
ぬ
お
同
州

F
F町
内
む
h
H

町、早∞吋

h
k
m
h
m
o
p
(
巧
B
Eロ
m
Z
E
0
・。-一同，
Z
F
5
2
え

Z
丘一
o
s
-
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〉
問
問
包
門
的
-

H

ロ
円
同
市
山
町
山
叶
)
一

γ向

-n-
∞
巾
門
口
凹
丹
巾
一
ロ
田
口
門
凶
]
∞
・
回
巾
同
・
ロ
・

2
2
P
M
g
a
b
N
P
2
3
.
e
u
吋
古
川
山
混
同
時
き
吋
宮
内
需
。
芹

(
Z巾
者

J

円。『
W

一
凶
器
一
円
切
。
。
}
内
田
巴
∞
∞
)
の
ほ
か
、
第
一
生
命
保
険
相
互
会

社
編
『
欧
米
に
お
け
る
企
業
年
金
』
(
社
会
保
険
広
報
社
、
一
九
八

一
年
)
、
西
村
周
一
ニ
「
ア
メ
リ
カ
の
被
用
者
退
職
所
得
保
障
法

(
E

R
I
S
A
)
の
最
近
の
動
向
」
エ
コ
ノ
ミ
ア
六
九
号
、
七

O
号
二

九
八

O
、
一
九
八
一
年
)
、
村
上
清
監
修
『
ア
メ
リ
カ
の
社
会
保
障

と
付
加
給
付
』
(
日
本
生
産
性
本
部
、
一
九
七
八
年
)
、
郵
政
省
簡

易
保
険
局
『
諸
外
国
に
お
け
る
個
人
年
金
に
つ
い
て
の
調
査
(
委

託
調
査
報
告
書
)
』
こ
九
七
八
年
)
を
適
宜
参
照
し
た
。

税
制
上
の
優
遇
は
、
既
に
一
九
二

0
年
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

〉

n
Z己
σ同
Z
5・旬。円
S
~
句
町
内
定

3.守
一
ヌ
ザ
3

5

b翼
民
河
町
せ
礼
町
R
C
S
師、

2 

ヨ}
N
O
C
-
-

(3)

我
が
国
に
み
ら
れ
る
制
度
と
し
て
厚
生
年
金
基
金
(
厚
生
年
金

保
険
法
一

O
六
条
以
下
)
が
あ
る
が
、
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を

行
う
等
、
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)

キ
オ
プ
ラ
ン
は
自
営
業
者
を
対
象
と
す
る
が
、
従
業
員
が
い
る

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
も
同
率
の
拠
出
を
行
う
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
る
な
ど
、
企
業
年
金
的
性
格
を
併
せ
有
し
て
い

る
。
前
掲
書
『
諸
外
国
に
お
け
る
個
人
年
金
に
つ
い
て
の
調
査
』

一
七
|
一
八
頁
。
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第
二
項
健
康
保
険
(
メ
デ
ィ
ケ
ア
H
老
人
・
障
害
者
医
療
保
険
)

ア
メ
リ
カ
の
公
的
医
療
保
険
制
度
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章
で
述
べ
る

よ
う
に
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
に
際
し
で
も
一
応
論
議
の
対
象

と
な
っ
た
が
、
全
米
医
師
会

(
A
M
A
)
が
強
力
に
反
対
し
た
こ
と
も
あ

り
、
結
局
一
九
三

0
年
代
に
お
い
て
は
実
現
を
み
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も

立
法
化
に
向
け
て
の
運
動
が
続
け
ら
れ
た
が
、
中
で
も
一
九
五
八
年
に
下

院
議
員
フ
ォ
ラ
ン
ド
が
、
法
案
を
下
院
歳
入
委
員
会
に
提
出
し
て
以
降
活

発
化
し
、
一
九
六
五
年
社
会
保
障
法
修
正
法
(
第
一
八
編
)
に
よ
っ
て
よ

う
や
く
老
人
医
療
保
険
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
(
冨

E
R
R
S

と
し
て
部
分
的
な
が
ら
も
実
現
を
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
病
院
の
入

院
費
用
等
を
主
と
し
て
カ
バ
ー
す
る
入
院
保
険

(
H
I
一回

g宮
g-

F
2
3
R
S
と
、
医
師
そ
の
他
の
診
療
費
等
を
主
と
し
て
カ
バ
ー
す
る
補

足
的
医
療
保
険

(
S
M
I
一
ω石匂
Z
E
g
g
-
冨
注
目

g
-
Z
E
E
R巾
)
と

い
う
二
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
は
じ
め
に
」

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
全
体
を
包
括
す
る
公
的
医
療
保
険
制
度
は
未

だ
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
国
民
の
多
数
を
占
め
る
老
人
以
外
の
健

常
者
の
多
く
は
民
間
の
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ア
メ

リ
カ
の
医
療
保
険
は
民
間
主
導
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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民
間
医
療
保
険
は
、
商
業
保
険
会
社
、
非
営
利
医
療
保
険
団
体
、
グ
ル
ー

プ
医
療
保
険
組
織
な
ど
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
商
業

保
険
会
社
の
医
療
費
保
障
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
費
用
償
還
払
が
原
則
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ル

1
ク
ロ
ス
、
ブ
ル

i
シ
ー
ル
ド
と
い
っ
た
非

営
利
団
体
に
よ
る
プ
ラ
ン
は
現
物
給
付
方
式
で
あ
り
、
前
者
は
主
と
し

て
、
契
約
病
院
な
ど
を
通
じ
て
加
入
者
に
入
院
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
後

者
は
主
と
し
て
、
契
約
医
師
を
通
じ
て
医
師
に
よ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
医
療
保
険
組
織
と
し
て
重
要
な
の
は
、
健
康
維

持
組
織

(
H
M
O
一
回

2
1
F
Z白
Z
Z口同ロ円巾
O
諸
国
口
町
巳
宮
口
)
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
出
来
高
払
い
制
(
司

2
問
。
吋
∞
均
三
円
巾
)
で
は
な
く
定
額
前

払
方
式
に
よ
り
幅
広
い
保
健
医
療
を
現
物
給
付
の
形
で
行
っ
て
お
り
、
医

療
費
抑
制
を
め
ざ
す
連
邦
政
府
の
様
々
な
援
助
も
あ
っ
て
、
近
時
発
展
を

み
せ
て
い
る
。

な
お
、
メ
デ
イ
ケ
ア
は
、
一
九
八
八
年
メ
デ
ィ
ケ
ア
修
正
法
(
吋

Z
E
g

冨
包
W
R巾わ白
g
a
g
u窓口
(
U
。
〈
巾
吋
出
向
巾
〉
円
円
)
に
よ
り
大
幅
に
修
正
さ
れ

た。

H
M
O、
P
P
S
H
D
R
G
(後
述
)
の
発
展
・
普
及
、
こ
れ
に
伴

う
病
院
の
再
編
成
、
医
師
の
地
位
の
低
下
等
も
含
め
、
現
在
ア
メ
リ
カ
は
、

史
上
最
大
の
医
療
制
度
変
革
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
は
、
膨
張
す
る
医
療
費
の
抑
制
と
い
う
我
が
国
と

共
通
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
現
行
社
会
保
障
法
の
規
律
対
象
と
な
っ
て
い
る
部
分
、
す

な
わ
ち
公
的
医
療
保
険
た
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
に
つ
き
概
観
し
て
お
き
た
い
。

a

入
院
保
険

(
H
I
)

〈
適
用
範
囲
〉

入
院
保
険
は
、
当
初
六
五
歳
以
上
の
老
齢
給
付
受
給
者
と
鉄
道
退
職
者

を
対
象
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
二
年
修
正
法
に
よ
り
、
そ
の
適

用
範
囲
は
六
五
歳
未
満
の
重
度
腎
臓
病
患
者
と
、
過
去
に
二
四
ヵ
月
以
上

障
害
給
付
の
受
給
資
格
者
で
あ
っ
た
者
に
拡
大
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

H
I

の
受
給
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
六
五
歳
に
達
し
た
者
も
、
保
険
料
を

支
払
う
こ
と
に
よ
り
任
意
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
入
し
う
る
。
一
九
八
七
年

現
在
、
約
二
、
八
八

O
万
人
の
六
五
歳
以
上
の
老
人
と
、
約
三

O
O万
人

の
六
五
歳
未
満
の
障
害
者
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
て
お
り
、
給
付

費
用
は
年
額
四
九
五
億
ド
ル
に
達
し
て
い
る
。

〈
給
付
内
容
〉

入
院
保
険
給
付
と
し
て
は
、
ま
ず
入
院
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
行
な
わ
れ
る
。

従
来
は
、
一
給
付
期
間
に
つ
き
最
高
九

O
日
ま
で
の
入
院
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
、
入
院
患
者
は
最
初
の
六

O
日
に
つ
き
、
毎
年
再
計
算

さ
れ
る
定
額
負
担
金
(
色
色
己
主
宮
市
白

S
2
2
一
九
八
七
年
現
在
五
二

0

ド
ル
)
を
支
払
い
、
さ
ら
に
六
一
日
目
か
ら
九

O
日
固
ま
で
は
、
一
日
に

つ
き
こ
の
負
担
金
の
二
五
%
相
当
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

北法40(3・243)715 
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た
。
さ
ら
に
生
涯
を
通
じ
て
六

0
日
間
、
一
日
あ
た
り
定
額
負
担
金
の
五

O
%
相
当
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
院
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
(
特
別
入
院
日
数
延
長
制
度
河
内
川
凹

R
S色
。
唱
団

ω
3
Z
B
)
。
こ
れ
に

対
し
て
一
九
八
八
年
修
正
法
は
、
年
間
定
額
負
担
金
の
額
を
五
六
四
ド
ル

ご
九
八
九
年
)
に
引
き
上
げ
る
一
方
で
、
日
数
の
制
限
な
く
保
険
給
付
を

行
う
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
な
給
付
内
容
と
し
て
は
、
通
常
入
院
患
者
に

対
し
て
行
わ
れ
る
様
々
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。

入
院
看
護
ほ
ど
で
は
な
い
が
専
門
看
護
を
必
要
と
す
る
場
合
、
専
門

ナ
l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
(
凹
W
E巾
己
ロ
ロ
ヨ
吉
ぬ
}
凶
。
ョ
巾
)
に
お
い
て
看
護
サ
ー

ビ
ス
が
行
わ
れ
る
。
一
九
八
八
年
修
正
法
に
よ
り
、
給
付
回
数
は
年
間
一

0
0日
か
ら
一
五
O
日
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
最
低
三
日
間
の
入
院
期

間
を
要
す
る
と
い
う
要
件
が
削
除
さ
れ
た
。
さ
ら
に
費
用
負
担
に
つ
い
て

も
、
従
来
最
初
の
二

0
日
間
は
無
料
で
、
そ
の
後
一
日
に
つ
き
定
額
負
担

金
の
=
了
五
%
相
当
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
修
正
に

よ
り
最
初
の
八
日
間
の
み
に
つ
き
、
全
国
平
均
費
用
日
額
の
二
O
%
を
支

払
う
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
他
、
在
宅
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
等
の

給
付
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
入
院
保
険
は
、
被
保
険
者
に
対
し
現
物
給
付
を
行
う
も
の

で
あ
る
が
、
費
用
の
支
払
い
を
行
な
う
の
は
、
ブ
ル

i
ク
ロ
ス
や
商
業
保

険
会
社
で
あ
り
、
医
療
財
政
庁

(
H
C
F
A
一
回
2
1
z
h白
B
E
E
R
-
D
m

〉
仏

B
E
E
E円一
oロ
)
の
委
託
を
受
け
、
仲
介
機
関

(
-
2
2
5包
-E門
主
と

し
て
こ
の
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。

ま
た
、
各
医
療
機
関
か
ら
の
支
払
請
求
に
対
し
審
査
を
行
う
の
が
、
医

療
財
政
庁
の
指
定
を
受
け
た
同
僚
評
価
機
関

(
P
R
O
一司巾

R
m
2ぽ
者

。
諸
白
E
N忠
一
。
ロ
)
で
あ
る
。
こ
の
機
関
は
、
入
院
保
険
に
か
か
る
各
種
サ
ー

ビ
ス
の
質
と
効
率
性
を
高
め
る
た
め
に
、
-
九
七
二
年
に
専
門
基
準
評
価

機
関

(
P
S
R
O
一句円

ora-oロ巳
ω
gロ
色
白
邑
田
閉
山
巾
〈
ぽ
君
。
荷
山
口
町
田
白

色
。
ロ
)
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
が
、
公
的
医
療
費
抑
制
の
見
地
か
ら
、
一

九
八
二
年
修
正
法
に
よ
り
改
組
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

P
R
O
は
、
入
院

等
の
適
切
さ
と
医
学
的
必
要
性
な
ど
を
審
査
し
、
費
用
支
払
の
可
否
を
決

(
9
)
 

定
す
る
。

な
お
、
従
来
か
ら
費
用
の
支
払
は
出
来
高
払
い
制
で
あ
り
、
「
適
正
費
用

(
吋

g
m
o
E
E
m
gえ
)
」
方
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
医
療
費
抑
制
措
置

と
し
て
、
一
九
八
三
年
修
正
法
に
よ
り
、
入
院
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る

費
用
に
つ
い
て
の
み
事
前
定
額
支
払
方
式

(
P
P
S
一句

g田
宮

as

司白一

E
M
g円
ω苫
g
g
)が
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
支
払
は

D
R
G
(
U
U
m
-

ロ。
m
三
円
刃
包
己
主
の
き
ロ
宮
)
、
い
わ
ゆ
る
診
断
関
連
群
と
呼
ば
れ
る
分
類

方
法
に
従
っ
て
四
六
七
に
細
分
化
さ
れ
た
基
準
に
よ
り
、
見
込
み
払
い
の

形
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

北法40(3・244)716



〈
財
源
〉

入
院
保
険
の
財
源
は
、
定
額
の
保
険
料
を
支
払
う
任
意
加
入
者
を
除
く

他
、
基
本
的
に
は

O
A
S
D
I
拠
出
と
併
せ
て
一
括
徴
収
さ
れ
る
支
払
給

与
税
(
℃
ミ

g
z
g
H
)
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
。
拠
出
率
は
、
一
九
八
九
年

現
在
、
事
業
主
及
び
被
用
者
に
つ
き
各
一
・
四
五
%
、
自
営
業
者
に
つ
き

ニ
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。

〈
運
営
〉

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
は
、
保
健
福
祉
省
社
会
保
障
庁
が
こ
れ
に
あ

た
っ
て
い
た
が
、
一
九
七
七
年
、
医
療
財
政
庁
に
移
管
さ
れ
た
。

補
足
的
医
療
保
険

(
S
M
I
)

b 

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

〈
適
用
範
囲
〉

補
足
的
医
療
保
険
は
任
意
加
入
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
入
院
保

険
受
給
資
格
者
お
よ
び
一
定
の
公
的
扶
助
受
給
者
(
こ
の
場
合
強
制
加
入

で
、
州
が
保
険
料
を
負
担
す
る
)
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
現
在
、
加
入
者

数
は
約
三
、
一
二
O
万
人
で
、
給
付
費
用
は
二
九
九
億
ド
ル
に
達
し
た
。

〈
給
付
内
容
〉

補
足
的
医
療
保
険
に
よ
り
、
医
師
そ
の
他
の
医
療
担
当
者
等
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
一
般
的
、
専
門
的
な
診
療
・
保
健
サ
ー
ビ
ス
が
広
く
保
障
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
被
保
険
者
た
る
患
者
に
対
す
る
具
体
的
な
給
付
は
、

現
物
給
付
と
同
様
に
な
る
場
合
と
金
銭
給
付
(
償
還
払
)
の
場
合
が
あ
る
。

医
師
等
の
医
療
担
当
者
と
患
者
の
合
意
の
下
、
医
師
等
が
患
者
か
ら
指
定

(
〉
忽
釘
ロ
ヨ
巾
ロ
円
)
を
受
け
た
場
合
か
、
あ
る
い
は
医
師
等
が
メ
デ
ィ
ケ
ア
参

加
医
と
な
っ
た
場
合
が
前
者
で
あ
り
、
こ
の
場
合
患
者
は
医
師
等
に
対
し
、

精
神
科
医
に
よ
る
診
療
等
を
除
く
多
く
の
給
付
に
つ
き
、
年
額
七
五
ド
ル

の
定
額
負
担
と
費
用
の
二
O
%
の
み
を
支
払
え
ば
足
り
、
費
用
支
払
機
関

か
ら
医
師
等
に
対
し
直
接
費
用
が
支
払
わ
れ
る
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
場

合
が
後
者
で
あ
り
、
こ
の
場
合
患
者
が
い
っ
た
ん
医
療
費
の
全
額
を
医
師

等
に
支
払
い
、
後
に
支
払
機
関
か
ら
償
還
(
円
巴

B
E門的巾
B
g同
)
を
受
け

ヲ
Q

。費
用
支
払
業
務
を
行
う
の
は
、
医
療
財
政
庁
の
委
託
を
受
け
た
ブ
ル
ー

シ
ー
ル
ド
お
よ
び
商
業
保
険
会
社
で
あ
り
、
保
険
代
行
者
(
門
出
円
円
一
角
田
)
と

呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
支
払
に
あ
た
っ
て
は
、
入
院
保
険
の
適
正
費
用
方

式
に
対
応
す
る
「
適
正
料
金

(
5
2
8目立巾
n
v
R
m巾
)
」
方
式
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
審
査
機
関
も
入
院
保
険
の
場
合
と
同
様
、

P
R
O
で

あ
る
。な
お
、
医
療
費
抑
制
措
置
と
し
て
、
本
来
出
来
高
払
い
で
あ
る
と
こ
ろ

の
適
正
料
金
は
、
一
九
八
三
年
七
月
か
ら
一
五
カ
月
に
わ
た
り
凍
結
さ
れ

た。

北法40(3・245)717

〈
財
源
〉

加
入
者
は
一
九
八
九
年
現
在
、
月
額
=
二
・
九
ド
ル
の
保
険
料
を
支
払
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う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
該
加
入
者
の

O
A
S
D
I
、
鉄
道

退
職
年
金
お
よ
び
連
邦
公
務
員
退
職
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ

れ
ら
の
給
付
か
ら
天
引
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
四
半
期
毎

に
徴
収
さ
れ
る
。
保
険
料
で
カ
バ
ー
し
得
な
い
費
用
は
、
連
邦
政
府
の
S

M
I
一
般
歳
入
基
金
か
ら
支
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
八
年
修
正
法

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
新
た
な
給
付
の
た
め
、
連
邦
所
得
税
の
支
払
能
力

を
基
準
と
す
る
付
加
保
険
料
の
支
払
い
が
規
定
さ
れ
た
(
上
限
年
額
八

0

0
ド
ル
)
。

〈
運
営
〉

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
に
は
、
入
院
保
険
の
場
合
と
同
様
、
医
療
財

政
庁
が
あ
た
っ
て
い
る
。

(1) 
本
項
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
、
た

ωo巳
包

ω
2
ロユ々

ぬ
『
釦

B
印
Z

S
巾
ピ
ロ

x
a
ω
g
Z印
唱
巴
∞
一
つ

ωrvRPH』

ωrNS3.台、

句
史
九
九
町
内
芯
出
(
)
(
〉
℃
吋
・
呂
∞
叶
)
円
】
℃
N
O
|
品一富山、巾
3
・
め

cs.a~
め
町
内
N
h
4

3.九
F
U
E
∞印|吋
C

∞
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、
注
8
参
照
。
な
お
、

ア
メ
リ
カ
の
医
療
制
度
に
関
す
る
邦
語
文
献
は
数
多
い
。
例
え
ば
、

厚
生
省
社
会
局
老
人
福
祉
課
監
修
『
メ
デ
ィ
ケ
ア
考
』
老
人
福
祉

研
究
四
号
(
老
人
福
祉
研
究
会
、
一
九
七
三
年
)
、
厚
生
省
保
険
局

企
画
課
編
『
欧
米
諸
国
の
医
療
保
障
』
第
六
章
(
社
会
保
険
法
規

H
M
円
。
目

研
究
会
、
一
九
七
九
年
)
、
健
康
保
険
組
合
連
合
会
『
ア
メ
リ
カ
・

カ
ナ
ダ
医
療
保
障
制
度
の
現
状
と
課
題
』
(
一
九
八
一
年
)
、

c
・

カ
l
ル
・
ぺ
ゃ
ク
ル
ス
(
岡
本
祐
三
監
訳
)
『
ア
メ
リ
カ
の
老
人
医
療
』

(
勤
草
書
房
、
一
九
八
五
年
)
、

M
・

o-
ミ
ュ
ン
デ
ィ
ン
ガ

l
(
岡

本
祐
三
監
訳
)
『
ア
メ
リ
カ
の
在
宅
ケ
ア
と
老
人
医
療
制
度
』
(
勤

草
書
房
、
一
九
八
六
年
)
、
印
南
一
路
「
変
貌
す
る
米
国
の
医
療
保

障
」
週
刊
社
会
保
障
一
三
六
八
一
三
九
九
号
(
連
載
)
(
一
九
八

六
年
)
な
ど
。

(2)

一
九
六
五
年
一
月
の
社
会
保
障
諮
問
委
員
会
に
よ
る
入
院
保
険

制
度
創
設
の
勧
告
が
、
こ
の
法
案
の
基
礎
と
し
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
。
前
掲
童
国
『
欧
米
諸
国
の
医
療
保
障
』
二
四

O
l二
四

四
頁
。

北法40(3・246)718 

3 

同
時
に
老
人
医
療
扶
助
制
度
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
に
含
ま
れ

な
い
層
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
が
制
定
さ
れ
た
。
後
述
、

第
三
節
第
三
項
参
照
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
実
施
直
後
か
ら

公
的
医
療
費
の
場
大
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し

て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
伝
統
的
に
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
開
業
医

が
病
院
と
の
契
約
に
基
づ
き
自
ら
の
患
者
を
病
院
に
入
院
さ
せ
、

そ
の
間
自
ら
病
院
で
の
治
療
に
あ
た
る
と
い
う
方
式
)
の
下
、
病

4 



アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

5 

院
と
医
師
が
基
本
的
に
独
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
国
民
の
約
一
割
が
公
私
い
ず
れ
の
保
険
に
も
加
入

し
て
い
な
い
無
保
険
者
で
あ
る
。
前
掲
印
南
論
文
二
ニ
七
一
号
四

八
頁
。

6 

一
九
八
二
年
現
在
、
民
間
医
療
保
険
か
ら
の
支
出
は
対
人
医
療

費
の
=
二
・
九
%
を
占
め
る
の
に
対
し
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
か
ら
の
支

出
は
一
八
・
三
%
に
す
ぎ
な
い
。
前
掲
印
南
論
文
一
三
七
一
号
四

七
頁
。H
M
O
は
、
専
門
の
団
体
の
他
、
商
業
保
険
会
社
、
プ
ル

l
ク

ロ
ス
、
ブ
ル

l
シ
ー
ル
ド
に
よ
っ
て
も
運
営
さ
れ
て
い
る
。

(8)

一
九
八
八
年
修
正
法
に
つ
い
て
は
、
句
。
円
札
宣
伝

2
3守
ー
凶
ミ
p'

町
民
唱
曲
印

]!(ω
巾匂・]{双山∞)匂一山一めむ町役
~ω
町内ミミ.守

NWNh九
九
由
民
誌
、
与
芯
芯
史
民

~宮忠良N.2~
切る、
~
s
s
m
S
F
E∞∞
w

右
お

l
g・
を
参
照
し
た
。

(9)

当
該
給
付
が
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
仲

介
機
関
が
判
断
す
る
。

(
叩
)

7 

〉門町巾ロ
σ白
ZB-ωrvRrN~~叫町内定司、
d
.

守
一
て
貯
な
芯
同

bsh同
河
町
せ
な
3SM町、

同
】
]
{
市
町
]
{
・

(
日
)
一
九
八
八
年
修
正
浸
に
よ
り
従
来
の
給
付
水
準
が
引
き
上
げ
ら

れ
(
例
え
ば
精
神
科
医
の
外
来
診
療
に
つ
き
、
年
額
二
五

0
ド
ル

か
ら
一
、
一

0
0ド
ル
へ
の
引
き
上
げ
な
ど
て
更
に
処
方
薬
剤
な

ど
、
新
た
な
給
付
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

(
ロ
)
な
お
一
九
八
八
年
修
正
法
に
よ
り
、
年
額
七
五
ド
ル
の
定
額
負

担
と
二
O
%
の
定
率
負
担
の
合
計
は
、
年
間
定
額
(
一
九
九
O
年

に
は
一
、
三
七

0
ド
ル
の
予
定
)
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
日
)
入
院
保
険
の
場
合
と
同
様
、
仲
介
機
関
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も

の
(
病
院
外
来
部
門
吉
田
匂

E
-
s
e
E巾
三
骨
宮
ユ
ヨ
巾
豆
、
包

括
的
外
来
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

2
5胃
岳

g包
話

。
ロ
件
。
忠
広
三

5
E
σ
口一

g
立。ロ

ng円
巾
円
な
ど
)
も
あ
る
。

第
三
項
失
業
補
償
(
失
業
保
険
)

失
業
補
償
は
、
非
自
発
的
に
失
業
し
、
就
労
の
意
思
と
能
力
が
あ
る
労

働
者
に
給
付
を
行
う
た
め
の
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
次
章
以
下

で
述
べ
る
よ
う
に
、
州
法
と
し
て
は
既
に
一
九
三
二
年
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン

法
が
存
在
し
て
い
た
が
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
は
、
連
邦
H
州
共
管

方
式
を
採
用
し
、
第
三
編
に
給
付
、
第
九
編
に
拠
出
ご
九
三
九
年
修
正

法
以
降
連
邦
失
業
税
と
呼
ば
れ
る
)
の
規
定
を
お
い
た
。
こ
の
法
律
は
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
失
業
補
償
法
を
制
定
し
た
州
に
対
し
、
州
税
の
九

O
%
相
当
額
ま
で
連
邦
失
業
税
を
控
除
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
税
控
除
方

式

(
g
M
1
O
R白
2
u
gロ
)
を
採
用
し
、
現
行
制
度
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
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一
九
八
八
年
現
在
、
約
一
億
人
、
す
な
わ
ち
全
賃
金
労
働
者
の
約
九
七
%

が
失
業
補
償
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
る
。
な
お
、
後
述
の
労
働
者
補
償
、

疾
病
時
所
得
保
障
保
険
と
は
異
な
り
、
私
保
険
会
社
に
よ
る
代
行
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。

〈
適
用
範
閤
〉

失
業
補
償
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
五
年
法
当
初
か
ら
民
間

企
業
の
被
用
者
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七

O
年
と
一
九
七
六
年
の
修

正
法
に
よ
り
、
大
幅
に
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
。

一
般
の
民
間
事
業
主
は
、
当
該
年
度
も
し
く
は
そ
の
前
年
に
、
最
低
二

0
週
間
雇
用
さ
れ
た
一
人
以
上
の
被
用
者
を
有
す
る
場
合
で
、
あ
る
暦
年

四
半
期
に
つ
き
て
五

0
0ド
ル
以
上
の
賃
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
州
法

の
適
用
下
に
お
か
れ
る
。
従
業
員
数
の
下
限
は
、
一
九
三
五
年
法
で
は
八

人
以
上
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
六
年
に
四
人
以
上
と
な
り
、
一
九
七

O
年

に
一
人
以
上
と
な
っ
た
。

農
業
労
働
者
は
、
そ
の
使
用
者
が
当
該
年
度
も
し
く
は
そ
の
前
年
に
、

一
年
の
う
ち
二

0
週
間
、
最
低
一

O
人
の
被
用
者
を
有
し
、
一
暦
年
四
半

期
に
最
低
二

O
、

0
0
0ド
ル
の
賃
金
を
支
払
う
場
合
に
、
ま
た
、
家
事

使
用
人
は
、
そ
の
使
用
者
が
、
当
該
年
度
も
し
く
は
そ
の
前
年
の
あ
る
暦

年
四
半
期
に
、
最
低
て

0
0
0ド
ル
の
賃
金
を
支
払
う
場
合
に
適
用
下

に
お
か
れ
る
。
そ
の
他
、
一
定
の
州
・
地
方
公
務
員
、
四
名
以
上
の
被
用

者
を
擁
す
る
非
営
利
の
慈
善
、
教
育
、
宗
教
団
体
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

た
る
政
府
・
事
業
主
は
、
失
業
補
償
の
拠
出
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
現
実

に
な
さ
れ
た
失
業
給
付
費
用
を
個
別
的
か
つ
事
後
に
州
に
対
し
て
償
還
す

る
か
(
費
用
償
還
方
式
円
巴
ヨ
σ買
お
ヨ
巾
三
え

gえ
σ自
己
の
選
択
権
を

有
し
て
い
る
。
文
民
(
一
九
五
五
年
)
あ
る
い
は
軍
人
(
一
九
五
八
年
)

た
る
連
邦
公
務
員
も
、
州
の
プ
ラ
ン
の
も
と
で
費
用
償
還
方
式
に
よ
っ
て

そ
の
適
用
を
受
け
る
。
ま
た
、
自
営
業
者
、
家
族
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て

い
る
者
、
特
別
の
保
護
を
受
け
る
鉄
道
職
員
な
ど
は
適
用
を
除
外
さ
れ
て

い
る
。
各
州
は
、
連
邦
法
の
下
で
適
用
を
受
け
な
い
労
働
者
を
任
意
に
適

用
下
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

〈
受
給
資
格
お
よ
び
給
付
内
容
〉

実
際
に
失
業
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
適
用
事
業
に
お
い
て
、
基
礎

期
間

2
2
2
)巾ユ
oe
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
就
労
期
間
と
、
一
定
の
所
得

基
準
を
満
た
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
就
労
の
意
思
と
能
力
の
あ

る
者
が
対
象
と
さ
れ
、
受
給
し
よ
う
と
す
る
者
は
給
付
の
申
請
を
行
い
、

州
の
公
共
職
業
安
定
所
(
宮
σ
r
m
g立
ミ
B
S
H
O
B
2
)
に
登
録
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

給
付
期
間
は
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で
は
最
高
二
六
週
間
で
、
申
請
時
か
ら

一
年
間
、
す
な
わ
ち
五
二
週
間
内
に
制
限
さ
れ
る
。
失
業
が
正
当
な
理
由

に
基
づ
か
な
い
場
合
に
は
一
定
期
間
の
給
付
制
限
事
由
と
な
り
、
州
に

北法40(3・248)720



よ
っ
て
は
減
額
事
由
と
な
る
。
一
定
額
以
上
の
所
得
が
受
給
期
間
中
に

あ
っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
具
体
的
な
給
付
額
は
受
給
者
の
従

前
の
賃
金
額
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
定
の
上
限
額
と
下
限
額
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
給
付
は
連
邦
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
。

一
九
八
八
年
現
在
、
約
一
八
O
万
人
が
州
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
下
で
、
週
平

均
一
四
五
ド
ル
の
失
業
補
償
給
付
を
受
け
て
い
る
。
各
州
の
格
差
は
大
き

く
、
週
最
高
支
給
額
に
し
て
九
六
ド
ル
か
ら
二
六
八
ド
ル
と
い
う
開
き
が

あ
る
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

近
年
、
特
定
被
用
者
の
レ
イ
・
オ
フ
を
避
け
る
た
め
に
全
被
用
者
の
聞

で
労
働
時
聞
を
配
分
す
る
、
い
わ
ゆ
る
労
働
配
分
プ
ラ
ン
(
者
。
岳
凹

F
R・

-
口
問
立
国
ロ
)
が
注
目
を
集
め
、
一
部
の
州
で
は
こ
の
プ
ラ
ン
を
採
用
し
て
損

失
し
た
時
間
分
を
失
業
給
付
で
補
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
O
年
以
降
、

一
定
期
間
失
業
率
が
一
定
水
準
以
上
に
達
し
て
い
る
場
合
に
最
高
二
二
週

間
延
長
給
付
を
行
う
た
め
、
連
邦
及
び
州
の
基
金
に
各
々
半
額
の
財
源
を

求
め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
次
石
油
危
機

以
後
の
高
失
業
率
を
背
景
と
し
て
、
延
長
給
付
を
超
え
た
給
付
を
行
う
連

邦
の
緊
急
的
延
長
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
特
に
一
九
七

0
年
代
以
降
し
ば
し
ば

実
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
州
際
を
越
え
て
移
動
す
る
失
業
者
ゃ
、
複
数
の
州
で
雇
用
さ
れ

た
労
働
者
へ
の
給
付
支
払
の
た
め
に
、
各
州
聞
で
相
互
協
定
が
締
結
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、

件
と
な
っ
た
。

一
九
七
O
年
修
正
法
に
よ
り
州
法
が
備
え
る
べ
き
要

〈
財
源
〉

一
九
八
五
年
以
降
、
連
邦
失
業
税
法
の
適
用
事
業
と
な
っ
て
い
る
事
業

主
は
、
各
被
用
者
の
年
間
賃
金
額
の
う
ち
七
、

0
0
0ド
ル
を
課
税
限
度

額
と
し
て
、
そ
の
六
・
二
%
(
一
時
的
追
加
税
で
あ
る

0
・
二
%
を
含
む
)

に
あ
た
る
支
払
給
与
税

eaig--gと
を
課
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

上
述
し
た
よ
う
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
州
法
を
制
定
し
て
い
る
州
に

対
し
て
は
九
O
%
ま
で
こ
の
連
邦
税
が
控
除
さ
れ
る
た
め
、
実
際
に
連
邦

の
失
業
保
険
信
託
基
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
の
は

0
・
八
%
分

(
0
・

六
%
プ
ラ
ス
一
時
的
追
加
税
の

0
・
二
%
)
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
連
邦
税

は
、
運
営
費
用
、
延
長
給
付
の
連
邦
分
担
金
、
各
州
の
枯
渇
基
金
へ
の
貸

付
に
充
て
ら
れ
る
。

財
源
は
、
五
州
を
除
き
事
業
主
の
み
の
拠
出
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い

る
。
州
の
標
準
税
率
は
、
通
常
は
課
税
限
度
の
五
・
四
%
を
超
え
な
い
。

し
か
し
連
邦
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
実
際
上
、
経
験
料
率

(
巾
同
宮
江
巾
ロ

2
5巳
口
問
)
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
雇
用
の
安
定
度

に
応
じ
て
個
別
の
事
業
主
に
課
さ
れ
る
税
率
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
税
率
は
、
各
州
の
失
業
保
険
信
託
基
金
の
残
高
に
よ
っ
て
も
修
正
さ

れ
る
。
こ
の
た
め
、
一
九
八
八
年
現
在
、
各
州
の
標
準
税
率
は

0
・
七
%
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か
ら
五
・
四
%
の
間
と
な
っ
て
い
る
。

〈
運
営
〉

失
業
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
連
邦
監
督
官
庁
は
、
労
働
省
雇
用
職

業
訓
練
庁
(
問
自
立
ミ

5
2同
回
忌
吋

E
Z
E
m
〉仏

B
E
E
E同一
oロ
)
失
業

保
険
局

(
C
R
g立
ミ
ヨ

g昨日ロ
E
E
R
m
ω
巾吋〈
-no)
で
あ
る
が
、
財
政

は、

O
A
S
D
H
I
と
同
様
、
財
務
省
内
国
歳
入
局
の
管
轄
下
に
あ
る
。

1 

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
は
失
業
補
償

(
5
0
5立
ミ
ヨ
巾
三

8
5匂
命
日
白
色
。
ロ
)
の
語
句
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
他
国
に

お
け
る
失
業
保
険

(
Z
5
5立
ミ

5
8
Zロ
E
E
R巾
)
に
相
当
す
る

も
の
と
考
え
て
よ
く
、
ア
メ
リ
カ
で
も
一
般
に
同
義
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
失
業

保
険
は
、
原
則
と
し
て
事
業
主
の
み
が
拠
出
を
行
い
、
か
つ
事
業

主
毎
の
基
金
の
設
立
を
認
め
た
と
い
う
特
殊
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
原
語
に
忠
実
に
、
失
業
補
償
の
語
句
を
用

い
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
内
実
は
失
業
保

険
を
念
頭
に
お
い
て
差
し
支
え
な
い
。

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

εω
。
巳
巳

ω
0
2ユ
守
司

g'

m
g
g間
宮
吾
巾

C
E
Z仏
ω
g
s
p
E∞
一
つ
め
。
s
n
N
M山町内
S4.守

N
W
N
え
な
な
芯
印
。
(
〉
匂
『
・
冨
∞
吋
)
-
U
U
N
品

|
ω

同
一
冨
苫
円
m
w
M
U
町
役
~

2 

3 

~山町内Nh3.守、匂同】∞

N
c
g
を
参
照
し
た
。

後
述
す
る
農
業
労
働
者
以
下
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
多
く
は
、
こ
の

修
正
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
適
用
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

既
に
一
九
五
四
年
に
は
、
基
金
の
準
備
金
が
少
な
い
州
に
対
し

連
邦
に
よ
る
補
助
を
行
う
立
法
が
制
定
さ
れ
、
ま
た
一
九
五
八
年
、

一
九
六
一
年
に
は
、
延
長
給
付
を
行
う
時
限
立
法
が
制
定
さ
れ
て

し
た
。
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4 5 

冨
可
mw
吋印唱
ω
r
w
円礼町内め町内定
3.守、
U
H
)
∞
邑

1
2・
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す

る
と
、
失
業
と
い
う
社
会
危
険
に
対
す
る
公
的
給
付
体
系
は
、
社

会
保
障
法
上
の
失
業
補
償
制
度
の
み
で
は
捉
え
切
れ
ず
、
こ
れ
ら

の
緊
急
扶
助
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。

6 

税
率
は
、
一
九
三
八
年
以
降
三
%
台
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
五

年
以
降
、
将
来
の
支
払
能
力
を
確
保
し
、
連
邦
の
一
般
歳
入
か
ら

の
借
入
を
返
済
す
る
た
め
に
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、

課
税
限
度
額
で
あ
る
七
、

0
0
0ド
ル
は
、
一
九
三
五
年
法
で
は

三、

0
0
0ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七

0
年
代
以
降
引
き
上
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
一
九
七
二
年
四
、
二

0
0ド
ル
、
一
九

七
八
年
六
、

0
0
0ド
ル
、
一
九
八
三
年
七
、

0
0
0ド
ル
)

こ
う
し
た
事
業
主
全
額
拠
出
は
ア
メ
リ
カ
の
制
度
的
特
徴
と

7 



(8) な
っ
て
い
る
が
、
逆
に
こ
の
こ
と
が
、
失
業
補
償
制
度
に
関
す
る

労
働
側
の
影
響
力
を
弱
め
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

冨
可
巾

3
・
M
W
R
S
N
h
r
S
3
.
?
B
N申・

こ
の
点
、
我
が
国
の
雇
用
保
険
法
上
の
失
業
保
険
給
付
は
、
労

働
者
の
拠
出
を
必
要
と
し
、
経
験
料
率
制
度
も
採
用
し
て
い
な
い
。

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
一
一
一
条
四
な
い
し

六
項
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

第
四
項
労
働
者
補
償
(
労
災
保
険
)

労
働
者
の
業
務
に
起
因
す
る
負
傷
、
疾
病
、
死
亡
に
よ
る
所
得
の
喪
失

を
損
補
し
、
さ
ら
に
医
療
給
付
を
行
う
社
会
保
険
部
門
が
労
働
者
補
償
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
つ
ま
り
我
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
制

度
で
あ
る
。
こ
の
部
門
は
、
第
一
章
で
み
る
通
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

各
社
会
保
険
部
門
の
中
で
最
も
早
く
発
達
を
遂
げ
た
部
門
で
あ
り
、
一
九

三
五
年
社
会
保
障
法
の
制
定
時
に
お
い
て
も
、
制
度
未
制
定
の
州
は
わ
ず

か
四
州
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
一
九
三
五
年
法
の
規
制
対
象
と
は

な
ら
ず
、
立
法
に
あ
た
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
経
済
保
障
委
員
会

(
C

E
S
)
報
告
書
に
お
い
て
も
、
全
国
統
一
性
を
促
進
す
る
た
め
の
労
働
省

の
職
務
の
拡
大
の
必
要
性
、
米
制
定
州
と
鉄
道
労
働
者
、
船
員
に
つ
い
て

の
立
法
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
前
項
ま
で
の
三
部
門
の
社
会
保
険
と
は
異
な
り
、
専
ら
州
の
み
が
関

与
す
る
制
度
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
に
略
述
す
る
と
こ
ろ
は
、
各
州
制
度

を
最
大
公
約
数
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

〈
適
用
範
囲
〉

現
在
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
全
て
の
州
に
存
在
す
る
が
、
適
用
範
囲
に

つ
い
て
は
、
臨
時
労
働
者
、
家
事
使
用
人
、
農
業
労
働
者
、
そ
れ
に
非
営

利
の
慈
善
、
宗
教
団
体
職
員
な
ど
を
除
外
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
①

連
邦
公
務
員
(
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
公
務
員
を
含
む
|
|
連
邦
公
務
員
補

償
法
相
，

a句
包
岡
山
ヨ
立
ミ
2
h
c
B匂
巾
ロ
白
白
色
。
ロ
〉
え
)
、
②
州
際
海
運
事
業

に
従
事
し
て
い
る
民
間
被
用
者
及
び
公
務
員
(
港
湾
労
働
者
補
償
法
宮
高
，

∞7
2巾
B
巾
ロ
ぱ
出
血
号
。
門
司

2
Zえ
の
O
B匂
巾
ロ
凹
白
巳
。
ロ
〉
♀
)
、
③
鉄
道
退

職
者
(
連
邦
使
用
者
責
任
法
開
ヨ
立
ミ

am口同
σ一
一
一
々
〉
三
)
な
ど
は
別
個

に
制
度
を
有
す
る
た
め
、
川
川
法
か
ら
は
適
用
を
除
外
さ
れ
る
。
従
来
、
多

く
の
州
プ
ラ
ン
は
小
企
業
の
被
用
者
を
強
制
的
に
は
カ
バ
ー
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
制
限
を
有
す
る
プ
ラ
ン
は
一
四
に
減
少
し
た
。

一
九
八
七
年
現
在
、
各
労
働
者
補
償
法
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
の
数
は

約
八
、
八
四

O
万
人
で
、
園
内
賃
金
労
働
者
の
八
七
%
を
カ
バ
ー
し
て
い

ヲ匂。
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〈
給
付
内
容
〉

給
付
は
、
全
て
の

J
雇
用
か
ら
、
も
し
く
は
雇
用
の
過
程
に
お
い
て
生
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ず
る
」
負
傷
な
い
し
疾
病
に
つ
い
て
行
わ
れ
(
通
勤
災
害
は
含
ま
れ
な

い
て
多
く
の
場
合
、
被
用
者
の
飲
酒
、
故
意
の
違
法
行
為
、
重
大
な
過
失

に
起
因
す
る
も
の
は
除
か
れ
る
。
そ
し
て
障
害
を
受
け
た
被
用
者
本
人
及

び
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
そ
の
遺
族
に
対
す
る
定
期
的
金
銭
給
付

と
、
医
療
給
付
が
そ
の
給
付
内
容
で
あ
る
。
前
者
に
は
一
週
間
の
待
期
期

聞
が
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
待
期
期
間
は
な
い
。

一
時
的
、
永
久
的
な
完
全
障
害

(
g
g
]
e
S
E
x
-
に
対
す
る
給
付

率
は
、
多
く
の
州
で
負
傷
・
死
亡
時
に
お
け
る
被
用
者
の
賃
金
の
三
分
の

こ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

O
A
S
D
I
お
よ
び
失
業
補
償
が
平
均
賃
金
を

基
礎
と
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
給
付
額
に
は
大
き
な
格
差
が
あ
り
、

一
九
八
八
年
現
在
、
一
時
的
障
害
に
対
す
る
週
あ
た
り
最
高
給
付
額
は
、

最
低
一
七
五
ド
ル
(
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
)
か
ら
一
、

O
九
四
ド
ル
(
ア
ラ
ス

カ
州
)
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
約
三
四

0
ド
ル
で
あ
る
。

部
分
的
障
害
(
宮
江
戸
田
-
在
留
玄
宮
山
、
)
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
完
全

障
害
と
同
様
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
り
給
付
額
が
割
合
的
に
減
額
さ
れ
、

も
し
く
は
支
給
期
聞
が
制
限
さ
れ
る
。

有
子
の
労
働
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
遺
族
に
対
し
て
な
さ
れ
る
給

付
は
、
完
全
障
害
給
付
と
同
額
か
そ
れ
以
上
と
な
る
。
子
を
有
し
な
い
場

合
で
も
、
遺
族
給
付
は
完
全
障
害
給
付
に
等
し
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
遺

族
給
付
は
、
寡
婦
が
再
婚
す
る
ま
で
の
期
間
、
お
よ
び
子
が
一
定
年
齢
に

達
す
る
ま
で
の
期
間
支
払
わ
れ
る
。

す
べ
て
の
労
働
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
適
切
な
仕
事
に
復
帰
す
る
た

め
の
身
体
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
給
付
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ

れ
と
と
も
に
、
本
来
障
害
の
業
務
上
外
を
問
わ
ず
に
な
さ
れ
る
職
業
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
給
資
格
も
与
え
ら
れ
る
。

な
お
、
一
般
に
こ
れ
ら
の
保
険
給
付
に
よ
っ
て
不
法
行
為
法
上
の
損
害

賠
償
責
任
が
排
除
さ
れ
る
。

他
の
社
会
保
障
給
付
と
の
関
連
に
つ
き
、
一
九
六
五
年
社
会
保
障
法
修

正
法
に
よ
り
、

O
A
S
D
I
の
障
害
保
険
給
付
減
額
規
定
が
お
か
れ
た
。

〈
財
源
〉
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費
用
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
労
働
災
害
が
生
産
費
用
の
一
部
で
あ
る
と

の
考
え
方
か
ら
、
全
額
が
事
業
主
の
拠
出
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
。
事

業
主
の
拠
出
率
は
、
失
業
保
険
と
同
様
に
経
験
料
率
制
度
が
採
用
さ
れ
て

お
り
、
当
該
事
業
に
お
け
る
事
故
の
発
生
頻
度
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
平
均
す
る
と
、
拠
出
率
は
総
賃
金
額
の
約
二
・

O
%と
な
っ

て
い
る
。
〈
運
営
〉

運
営
に
つ
い
て
は
、
州
の
基
金
に
よ
る
運
営
と
、
保
険
会
社
に
よ
る
運

営
の
ど
ち
ら
が
よ
り
効
率
的
か
つ
適
切
か
と
い
う
点
に
つ
き
議
論
が
あ
る

が
、
実
際
に
は
、
プ
ラ
ン
の
大
部
分
は
商
業
保
険
会
社
に
よ
っ
て
運
営
さ



アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

れ
て
い
る
。
州
運
営
の
基
金
が
存
在
す
る
の
は
ニ
ニ
州
で
あ
る
が
、
そ
の

う
ち
商
業
保
険
会
社
に
よ
る
運
営
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
八
州
に
す

ぎ
ず
、
事
業
主
あ
る
い
は
被
用
者
に
選
択
権
を
付
与
す
る
州
が
増
加
す
る

傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
管
轄
は
、
次
に
述
べ
る
黒

肺
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
社
会
保
障
庁
の
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け

ば
、
労
働
省
労
働
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
局
に
あ
る
。

〈
そ
の
他
〉

一
九
七

O
年
に
、
鉱
山
労
働
者
を
対
象
と
す
る
連
邦
黒
肺
給
付
プ
ロ
グ

ラ
ム
(
明
色
巾

E
-
E
R
w
r
s
m
∞g
巾
宮
回
目

M
g
m
g
g
)
が
開
始
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
完
全
障
害
者
お
よ
び
死
亡
し
た
者
の
寡
婦
に
対
す
る
金

銭
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
疾
病
の

進
行
が
し
ば
し
ば
非
常
に
遅
く
、
州
制
度
に
よ
り
十
分
な
保
護
が
行
わ
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
連
邦
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
労
働
者
補
償
に
関
連
性
を
有
す
る
連
邦
法
と
し
て
は
、
職
業
安

全
衛
生
法
(
。

ng百
一
広
。
ロ
と

ω丘
町
昨
日
、
白
ロ
仏
国
巾
包
吾
〉
立
)
が
あ
る
。
ま

た
、
一
九
七
二
年
の
州
労
働
者
補
償
法
に
関
す
る
全
国
委
員
会

(
Z丘
一
。
ロ
色

。。

E
g
g
-。
ロ
。
ロ

ω
g
g
当
R
w
s
gが
わ
。
ョ
官
自
己
目
。
ロ
門
担
当
凹
)
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
報
告
書
は
、
各
州
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
保
護
が
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
不
均
衡
を
来
た
し
て
い
る
と
結
論
づ

け
て
い
る
。
し
か
し
、
労
働
者
補
償
の
運
営
に
連
邦
政
府
が
乗
り
出
す
こ

と
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
。

1 

本
項
に
つ
い
て
は
、

Eω
。円一色

ω
R
R
X可

p
o
m
E吉
田
山
口

pm

d
E芯
仏
∞

g
g∞・
5
∞吋
1
旬
。
円
&
~
め
町
内
定
3
.
守
同
W
N
h
~
h
町
民
芯
印
O

(
〉℃吋・

5
∞
吋
)
同
)
匂
出
|
由
一
宮
山
吊

3
・
め
r
v
丸
紅
~
~
山
町
内
ミ
4.
守
、
℃
℃
∞
∞
品

l
g
?を

中
心
に
、
そ
の
他
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
諸
外
国

に
お
け
る
労
働
者
災
害
補
償
制
度
』
(
一
九
六
五
年
)
を
参
照
し
た
。

-R
閉山巾唱。
3
0間
門
町
巾
わ
。
B
B
E巾巾
O
口
開
円
。
ロ
。
B
K
ω
巾門戸国ユ々

v

d
・
ω・
(UOロ
m
Z目
的
問
。
ロ
包
同

g『
Zm町田
σ巾同
O
B
S巾わ
0
5
5
5巾巾。ロ

明一口出口
nタ

C
・
ω・
ω巾口同門
m
y
叶
含
片
岡
【

V
O
口問・・】田仲田巾問的唱。ロ

ω・]戸
ω。唱

2 
同
)
]
{
ω
A
F
日
1
.

(3)

林
弘
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
通
勤
途
上
災
害
問
題
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
五
一
八
号
(
一
九
七
二
年
)
。

富
山
花

gw
旬
。
町
役
~
ω
r
N
S
3
.
守
、

U
H】
∞
∞
∞
!
申
・

4 

第
五
項
疾
病
時
所
得
保
障
保
険

業
務
に
起
因
し
な
い
疾
病
や
負
傷
(
あ
る
い
は
女
性
労
働
者
の
妊
娠
)

に
つ
き
、
短
期
の
金
銭
給
付
を
行
う
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
い
わ
ゆ

る
疾
病
時
所
得
保
障
保
険
合
同
島

ω
E
S巾
g
E
E
E
R巾
)
で
あ
る
。
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
労
働
者
の
疾
病
な
ど
に
起
因
す
る
賃
金
の
喪
失
を
填

北法40(3・253)725
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補
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
短
期
的
給
付
で
あ
る
点
で
長
期
的
金

銭
給
付
を
行
う
障
害
給
付

(
O
A
S
D
I
の
一
部
門
)
と
、
金
銭
給
付
で

あ
る
点
で
サ
ー
ビ
ス
給
付
を
行
う
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
、
ま
た
業
務
に
起
因
し

な
い
点
で
業
務
に
起
因
す
る
金
銭
・
サ
ー
ビ
ス
給
付
で
あ
る
労
働
者
補
償

と
、
各
々
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
一
時
的
障
害
保
険

(
T

D
I
一
吋
巾
ヨ
℃
。
門
出
弓
口
町
田

E
E可
吉
田
口

E
R
m
)
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か

し
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
業
務
外
の
短
期
的
疾
病
に
対
す
る
給
付

は
、
実
際
上
大
部
分
が
私
的
な
手
段
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち、

ω事
業
主
、
団
体
交
渉
、
も
し
く
は
個
々
の
労
働
者
に
よ
る
任
意
の

私
保
険
契
約
に
基
づ
く
給
付
、

ω事
業
主
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
疾
病
有

給
休
暇
制
度
に
基
づ
く
給
付
等
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

T
D
I
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
及
び
一
九
三
九
年
修
正
法
の
立

法
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
議
論
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
現
在
で
も

こ
の
分
野
に
お
い
て
は
、
失
業
補
償
な
ど
と
異
な
り
、
社
会
保
障
法
な
ど

の
連
邦
法
に
よ
る
規
制
が
な
い
た
め
、
そ
の
意
味
で
の
各
州
に
対
す
る
制

度
設
立
へ
の
動
機
づ
け
は
存
し
な
い
。

T
D
I
を
実
施
し
て
い
る
の
は
、

一
九
四
二
年
の
ロ

1
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
を
皮
切
り
に
現
在
五
州
(
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ハ
ワ
イ
、
ニ
ュ

1
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ

l

ド
ア
イ
ラ
ン
ド
)
と
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
す
ぎ
ず
、
鉄
道
労
働
者
が
鉄
道
失

業
保
険
制
度
の
下
で
適
用
を
受
け
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
除
く
プ
ラ
ン
は
、
適
用
範
囲
、
受
給
資
格
、
運
営

等
に
関
し
、
失
業
補
償
制
度
に
近
い
性
格
を
有
し
て
い
る
。
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
の
プ
ラ
ン
は
、
労
働
者
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
近
い
と
い
わ
れ
て

い
る
。
)
例
え
ば
、
待
期
期
間
は
一
般
に
一
週
間
で
あ
り
、
給
付
期
間
は
二

六
週
間
の
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
失
業
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
行

政
機
関
が
運
営
機
関
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
と

鉄
道
労
働
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
き
、
各
事
業
主
は
、
州
運
営
の

T
D
I

基
金
を
脱
退
し
、
原
則
と
し
て
同
一
の
給
付
水
準
を
保
障
す
る
商
業
保
険

会
社
の
グ
ル
ー
プ
保
険
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

財
源
に
関
し
て
は
、
拠
出
主
体
が
制
度
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
鉄

道
プ
ラ
ン
を
除
く
全
て
の
プ
ラ
ン
は
、
被
用
者
の
拠
出
を
必
要
と
す
る
が
、

そ
の
う
ち
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
ロ
!
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
以
外
で
は
事
業

主
も
拠
出
を
行
う
。
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1 

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て

=ω
。
巳
巳
∞
巾

2-
ユ々

m
Eヨ
閉
山
口
仲
町
巾
己
口
一
円
巾
円
四

ωgzm-
巴
∞
叶
¥
噂
句

KMRrN~ω
町

S3.守、

町
ミ
~
両
町
民
唱
曲
印
。
(
〉
円
)
吋

-
E∞吋
)
2
u詰
|
昌
一
一
宮
苫
3
・句。
s
n
~
め
町
内
定
目

ミ守、

U
E
S
l
N
N
を
参
照
し
た
。

こ
れ
ら
の
支
給
総
額
は
一
九
八
六
年
現
在
、
二

O
O億
ド
ル
に

及
ぶ
が
、
こ
の
う
ち
本
項
で
取
り
上
げ
る

T
D
ー
に
よ
る
も
の
は

H
V

『。.

2 



3 

二
O
億
ド
ル
に
す
ぎ
な
い
。

一
九
八
二
年
現
在
、
ハ
ワ
イ
州
で
は
全
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

で
は
九
五
%
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
で
は
七
九
%
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー

州
で
は
二
八
%
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
六
%
の
事
業
主
が
私

的
プ
ラ
ン
の
適
用
下
に
あ
り
、
各
州
に
お
け
る
公
私
の
バ
ラ
ン
ス

に
は
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
冨
可
巾
門
的

-
F円札
ぽ
~
~
山
町
内

R
3
.
A
F

志

E-

第

節

公
的
扶
助
制
度

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

補
足
的
保
障
所
得

(
S
S
I
)

現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

O
A
S
D
ー
な
ど
の
社
会
保
険
制
度
と

異
な
り
、
拠
出
に
基
づ
か
ず
具
体
的
な
ニ

l
ド
に
応
じ
た
個
別
的
給
付
を

行
う
公
的
扶
助
制
度
の
中
核
を
占
め
る
の
が
、

s
s
I
(
ω
ロ
匂
立
町

B
E
g
-

ω
R
g
q
Hロ
8
5巾
)
、
す
な
わ
ち
補
足
的
保
障
所
得
制
度
で
あ
一
匁
そ
れ

は
ま
た

O
A
S
D
I
と
並
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
的
所
得
保
障
制

度
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
。

〈
小
史
〉

第
一
章
で
み
る
よ
う
に
、
貧
困
者
に
対
す
る
公
的
な
救
済
は
、
ア
メ
リ

カ
で
は
当
初
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
系
譜
の
も
と
で
登
場
し
、
自
助
、
自
立

へ
の
強
い
志
向
と
、
個
人
責
任
的
貧
困
観
を
背
景
と
し
て
抑
制
的
に
実
施

第
一
項

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
産
業
社
会
が
そ
の
高
度
の
発
展
と
と
も

に
様
々
な
社
会
的
歪
み
を
露
呈
し
、
貧
困
を
社
会
自
体
の
責
任
と
す
る
貧

困
観
が
登
場
し
て
き
た
二

O
世
紀
に
な
る
と
、
貧
困
に
陥
っ
て
い
る
低
所

得
層
に
対
し
、
従
来
の
限
ら
れ
た
院
内
救
済
の
み
な
ら
ず
、
広
く
公
的
な

金
銭
給
付
を
行
う
制
度
が
発
展
し
て
く
る
に
至
っ
た
。
一
九
二
九
年
に

は
、
ほ
ぽ
半
数
の
州
が
一
定
の
金
銭
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
し
て
い
た
。

つ
い
で
大
恐
慌
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
分
野
に
本
格
的
に
連
邦
政
府
が
登

場
す
る
に
至
り
、
一
九
三
五
年
、
連
邦
か
ら
州
に
対
す
る
補
助
金
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
し
て
の
公
的
扶
助
制
度
が
、
社
会
保
障
法
上
規
定
さ
れ
た
。
そ
れ

ら
は
、
老
齢
者
に
対
す
る
老
齢
扶
助

(
O
A
A
一。
5
1
〉
伺
叩
〉
E
2
E
R巾

第
一
編
)
、
母
子
家
庭
な
ど
に
対
す
る
要
扶
養
児
童
扶
助

(
A
D
C
一
k
a

g
u
a
g母
互
の
Z
5
2ロ
第
四
編
)
、
視
覚
障
害
者
に
対
す
る
視
覚
障
害

者
扶
助

(
A
B
一〉

E
Z
F巾
巴

E
a
第
一

O
編
)
と
い
う
三
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
て
い
た
。
一
九
五

O
年
に
は
、
永
久
的
・
完
全
障
害
者

に
適
用
範
囲
が
舷
大
さ
れ
た
(
障
害
者
扶
助
〉

E
Z
P巾司
2
5
g
g手、

白
邑
叶
え
色
々
巴

E
Z
E
第
一
四
編
)
。
一
九
七
二
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
老

齢
者
、
視
覚
障
害
者
、
障
害
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

S
S
I
(第
一
六
編
)
と

し
て
統
一
さ
れ
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
従
来
の
連
邦
補
助
金
プ
ロ

グ
ラ
ム
か
ら
連
邦
直
轄
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

一
九
七
四
年
に
発
効
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

O
A
A
、
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A
B
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

S
S
I
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
は
、
従
来
各
州

で
異
な
っ
て
い
た
基
準
を
全
国
一
律
に
し
(
た
だ
し
、
後
述
の
通
り
各
州

に
は
独
自
の
補
足
給
付
が
あ
る
)
、
ま
た
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
毎
に
異
な
っ
て

い
た
基
準
を
統
一
す
る
と
い
う
効
果
を
有
し
た
。

s
s
Iプ
ロ
グ
ラ
ム
は

現
在
、
グ
ア
ム
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
を
除
く
全
州
お
よ

び
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
、
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

〈
受
給
資
格
お
よ
び
給
付
内
容
〉

s
s
Iプ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
所
得
が
一
定
額
未
満
で
あ
る
老
齢
者
、
視
覚

障
害
者
お
よ
び
障
害
者
に
対
し
て
金
銭
給
付
を
行
っ
て
い
る
が
、
支
給
対

象
と
な
る
老
齢
者
は
六
五
歳
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
障
害
者
の

基
準
は
、
「
死
亡
に
至
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
う
る
、
ま
た
は
継
続
的
に
二
一

カ
月
以
上
持
続
し
、
も
し
く
は
持
続
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
う
る
、
医
学

的
に
確
定
可
能
な
肉
体
的
・
精
神
的
疾
患
に
よ
り
、
い
か
な
る
実
質
的
有

給
活
動

(
E
Z
S
E
E
-
m包
広
三
国

2
z
g、
)
に
も
従
事
し
得
な
い
状
態
」

で
あ
る
。
ま
た
、
視
覚
障
害
者
の
基
準
は
、
「
矯
正
レ
ン
ズ
を
使
用
し
て
、

良
い
方
の
目
が
包

¥
N
S
以
下
の
中
心
視
力

(ng可
包
三
回

E
-
R
E
Q
)

で
あ
る
か
、
も
し
く
は
二

O
度
以
下
の
ト
ン
ネ
ル
性
視
野
(
吉
ロ
ロ
巴

三
位
。
ロ
)
で
あ
る
者
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
九
年
現
在
、

s
s
Iの
最
高
月
額
給
付
は
、
単
身
世
帯
に
つ
き

三
六
八
ド
ル
、
夫
婦
世
帯
に
つ
き
五
五
三
ド
ル
で
あ
り
、
二
州
を
徐
き
さ

ら
に
州
に
よ
る
補
足
的
な
給
付
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
給
付
は
、
法
的

な
観
点
か
ら
は
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、

O
A
A
な

ど
か
ら

s
sー
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
、

s
s
I給
付
よ
り
高
額
の
扶
助

を
行
っ
て
い
た
州
に
対
し
、
従
前
の
給
付
水
準
を
下
げ
る
こ
と
を
法
律
上

禁
じ
た
た
め
、

s
s
Iと
の
差
額
分
を
依
然
と
し
て
州
が
扶
助
す
る
義
務

を
負
う
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
州
が
任
意
に
付
加
的
扶
助
を
行
う

場
合
で
あ
る
。
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こ
の
連
邦
に
よ
る
給
付
は
、

O
A
S
D
I
の
生
計
費
調
整

(
C
O
L
A
)

に
準
じ
自
動
的
に
調
整
さ
れ
る
。
一
九
八
八
年
現
在
、
約
四
一

O
万
人
が

月
額
平
均
二
二
七
ド
ル
を
受
給
し
て
い
る
。

s
s
Iは
、
そ
の
名
も
示
す
通
り
あ
く
ま
で
補
足
的
な
所
得
保
障
手
段

で
あ
る
か
ら
、
他
に
受
給
者
に
所
得
が
あ
り
、
あ
る
い
は
援
助
を
受
り
て

い
る
よ
う
な
場
合
に
は
当
然
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
月
額

二
0
ド
ル
に
つ
い
て
は
所
得
と
み
な
さ
れ
な
い
。
ま
た
稼
働
収
入
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
六
五
ド
ル
が
控
除
さ
れ
、
そ
れ
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
も
、

二
ド
ル
の
収
入
に
つ
き
一
ド
ル
の

S
S
I給
付
の
み
が
減
額
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、

s
s
I受
給
者
に
労
働
に
対
す
る
誘
因
を
与
え
る
た
め
の
措
置
で

あ
る
。
そ
の
他
、
多
く
の
所
得
控
除
規
定
が
あ
る
。

ま
た
、
受
給
者
の
保
有
す
る
資
産
も
制
限
さ
れ
て
お
り
、
一
九
八
九
年

現
在
、
原
則
と
し
て
単
身
世
帯
二
、

0
0
0ド
ル
、
夫
婦
世
帯
三
、
。
。



0
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
一
定
の
控
除
(
持
ち
家
、
車
な
ど
)

が
あ
る
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(一)

〈
財
源
〉

s
s
I給
付
と
そ
の
運
営
費
用
の
財
源
は
、
連
邦
政
府
の
一
般
歳
入
か

ら
支
出
さ
れ
、
一
九
八
八
年
財
政
年
度
に
お
け
る
総
費
用
は
一
三
八
億
ド

ル
(
う
ち
給
付
費
用
は
一

O
七
億
ド
ル
)
で
あ
っ
た
。

〈
運
営
〉

運
営
主
体
は
、

O
A
S
D
I
と
同
様
、
保
健
福
祉
省
社
会
保
障
庁
で
あ

る
。
原
則
と
し
て
そ
の
地
方
支
局
が
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

申
請
者
に
は
不
服
申
立
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

〈
そ
の
他
〉

s
s
Iプ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
改
革
に
向
げ
て
の
数
々
の
動
き
が

あ
っ
た
。
一
九
七
四
年
、

c
-
w
・
ワ
イ
ン
パ

i
ガ

l

R白
告
白
司
君
・

4

司
包
ロ
宮
門
官
吋
)
保
健
教
育
福
祉
省
長
官
が
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
に
対
し
負

の
所
得
税
の
提
案
を
行
っ
た
が
、
石
油
危
機
に
よ
る
経
済
的
苦
境
の
下
、

多
大
な
費
用
を
要
す
る
も
の
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
。
一
九
七
七
年
、
ヵ

l

タ
!
大
統
領
は
、
「
よ
り
良
い
職
と
収
入
を
得
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
吋
『
巾
司
『
。
m『白
S
F『∞

ag円』
O
ず
回
出
口
門
己
ロ

8
5巾)
L

を
提
出
し
た
。
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

A
F
D
C
、

s
s
I、
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
を
廃
止
し
、

金
銭
給
付
、
税
控
除
、
雇
用
を
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
低
所
得
層
を
援
助

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
立
法
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
一
九
七
九
年
社
会
保
障
諮
問
委
員
会
、
お
よ
び
一
九
八
一
年
全
国
社
(6) 

会
保
障
委
員
会
も
、

s
s
Iプ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
勧
告
を
行
っ
た
。

1 

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

E
ω
o巳
包

ω
巾
2
ュ々

関
叶
白

g
m
S
F巾

C
E
Z仏

ω
g
z
p
巴
∞
叶
・

3
M
W
R
&
~
~叫
町
内
定
悼
式
台
、

句
史
~hhhN.S
印
(
)
(
〉
℃
司
・
邑
∞
吋
)
唱
同
)
同
)
印

ω

|
∞
一
富
山
、

mwg-
旬。
a
q
~
め
町
内
定

3.hF
同)円】叶
H
H
I
N
-
w
〉

n
y巾ロ
σ山
口

5
・
匂

c
a
b
~
~凶
町
内
定

3.守
二
で
断
念
芯
的

b
s
h
同
同

S
主
0
5
を
中
心
に
、
そ
の
他
年
金
制
度
研
究
委
員
会
『
高

齢
化
社
会
と
年
金
改
革
』
(
財
形
福
祉
協
会
、
一
九
八
四
年
)
を
適

宜
参
照
し
た
。

句
史

γ

2 

一
九
世
紀
に
は
、
労
働
能
力
の
な
い
者
に
対
す
る
公
的
院
内
救

済
と
労
働
能
力
の
あ
る
者
に
対
す
る
民
間
慈
善
事
業
と
い
う
対
応

関
係
が
み
ら
れ
た
。
第
一
章
第
一
節
参
照
。

一
九
三
二
年
、
緊
急
救
済
建
設
法

(
E
R
C
A
)
に
よ
り
、
救

済
目
的
の
た
め
、
三
億
ド
ル
に
及
ぶ
予
算
が
連
邦
か
ら
州
に
貸
し

付
け
ら
れ
た
。
こ
の
貸
付
金
は
返
済
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
結
果

的
に
は
連
邦
か
ら
州
へ
の
補
助
金
と
同
じ
結
果
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
一
九
三
三
年
に
は
連
邦
緊
急
救
済
法

(
F
E
R
A
)
に
よ
り
五

億
ド
ル
に
及
ぶ
州
へ
の
補
助
金
が
規
定
さ
れ
た
。
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4 

A
D
C
(後
の

A
F
D
C

照。

の
発
展
に
つ
い
て
は
第
二
項
を
参

(5)

一
九
八
六
年
ア
メ
リ
カ
障
害
者
雇
用
機
会
法
は
、
労
働
へ
と
向

か
わ
せ
る
新
た
な
誘
因
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
障
害
者
お

よ
び
障
害
者
た
る

S
S
I
受
給
者
が
労
働
を
行
い
、
受
給
資
格
水

準
を
超
え
る
稼
得
収
入
を
得
た
場
合
に
も
、
元
の
障
害
が
残
っ
て

い
る
限
り
で
、
さ
ら
に
特
別
給
付
(
田
宮
門
戸
田

}σg広
三
を
行
い
、

ま
た
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
(
医
療
扶
助
)
の
受
給
資
格
を
継
続
す
る
と

6 

い
う
も
の
で
あ
る
。

前
者
は
、
①

s
sー
そ
の
他
の
連
邦
に
よ
る
給
付
に
よ
り
、
受

給
者
の
収
入
を
貧
困
線
(
℃
O
〈巾円片山
L
E巾
)
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
、

②
S
S
I
受
給
者
た
る
フ

1
ド
ス
タ
ン
プ
の
受
給
資
格
者
に
金
銭

で
給
付
を
行
う
こ
と
、
③
資
産
制
限
、
所
得
控
除
限
度
額
の
見
直

し
な
ど
を
勧
告
し
た
。
ま
た
後
者
は
、
①
二
五
%
の

S
S
I給
付

の
引
き
上
げ
を
行
う
一
方
、

s
s
I受
給
者
に
フ

1
ド
ス
タ
ン
プ

の
受
給
資
格
を
与
え
な
い
こ
と
、
②
資
産
調
査
の
廃
止
、
③
資
産

制
限
、
所
得
控
除
限
度
額
の
見
直
し
な
ど
を
勧
告
し
た
。
富
山
花
吋
少

ωru円
&~ω
町
内
ミ
jN.九

w
u
u
a
H
I
N
-

第
二
項
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助

(
A
F
D
C
)

貧
困
な
老
齢
者
、
視
覚
障
害
者
お
よ
び
障
害
者
に
対
し
て
は
、

s
sー

が
金
銭
給
付
を
も
っ
て
公
的
扶
助
を
行
う
の
に
対
し
、
貧
困
児
童
に
対
し

て
は
、
い
わ
ゆ
る

A
F
D
C
(〉
広
言
明
白
B
E
g
宅
E
M
U巾
匂
巾
ロ
広
巾
三

円

U
E包
括
ロ
)
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
当
該
児
童
の
い
る
家
庭
に
対
す
る
扶

助
が
行
わ
れ
て
い
る
。

A
F
D
C
は
、
要
扶
養
児
童
の
い
る
一
定
所
得
水

準
以
下
の
貧
困
家
庭
に
対
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
金
銭
給
付
を
行
う

州
に
対
し
、
連
邦
補
助
金
を
支
給
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
各
州
は
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
か
否
か
の
選
択
権
を
有
し
て
い
る
が
、
現
在

で
は
全
て
の
州
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
。

A
F
D
C
の
前
身
は
、
ニ

O
世
紀
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
母
親
年
金
で
あ
る

が
、
現
在
の
制
度
の
基
盤
は
連
邦
補
助
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
制
定
さ
れ

た
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
第
四
編
(
要
扶
養
児
童
扶
助

A
D
C
一

〉
E
Z
U巾匂巾ロ門
U
E
n
E
5
5ロ
)
に
あ
る
。

A

適
用
範
囲
〉

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
当
初
、
父
親
が
死
亡
し
た
母
子
家
庭
に
お
け
る
児

童
の
保
護
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
離
婚
、
失
綜

な
ど
、
そ
れ
以
外
の
理
由
の
場
合
に
も
適
用
が
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
父
親

と
い
う
性
別
に
よ
る
制
限
が
な
く
な
り
、
ま
た
両
親
が
健
在
で
も
無
能
力

者
た
ど
の
場
合
に
は
給
付
を
行
な
う
に
至
っ
た
。
一
九
六
七
年
修
正
法
は

北法40(3・258)730



新
た
に
、
児
童
の
い
る
貧
困
家
庭
に
対
す
る
緊
急
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開

始
し
た
。
現
在
で
は
、
ほ
ぽ
半
数
の
州
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て

い
る
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

〈
受
給
資
格
お
よ
び
給
付
内
容
〉

A
F
D
C
は、

s
s
Iと
同
様
、
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
か
ら
、

拠
出
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
各
州
で
は
申
請
者
に
対
す
る

ニ
!
ド
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
他
の
所
得
や
資
産
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

s
s
Iの
場
合
と
同
様
、
一
定
の
控
除
規
定
が
あ

る
。
ま
た
、
受
給
家
庭
に
お
け
る
就
労
を
促
進
す
る
た
め
、
一
定
の
所
得

は
給
付
減
額
事
由
と
な
ら
な
い
の
に
加
え
、

A
F
D
C
受
給
者
は
労
働
促

進
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
W
I
N
一
割
。
昇

E
2
2
2
1
4
0
m
g
B

一
3
)に
登
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
八
八
年
現
在
、
約
三
七
O
万
世
帯
、
て
O
九
O
万
人
が
一
四
億

ド
ル
に
及
ぶ
給
付
を
受
げ
て
い
る
。
全
国
平
均
給
付
額
は
、
一
世
帯
あ
た

り
三
六
六
ド
ル
で
、
最
高
が
ア
ラ
ス
カ
の
六
六
二
ド
ル
、
最
低
が
ア
ラ
パ

マ
州
の
一
一
四
ド
ル
と
大
き
な
聞
き
が
あ
る
。

〈
財
源
〉

財
源
に
つ
き
一
九
三
五
年
法
で
は
、
連
邦
政
府
は
費
用
の
三
分
の
一
を

負
担
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
現
在
、
給
付
費
用
に
つ
い
て
の
連
邦
政
府

の
負
担
は
、
受
給
者
一
人
あ
た
り
、
平
均
月
額
給
付
の
最
初
の
一
八
ド
ル

に
つ
き
六
分
の
五
と
、
一
八
ド
ル
を
超
え
一
ニ
一
一
ド
ル
ま
で
の
う
ち
、
各
州

の
一
人
当
り
年
間
所
得
の
多
寡
に
応
じ
て
、
五
O
%
か
ら
六
五
%
の
聞
に

設
定
さ
れ
る
一
定
の
割
合
と
を
併
せ
た
額
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
連
邦

の
承
認
を
受
け
た
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
プ
ラ
ン
を
有
す
る
州
は
、

A
F
D
C
と

メ
デ
イ
ケ
イ
ド
の
双
方
の
補
助
金
交
付
に
つ
き
、
統
一
的
に
メ
デ
イ
ケ
イ

ド
の
算
定
式
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現
在
、
数
州
を
除
き
こ

の
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

〈
運
営
〉

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
連
邦
監
督
官
庁
は
、
保
健
福
祉
省
家
庭
援
護
庁

(
明
白
ヨ
ロ
可

ωロ
匂
句
。
え
〉
仏
B
Z
U可
巳
宮
口
)
で
あ
る
。

〈
そ
の
他
〉

A
F
D
C
の
改
革
案
と
し
て
は
、
一
九
六
九
年
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
に

よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
家
族
扶
助
計
画

(
F
A
P
一
司
由
自
己
可
〉
回
目

2
g
R巾

2
2
)
が
特
筆
さ
れ
る
。

1 

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

Eω
。
三
巴

ω
R
R
X可

m
g
g∞
Z

F巾

C
E仲間内同

ω仲
間
定
的
・
呂
∞
斗
¥
・
句
。
円
凡
ミ

M
W町
内
定

3.台、

N
W
N
え
た
町
民
唱
曲
目
。
(
〉
同
)
円
呂
∞
叶
)
℃
匂
印

m
l∞
・

冨

苫

3
切
む
円
匹
。
~
句
町
内
定
・

3.?
円
】
℃
叶

N
C
!
日
を
参
照
し
た
。

一
九
六
二
年
修
正
法
に
よ
り
、
「
施
策
の
基
本
単
位
と
し
て
家
庭

北法40(3・259)731
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3 

を
重
要
視
す
る
こ
と
と
、
社
会
復
帰
を
重
要
視
す
る
こ
と
を
反
映

さ
せ
る
た
め
に
」
、

A
F
D
C
と
改
称
さ
れ
た
。

C

・I
-
シ
ョ
ッ

ト
ラ
ン
ド
「
所
得
保
障
の
た
め
の
諸
制
度
」

P

・
E
-
ワ
イ
ン

パ
l
ガ

l
編
『
社
会
福
祉
論
の
展
望
(
上
)
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、

一
九
七
三
年
)
二
五
六
頁
。

一
九
九

O
年
か
ら
は
、
職
業
機
会
お
よ
び
基
礎
技
能

(
J
O
B

S
ぷ
S
C
B。
E
ロ
E
g
g
b
回

g
w
ω
w己
目
印
)
訓
練
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
引
き
継
が
れ
、
就
労
促
進
の
意
味
合
い
が
強
化
さ
れ
る
。

第
四
章
で
述
べ
る
通
り
、
一
九
三
九
年
修
正
に
際
し
て
、
既
に

各
州
毎
の
補
助
率
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
の
時
に
は
実
現
を
み
な
か
っ
た
。

4 (5) 
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

A
F
D
C
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に

子
供
が
お
り
一
定
資
産
額
以
下
の
家
庭
に
対
し
、
家
族
二
人
ま
で

は
各
五

0
0ド
ル
、
三
人
目
以
降
は
三

0
0ド
ル
ず
つ
を
給
付
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
(
従
っ
て
四
人
家
族
の
場
合
、
て
六

0
0ド
ル
と
な
る
。
)
こ
の
給
付
は
、
他
の
所
得
が
あ
る
場
合
に

は
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
多
く
の
所
得
控
除
規
定

が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
一
九
七

O
年
お
よ
び
一
九
七
一
年
に
こ
の

法
案
は
下
院
を
通
過
し
た
が
、
結
局
上
院
で
不
成
立
に
終
わ
っ
た
。

第
三
項
医
療
扶
助
(
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
)

医
療
扶
助
制
度
に
つ
い
て
も
、
健
康
保
険
と
同
様
に
一
九
三
五
年
社
会

保
障
法
の
規
制
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
健
康
保
険

制
定
に
向
か
う
動
き
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
カ

i

H
ミ
ル
ズ
法
案
が
提
出
さ

れ
、
一
九
六

O
年
に
老
人
医
療
扶
助

(
M
A
A
一
冨
旦
片
山
】
〉

g
E即
日
。

向
。
吋
吾
巾
〉

ma)
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
制
度
は
、

O
A

A
受
給
者
の
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の
、
必
要
な
医
療
行
為
に
つ
き
費
用
の
支

払
を
な
し
得
な
い
者
に
対
し
て
も
補
助
を
行
う
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
一

九
六
二
年
に
は
視
覚
障
害
者
お
よ
び
永
久
的
完
全
障
害
者
に
も
拡
大
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
広
範
に
は
普
及
せ
ず
、
一
九

六
三
年
に
お
い
て
わ
ず
か
五
州
で
費
用
の
九

O
%を
支
払
っ
て
い
る
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
六
五
年
に
老
人
医
療
保
険
、
い
わ
ゆ
る

メ
デ
ィ
ケ
ア
と
同
時
に
、
こ
の

M
A
A
な
ど
を
基
盤
と
し
て
新
た
な
医
療

扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
す
な
わ
ち
メ
デ
イ
ケ
イ
ド
(
冨
包
片
包
己
)
が
社
会
保

障
法
第
一
九
編
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
連
邦
か
ら
州
へ
の

補
助
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
具
体
的
な
制
度
内
容
は
各
州
毎
に
異
な
っ

て
い
る
。

北法40(3・260)732

〈
適
用
範
囲
〉

メ
デ
イ
ケ
イ
ド
の
適
用
範
囲
は
、

A
F
D
C
お
よ
び
一
定
の

S
S
I
受

給
者
等
の
他
、
各
州
の
選
択
に
よ
り
医
療
を
受
け
る
上
で
貧
困
で
あ
る
と



アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

認
め
ら
れ
る
一
定
の
者

(Baw包
守
口
巾
包
可
)
等
に
及
ぶ
。

現
在
、
約
二
、
三
二
O
万
人
が
給
付
を
受
け
て
い
る
。

〈
給
付
内
容
〉

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
下
で
、
給
付
は
メ
デ
イ
ケ
ア
の
補
足
的
医
療
保
険

(
S
M
I
)
保
険
料
や
入
院
保
険

(
H
I
)
定
額
負
担
金
等
に
充
て
ら
れ
る

場
合
が
あ
る
ほ
か
、
一
定
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
も
、
現
物
給
付
の
形
で
行
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
に
よ
る
診
療
サ
ー
ビ
ス
、
入
院
・
外
来
病
院
サ
ー

ビ
ス
、
付
属
施
設
・

X
線
サ
ー
ビ
ス
、
専
門
ナ
l
シ
ン
グ
ホ

1
ム
入
所
資

格
者
に
対
す
る
在
宅
保
健
サ
ー
ビ
ス
等
を
含
む
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
メ
デ
イ
ケ
ア
が
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
長
期
ナ

l
シ
ン
グ

ホ
l
ム
ケ
ア
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
各
州
で
は
、
中
間
ケ
ア
施
設

(
-
2
R
g
a
E
R
g
s
p
n
E巴
巾
印
)
に
お
け
る
介
護
な
ど
を
任
意
に
導
入

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
州
と
連
邦
医
療
財
政
庁
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る

連
邦
補
助
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
が
、
連
邦
の
補
助
率
は
一
人
あ
た
り
年

間
所
得
が
低
い
州
ほ
ど
高
く
、
州
が
実
際
に
支
出
し
た
費
用
の
五
O
%
か

ら
八
三
%
の
聞
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
現
在
、
五
O
%
の
州
は
一
四
州
あ

る
が
、
最
高
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
の
七
七
・
六
三
%
で
あ
る
。
ま
た
、
運
営

費
用
の
一
部
(
多
く
の
場
合
五
O
%
)
も
連
邦
が
負
担
す
る
。

一
九
八
七
財
政
年
度
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
要
し
た

一
九
八
七
年

総
費
用
は
、
約
四
七
六
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。

1 

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
と

ω。
巳
色

ω
2
z
ュ々

m
g自由
E

S
巾

C
E
Z門日

ω
E
R∞・

5∞
吋

¥

噂

日

山

KMG.ミ
匂
町
内
定

3.h可

N
W
ミ
E
N
.
a
g
(〉
H
U

吋・冨∞吋)唱同)同】印∞

l
g
一
冨
吉
『
p
~
w
c
a
n
~

印
刷
町

2
3九
F
U
U吋
N

印
|
∞
を
参
照
し
た
。

第
二
節
第
二
項
参
照
。

可
司
0
・

2 

フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ

フ
l
ド
ス
タ
ン
プ
と
は
、
一
定
の
所
得
・
資
産
要
件
を
満
た
す
低
所
得

層
に
対
し
、
食
料
小
売
商
で
食
料
を
購
入
す
る
た
め
の
ク
ー
ポ
ン
を
発
行

す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
一
般
に
は
、
連
邦
に
よ
る
公
的
扶
助
制
度
の
一
種

と
し
て
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
前
身
は
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
食
料
計
画
の
一
環
と

し
て
連
邦
余
剰
農
産
物
公
社

(
F
S
C
C
一
明
包
負
担

]ω
足
立
5

n。ヨ
E

5
0門出
z
g
n
o弓
O
B己
。
ロ
)
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
計

画
に
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
国
的
な
も
の
と
は
な
ら
ず
、

時
限
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
戦
後
に
な
る
と
、
低
所
得
層
に
対

し
て
余
剰
食
料
分
配
を
行
う
小
規
模
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
経
験
し
た
後
、
一

九
六
一
年
に
開
始
さ
れ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
計
画
を
経
て
、
一
九
六
四
年
、
フ

i

第
四
項

北法40(3・261)733 
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ド
ス
タ
ン
プ
法
(
明
。
。
仏

ω
g
g
H】
〉
三
)
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
一
九
七

0
年
代
に
か
け
て
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
た
が
、
他
方

一
九
七
七
年
以
降
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
正
・
簡
素
化
を
行
う
た
め
の
改
正

が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
他
の
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
異

な
り
、
個
々
人
に
対
す
る
厳
格
な
ニ

1
ド
調
整
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い

わ
れ
て
い
る
。

〈
受
給
資
格
〉

受
給
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
資
産
要
件
と
し
て
は
、
家
族
が
保
有
す

る
資
産
が
(
一
定
の
控
除
規
定
は
あ
る
が
)
二
、

0
0
0ド
ル
を
超
え
な

い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
六

O
歳
以
上
の
老
人
が
い
る
場
合
な
い
し
二

人
以
上
の
被
扶
養
者
が
い
る
場
合
、
そ
の
基
準
は
三
、

0
0
0ド
ル
と
な

る
。
ま
た
一
定
の
所
得
要
件
も
、
月
額
所
得
を
基
礎
と
し
て
家
族
員
数
に

応
じ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
、
組
所
得

(
m
S
E
E
g
g
s

が
貧
困
所
得
基
準
(
宮
語
ユ
ヱ
ロ

2
5
2吉
広
巴

E
印
)
の
一
三

O
%未
満

で
、
さ
ら
に
一
定
額
を
控
除
し
た
純
所
得
(
ロ

a
z
g
g
g
が
、
そ
の
一

0
0
%未
満
の
も
の
が
対
象
と
な
る
。
一
般
に
、
他
の
公
的
扶
助
受
給
者

の
ほ
か
平
均
的
な
O
A
S
D
I
受
給
者
の
多
く
も
、
こ
の
所
得
要
件
を
満

た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
受
給
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
一
八
な
い
し

六
四
歳
の
全
て
の
健
康
な
家
族
構
成
員
が
州
の
雇
用
当
局
に
求
職
の
登
録

を
行
い
、
適
切
な
職
業
紹
介
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
給
付
内
容
〉

ク
ー
ポ
ン
の
支
給
額
は
、
家
族
の
員
数
と
そ
の
月
額
総
所
得
に
よ
っ
て

決
ま
る
。
こ
の
額
は
、
連
邦
農
務
省
の
栄
養
計
画
と
し
て
発
展
し
た
栄
養

食
料
プ
ラ
ン

(
Z
Eユ
円
安
)
ロ
司
。
。
門
四
百
出
口
)
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
毎

年
食
料
品
価
格
の
上
昇
に
応
じ
、
支
給
額
の
調
整
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
は
、
第
五
項
で
と
り
あ
げ
る
地
方
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
し
て
の
一
般
扶
助
(
の

g
qと
〉

gzsnS
や
連
邦
H
州
共
管

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
上
述
の

A
F
D
C
の
削
減
に
よ
り
、
連
邦
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
る
フ

1
ド
ス
タ
ン
プ
が
そ
の
役
割
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
な
る

傾
向
が
、
そ
し
て
他
方
、
こ
の
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
に
対
す
る
連
邦
支
出
の

削
減
の
必
要
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
八
年
現
在
、
受
給
者
数
は
約
一
、
八
七

O
万
人
で
総
費
用
は
一

一
二
億
ド
ル
、
一
人
当
り
平
均
発
行
月
額
は
、
約
五

0
ド
ル
と
な
っ
て
い

4
G

。

北法40(3・262)734

〈
財
源
〉

財
源
は
、
連
邦
政
府
の
一
般
歳
入
か
ら
支
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
運
営
費

用
は
連
邦
と
地
方
で
分
担
さ
れ
る
。

〈
運
営
〉



運
営
主
体
は
、
州
の
福
祉
官
庁
で
あ
る
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
ご
と
に
運
営

さ
れ
、
ま
た
連
邦
農
務
省
食
料
栄
養
局
の
監
督
下
に
あ
る
。
こ
の
点
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
も
と
も
と
農
業
政
策
の
一
環
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ

と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

〈
そ
の
他
〉

アメリカにお砂る社会保障制度の形成(ー)

フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
の
他
に
も
、
低
所
得
層
に
対
し
食
料
の
供
給
を
行
う

制
度
が
あ
る
。

補
足
的
食
料
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
W
I
C
一
ωロ
U
Z巾
5
8同司
g
a司
g
m
g
g

向
。
『
巧
。

BE--口
内
田
三
自
己
わ

E
包
括
ロ
)
は
、
妊
産
婦
、
五
歳
未
満
の
乳

幼
児
に
対
し
、
食
料
ク
ー
ポ
ン
、
栄
養
教
育
な
ど
を
行
う
連
邦
補
助
金
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
世
帯
の
粗
所
得
が
、
貧
困
所
得
基
準
の
一
八
五
%
未

満
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

そ
の
他
、
数
多
く
の
学
校
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
る
。

1 

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

tω
。円一色

ω
R
Zユ
ミ
司

2
・

明白
B
田
宮
吾
巾
白
色
丹
市
仏

ω
S
Z∞
-
早
∞
一
つ
め

ruab~
め
hS3.守

h
w
ミ
同
町
凡
な
時
印
。
(
〉
胃
・
邑
∞
叶
)
唱
同
】
匂
g
l
H
一
宮
司
巾
『
凹
・
旬
。
円
&
目
匂
町
内
定
・

3
.
守
、
円
}
円
見
詰
|
怠
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
食
料
計
画

と
い
う
観
点
か
ら
、
持
田
恵
三
「
ア
メ
リ
カ
国
内
食
料
計
画
の
展

開
」
農
業
総
合
研
究
三
三
巻
一
号
ご
九
七
九
年
)
、
同
「
ア
メ
リ

2 

カ
食
料
計
画
の
最
近
の
動
向
」
和
光
経
済
一
六
巻
二
号
(
一
九
八

四
年
)
が
詳
細
で
あ
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
所
得
保
障
を
中
心
と
す
る
社
会
保
障
概

念
と
の
関
係
で
も
、
公
的
扶
助
制
度
を
金
銭
給
付
に
限
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
よ
っ
て
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
を
は

じ
め
、
学
校
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
現
物
給
付
も
、
そ
の
性
格

に
よ
っ
て
は
範
晴
に
含
ま
れ
得
る
。

こ
の
た
め
、
受
給
者
に
よ
る
濫
用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

貧
困
所
得
基
準
は
、
多
く
の
連
邦
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
資
格
要

件
を
設
定
す
る
際
に
用
い
ら
れ
、
行
政
管
理
予
算
局

(
O
M
B
一

。B2
0内
宮
出

E
m巾
ヨ
巾
三
田
口
己
∞
ロ
仏
関
巾
同
)
に
よ
り
設
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
二
月
現
在
の
数
値
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
。
(
単
位
ド
ル
)

3 4 そ

才ι上l A 
五 四 一族家一

人 人 人 人 人 人 員数bこ
てコ
き

一一一
四 O /¥ 五、四

O 一O O 九 J¥ 
四 四 O ← /、 Ji、十ト|

O O O O O O 

一一一 ア
七 五 O 七、 、 、フ

五 ノム、一五 O 四 スカ
五 Ji、 J¥、 J¥ 十1'¥
O O O O O O 

一一
ムノ、 一九 一ノ」、、 、 、 、

九 五 J¥ イ
五 七 一七 七 州、|
O O O O O O 
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(5) 
ア
1
マ
ン
ド
・
モ
ラ
レ
ス
(
山
口
稔
訳
)
「
食
料
ス
タ
ン
プ

l
l
l

成
功
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
月
刊
福
祉
六
五
巻
二
号
ご
九
八
二
年
)

参
照
。前
掲
持
田
「
ア
メ
リ
カ
食
料
計
画
の
最
近
の
動
向
」
一
三
三
|
一

三
四
頁
。

具
体
的
に
は
、
学
校
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
p
v
g
F
E
n
z
p
o
'

mgg)、
学
校
朝
食
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
p
g♀
F
g
r
p
a
F
0・

噴
出
ヨ
)
、
夏
季
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム

(ω
ロ
5
5
2
m，
g
【己

vgmgB)、

託
児
所
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム

R
E
E
(
U
R巾
旬
。
邑

p
o
m
E
B
)
等

が
あ
る
。

6 (7) 

一
般
扶
助
お
よ
び
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
五
項

〈
一
般
扶
助
〉

主
と
し
て
失
業
補
償
、

s
s
I、
A
F
D
C等
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ

な
い
者
や
、
そ
れ
ら
の
給
付
に
よ
っ
て
も
な
お
ニ

l
ズ
を
満
た
さ
れ
な
い

者
を
対
象
と
し
て
、
州
も
し
く
は
地
方
政
府
が
独
自
に
財
源
を
支
出
し
、

か
つ
実
施
す
る
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
一
般
扶
助
(
の

g負
担
-
〉

8
2・

E
宮
市
)
と
呼
ば
れ
る
。
一
九
八
七
年
現
在
、
三
二
の
州
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特

別
区
、
グ
ア
ム
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
で
約
一
一

O
万
人

が
受
給
者
と
な
っ
て
い
る
。
受
給
資
格
お
よ
び
給
付
要
件
は
各
州
、
地
方

に
よ
り
異
な
る
が

通

、

4

0

カ
b
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一
般
的
に
は
、
給
付
額
は
少
な
く
、
給
付
期
間
も
短

〈
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
〉

一
般
扶
助
の
ほ
か
、
光
熱
費
、
住
居
費
と
い
っ
た
生
活
費
の
特
定
部
分

の
補
助
を
目
的
と
し
た
低
所
得
家
庭
を
対
象
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
公

的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
低
所
得
家
庭
燃
料
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
L
I
H
E
A
P
一

円
。
巧
l
H
ロ
8
5巾
出
。
自
巾
開
口
巾
『
担
、
〉
∞
丘
団

g
D円巾
3
6
m円
曲
目
)
は
、
貧
困

所
得
基
準
の
一
五

O
%相
当
額
、
も
し
く
は
州
に
お
け
る
中
間
所
得
の
六

O
%の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
高
額
な
方
に
満
た
な
い
所
得
し
か
有
し
な
い
世

帯、

A
F
D
C
・

s
s
I
・
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
受
給
者
お
よ
び
ミ

l
ン
ズ

テ
ス
ト
を
必
要
と
す
る
退
役
軍
人
給
付
受
給
者
の
い
る
世
帯
に
対
し
、
冷

暖
房
に
必
要
な
燃
料
費
の
補
助
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
八
二

年
に
開
始
さ
れ
た
連
邦
補
助
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
財
政

年
度
に
お
け
る
連
邦
支
出
は
一
四
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
現
在
、
保
健
福
祉
省
の
管
轄
下
に
あ
る
。

ま
た
、
低
所
得
家
庭
の
危
険
、
不
衛
生
な
居
住
条
件
を
改
善
し
、
適
正
、

安
全
か
つ
衛
生
的
な
住
宅
の
著
し
い
不
足
を
緩
和
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ

た
、
連
邦
・
州
・
地
方
レ
ベ
ル
の
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
る
。
こ
れ
ら



を
総
称
し
て
住
宅
扶
助
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
大
部
分
は
、
住
宅

都
市
開
発
省
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
低
家
賃
公
営
住
宅

(-。当

4
8仲間
UEEwggzm)
の
供
給
、
お
よ
び
民
間
賃
貸
住
宅
に
対
す

る
家
賃
補
助
(
『

g同
盟
問
)
立
巾
5
2
g
)
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

アメリカにおける社会保障制度の形成(ー)

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

Eω

。n
u
-
ω
R
R耳
目
、
可

ga

m
z
s
m
古

H
F
m
C
E
片足

ω
S
S
F
E∞
吋
¥
.
め
rv
丸
紅
~
~
山
町
内
N
h
M
4
.
守、

切
ミ
~
町
民
諸
問
。
(
〉
胃
呂
∞
吋
)
同
}
同
】
色
|
品
を
参
照
し
た
。

(2)

こ
う
し
て
み
る
と
、
第
一
項
で
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
特

徴
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
の
包
括
的
、
一
般
的
公
的
扶
助
制
度

の
不
存
在
は
、
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
な
ど
の
現
物
給
付
制
度
、
光
熱

費
、
住
居
費
な
ど
の
金
銭
給
付
制
度
の
存
在
に
よ
り
、
一
定
程
度

補
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(3)

国
際
社
会
福
祉
協
議
会
日
本
委
員
会
『
諸
外
国
の
社
会
福
祉
』

一
五
八
|
一
五
九
頁
。

(
4
)

少
な
く
と
も
後
者
は
、
我
が
国
の
生
活
保
護
法
上
の
住
宅
扶
助

と
実
質
的
に
同
一
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
生
活
保
護
法
第
一
一
条
。

1 

第
四
節

特
定
職
域
プ
ロ
グ
ラ
ム

ア
メ
リ
カ
に
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
一
般
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ
か
、
そ

れ
ぞ
れ
独
自
の
歴
史
的
経
緯
に
基
づ
き
、
個
別
に
発
展
し
て
き
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
退
役
軍
人
、
公
務
員
、
鉄
道
職
員
の
三
部
門

を
取
り
上
げ
て
略
述
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
部
門
で
は
、
い
ず
れ
も
近

時
、
一
般
制
度
へ
の
統
合
化
が
進
ん
で
い
る
。

第
一
項
退
役
軍
人
給
付
(
〈

2
R
g
w
m
∞g
巾
吉
田
)

退
役
軍
人
に
対
す
る
給
付
は
、
一
七
世
紀
の
植
民
地
時
代
に
お
け
る
傷

療
軍
人
を
対
象
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
以
後
次
第
に
発
展
を
遂
げ
た
が
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の

適
用
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
多
く
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
一
九

三
O
年
設
立
の
退
役
軍
人
庁

(
V
A
い〈

2
2田
口
ぱ
〉
己
吉
山
口

E
E円
宮
口
)

を
引
き
継
い
だ
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
レ
ベ
ル
の
部
局
(
わ
白
玄
ロ
巾
主
巾
〈
巾
己
)
告
白
ユ
・

5
巾
与
え
〈

2
m
gロ
凹
〉
民
曲
目
円
印
)
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
総

費
用
は
、
一
九
八
七
財
政
年
度
現
在
、
二
五
八
億
ド
ル
に
達
し
て
い
る
。

障
害
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、
ま
ず
、
戦
時
で
あ
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
兵
役
に
起
因
す
る
障
害
に
つ
き
退
役
軍
人
(
死
亡
の
場
合
に

は
そ
の
遺
族
)
に
対
し
て
な
さ
れ
る
給
付
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
受
給
権
者

北法40(3・265)737
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の
所
得
の
有
無
な
い
し
多
寡
に
関
わ
り
な
く
な
さ
れ
る
給
付
で
あ
る
。
給

付
額
は
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
の
他
重
度
障
害
者
等
を
対
象

と
し
て
特
別
給
付
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
兵
役
に
起
因
し
な
い
完
全
・
永

久
的
障
害
に
つ
き
退
役
箪
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る
給
付
も
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
定
の
所
得
基
準
以
下
の
者
に
対
し
て
の
み
な
さ
れ
る
公
的
扶
助
的
性
格

を
有
す
る
給
付
で
あ
る
。

つ
い
で
、
従
軍
中
の
疾
病
、
負
傷
に
よ
り
障
害
者
と
な
っ
た
、
あ
る
い

は
六
五
歳
に
達
し
た
退
役
軍
人
等
に
対
し
て
、
入
院
治
療
お
よ
び
ナ
!
シ

ン
グ
ホ

l
ム
ケ
ア
、
外
来
患
者
診
療
な
ど
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
な
さ
れ
る
。

ま
た
、
従
軍
中
に
障
害
を
蒙
っ
た
退
役
軍
人
の
配
偶
者
お
よ
び
子
、
同
じ

く
従
軍
中
に
死
亡
し
た
退
役
軍
人
の
遺
族
な
ど
に
対
し
て
も
医
療
サ
ー
ビ

ス
が
な
さ
れ
る
。

さ
ら
に
教
育
扶
助
が
、
一
九
八
四
年
退
職
軍
人
教
育
扶
助
法
(
〈

2
2・

an宮

間
ロ
イ
開
門
古

g
z
oロ
包
〉
8
2
g
ロ
n
m
〉
2
0間
関
)
な
ど
三
つ
の
制
度
の
下

唱
E
4

で
退
役
軍
人
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
退
役
軍
人
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
別
に
、
二

O
年
以
上
兵
役
に
従
事

し
た
い
わ
ゆ
る
職
業
軍
人
は
、
軍
隊
退
職
制
度
(
B
E
g
ミ
日
片
山
B
B
巾
E

aamg)
に
基
づ
く
退
職
給
付
の
受
給
資
格
を
取
得
す
る
。
一
九
八
五
年

現
在
、
約
一
五

O
万
人
の
退
職
者
お
よ
び
そ
の
遺
族
が
、
年
額
一
七
四
億

ド
ル
を
受
給
し
て
い
る
。

I 

北法40(3・266)738

2 

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
=
ω
。
巳
と

ω
R
ロ
ユ
々

関
『
白
同
国
印

E
P
巾

d
ロ
-
z
s
ω
E
Z
P
H
U∞叶
1

旬
。
円

S
N
M凶町門誌な九回、

N
W
N
h九
九
町
民
芯
印
C
(
〉
匂
吋
・
呂
∞
吋
)
℃

Zhpas-吋
一
冨
可
巾
『

mw
匂
む
円
札
ぽ
~
~
山
町
内
定
1

3
守
、
U
U
E
ω
!
日
を
参
照
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
り
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
を

含
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
発
展
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
軍
人
再
調

整
法
(
冨
巳
g
弓
〉
&
ロ
凹
昨
日
巾
三
〉
♀
)
を
通
し
て
、
包
括
的
な
教

育
給
付
お
よ
び
住
宅
貸
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ

た

同
》
H
.

。，

第
二
項
公
務
員
プ
ロ
グ
ラ
ム

公
務
員
に
対
す
る
所
得
保
障
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
発
展
町
退
役
軍
人
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
次
い
で
古
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
既
に
一
九
世
紀
末
に
は
、

教
師
、
警
察
官
、
消
防
士
と
い
っ
た
地
方
公
務
員
の
退
職
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

設
立
さ
れ
、
そ
の
後
各
地
で
発
展
を
遂
げ
た
。
一
九
二

O
年
に
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
が
一
般
公
務
員
の
た
め
の
退
職
制
度
を
確

立
し
、
さ
ら
に
同
年
、
文
民
た
る
連
邦
公
務
員
の
た
め
の
退
職
制
度
が
設

立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
公
務
員
は
一
九
三
五
年
社
会
保
障

法
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

〈
連
邦
公
務
員
〉



アメリカにおける社会保障制度の形成(一)

連
邦
公
務
員
に
関
し
て
は
、
一
九
八
七
年
現
在
、
約
二
二
O
万
人
が
一

般
公
務
員
退
職
制
度

(
C
S
R
S
一
円
玄
-
ω
R
i
g
H
N
a町
巾

5
2同
ωvaE

Z
B
)
の
、
ま
た
約
六
O
万
人
が
連
邦
公
務
員
退
職
制
度

(
F
E
R
S
一

F
己
負
包
開
B
1
0可
2.白
河
巾
同
町
巾
自
巾
三

ω
3
Z
B
)
の
適
用
を
受
け
て
い

る
。
一
般
に
、
一
九
八
三
年
以
前
に
採
用
さ
れ
た
者
は
前
者
の
、
一
九
八

四
年
以
降
に
採
用
さ
れ
た
者
は
後
者
の
適
用
を
受
け
る
。

ま
ず
、

C
S
R
S
に
よ
っ
て
一
定
の
退
職
・
障
害
・
遺
族
給
付
が
な
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
退
職
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
五
五

歳
で
三
O
年
、
六
O
歳
で
二
O
年
、
六
二
歳
で
五
年
と
い
う
一
定
の
勤
務

期
間
を
必
要
と
す
る
。
障
害
給
付
の
場
合
、
年
齢
に
関
わ
り
な
く
五
年
間

の
勤
務
期
間
が
あ
れ
ば
よ
い
。

C
S
R
S
の
財
源
は
、
加
入
者
本
人
(
賃
金
の
七
%
分
)
と
政
府
に
よ

る
同
額
の
拠
出
お
よ
び
一
般
歳
入
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
。

連
邦
公
務
員
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

O
A
S
D
I
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
調
整
に
つ

き
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
臨
時
職
員
な
ど
、

C
S
R
S
の
適
用
を
受
け
な
い

職
員
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
五
O
年
以
来
、

O
A
S
D
I
の
適
用
下
に

お
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
八
三
年
以
降
、
全
て
の
一
般
公
務
員
が
メ

デ
イ
ケ
ア
の
入
院
保
険
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
八

三
年
社
会
保
障
法
修
正
法
に
よ
り
、
一
九
八
四
年
以
降
に
採
用
さ
れ
る
一

般
連
邦
公
務
員
全
て
が

O
A
S
D
I
の
適
用
を
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た。

一
九
八
六
年
の
立
法
に
よ
り
、

四
年
以
降
に
採
用
さ
れ
た
公
務
員
お
よ
び
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
下
に
移
行

す
る
こ
と
を
選
択
し
た
従
来
の

C
S
R
S加
入
者
は
、

F
E
R
S
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

F
E
R
S
に
よ
る
給
付
内
容
も
C
S
R

S
と
同
様
、
退
職
・
障
害
・
遺
族
給
付
で
あ
る
が
、

O
A
S
D
I
、
メ
デ
イ

ケ
ア
等
の
一
般
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
制
度
の
構
造
と

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

F
E
R
S適
用
者
に
対
す
る

O
A
S
D
I
、
メ

デ
イ
ケ
ア
拠
出
分
を
も
含
め
た
拠
出
率
の
合
計
は

C
S
R
S適
用
者
と
同

一
で
あ
る
が
、

C
S
R
S
の
場
合
、
一
般
制
度
に
対
し
て
は
、
民
間
労
働

者
と
同
率
の
メ
デ
ィ
ケ
ア
拠
出
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し

F
E
R
S
の
場
合
、
拠
出
は
ま
ず
、
民
間
労
働
者
と
同
率
の

O
A
S
D
I

お
よ
び
メ
デ
イ
ケ
ア
に
向
け
ら
れ
、
残
り
の
部
分
だ
け
が
公
務
員
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
拠
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

F
E
R
S
の
適
用
を

受
け
る
連
邦
公
務
員
は
、

O
A
S
D
I
給
付
に
上
乗
せ
し
た
給
付
を
受
け

る
形
に
な
る
。
さ
ら
に

F
E
R
S
は
、
節
約
プ
ラ
ン
(
吋
可

5
2
g
)
す

な
わ
ち
非
課
税
貯
蓄
プ
ラ
ン
に
賃
金
の
一
O
%
ま
で
を
拠
出
す
る
こ
と
を

(2) 

認
め
る
に
至
っ
た
。

そ
の
他
、
連
邦
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
任
意
加
入
の
グ
ル
ー
プ
加
入
生

命
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
年
間
一
三
日
の
有
給
病
気
休
暇
制
度
(
吉
正
也
島

と
こ
ろ
で
上
述
し
た
よ
う
に

一
九
八

北法40(3・267)739
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-
巾
宮
市
)
、
連
邦
公
務
員
補
償
法
に
基
づ
く
労
働
者
補
償
制
度
が
あ
る
。
失

業
補
償
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
場
合
と
同
様
に
州
法
の
適
用
を
受
け
る
。

〈
州
・
地
方
公
務
員
〉

州
・
地
方
公
務
員
の
大
部
分
は
、
そ
の
勤
務
す
る
州
な
い
し
地
方
政
府

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
退
職
制
度
の
適
用
を
受
け
る
。
制
度
内
容
は
各
々

異
な
っ
て
お
り
、
一
九
八
六
年
現
在
、
約
三
五

O
万
人
が
約
二
四
四
億
ド

ル
の
給
付
を
受
け
て
い
る
。

一
九
五

O
年
社
会
保
障
法
修
正
法
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
公
務
員
は
、
一

定
の
要
件
の
下
で
使
用
者
た
る
政
府
の
選
択
に
よ
り
、

O
A
S
D
I
に
任

意
加
入
す
る
道
が
聞
か
れ
た
。
加
入
者
は
漸
次
増
加
し
、
一
九
八
六
年
現

在
、
約
七
二
%
の
公
務
員
が
任
意
加
入
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
有
給
病
気
休
暇
制
度
、
グ
ル
ー
プ
加
入
生
命
保
険
、
健
康
保

険
プ
ラ
ン
、
労
働
者
補
償
制
度
な
ど
が
あ
る
。

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

εωo江
巳

ω
Rロ
ユ
ミ

m
E
B回
一
口
同
町
巾
口
三
広
島

ω
E門
2
・
冨
∞
吋
¥
w

句
。
門
&
~
~
山
町
内
芯

3.守

凶
ミ
た
な
お
印
。
(
〉
同
】
吋
・
巴
∞
吋
)
旬
開
込
吋
|
由
一
富
山
『
巾
吋
少

P
R
G
N
日
山
町
内
H
h

・

3.?
忍
由
民
|
お
を
参
照
し
た
。

(
2
)

こ
れ
ら
に
よ
り
、

P
E
R
S
の
連
邦
公
務
員
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
O

A
s
p
-プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
統
合
が
進
み
、
民
間
労
働
者
の
公
的

1 

年
金

(
O
A
S
D
I
)
、
企
業
年
金
、
個
人
貯
蓄
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
I

R
A
な
ど
)
に
対
応
す
る
三
段
階
構
造
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

北法40(3・268)740

同
》
円

0

・

第
三
項
鉄
道
職
員
プ
ロ
グ
ラ
ム

一
般
の
民
間
労
働
者
に
つ
い
て
の
拠
出
制
公
的
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
発

展
は
、
一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
制
定
ま
で
は
み
る
べ
き
も
の
が
な

か
っ
た
の
に
対
し
、
鉄
道
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
が
大
恐
慌
以
前

に
既
に
私
的
年
金
プ
ラ
ン
の
適
用
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
発
達

し
て
い
た
労
働
組
合
の
努
力
に
よ
り
、
こ
の
既
存
の
プ
ラ
ン
を
充
実
・
発

展
さ
せ
る
べ
く
、
社
会
保
障
法
上
の
老
齢
給
付
と
は
別
個
に
、
鉄
道
退
職

者
に
対
す
る
立
法
の
試
み
が
一
九
三
四
年
に
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の

立
法
は
違
憲
判
決
を
受
げ
、
結
局
一
九
三
五
年
法
を
修
正
し
た
一
九
三
七

年
法
が
現
行
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
三
七
年
修
正
法
制
定
以
後
、
鉄
道
労
働
者
の
減
少
と
と
も
に
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
規
模
も
縮
小
し
、
例
え
ば
一
九
三
九
年
に
は
約
一
二

O
万

人
に
適
用
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
九
八
八
年
現
在
で
は
約
三

O
万
人

に
減
少
し
て
い
る
。
一
方
受
給
者
数
は
、
九
二
万
人
余
り
に
増
加
し
て
い

ヲ
匂
。

現
行
制
度
上
の
基
本
的
な
通
常
退
職
年
金
給
付
の
受
給
要
件
は
、
最
低



アメリカにおける社会保障制度の形成(一)

一
O
年
聞
の
鉄
道
事
業
に
お
け
る
勤
務
期
聞
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

期
間
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

O
A
S
D
I
の
受
給
資
格
を
基
礎
づ
け
る

雇
用
期
間
に
算
入
さ
れ
る
。
勤
務
期
聞
が
一

O
年
以
上
三

O
年
未
満
の
場

合
、
六
五
歳
で
満
額
給
付
が
、
ま
た
六
二
歳
で
早
期
退
職
減
額
給
付
が
な

さ
れ
る
。
勤
務
期
間
が
三

O
年
以
上
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
年
齢
は
、
そ
れ

ぞ
れ
六
二
歳
、
六

O
歳
と
な
る
。

鉄
道
退
職
年
金
は
二
層
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
標
準
給
付
の
部
分
は
O

A
S
D
I
給
付
と
同
一
の
算
定
式
な
い
し
基
準
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
鉄

道
事
業
以
外
の
就
労
期
間
も
含
め
て
算
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

O
A
S

D
I
と
の
併
給
は
禁
止
さ
れ
、

O
A
S
D
I
支
給
分
だ
げ
減
額
さ
れ
る
。

税
率
は
社
会
保
障
税
と
同
一
で
、
こ
れ
と
連
動
し
て
変
更
さ
れ
、
課
税
限

度
額
も
ま
た
同
一
で
あ
る
。
他
方
、

O
A
S
D
I
給
付
水
準
を
超
え
る
上

乗
せ
給
付
の
部
分
も
、
被
用
者
お
よ
び
事
業
主
の
拠
出
に
基
づ
い
て
な
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

O
A
S
D
I
の
場
合
と
異
な
り
事
業
主
の
負
担
割

合
が
高
い
(
一
九
八
九
年
現
在
、
被
用
者
四
・
九
%
、
事
業
主
一
六
・
一
%
)
。

こ
の
部
分
は
民
間
被
用
者
の
企
業
年
金
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

マ
令
。
退
職
年
金
給
付
の
他
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
障
害
給
付
、
被
扶
養
者

た
る
家
族
に
対
す
る
付
加
給
付
お
よ
び
遺
族
給
付
が
な
さ
れ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
機
関
は
、
独
立
委
員
会
た
る
鉄
道
退
職
委
員
会

(
河
色
町
O
白色

jmat-巾
ヨ
巾
ロ
円
切
O
白
『
己
)
で
あ
る
。
同
委
員
会
は
、
労
・
使
・

公
益
を
代
表
す
る
三
名
の
委
員
か
ら
な
っ
て
い
る
。

失
業
補
償
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
が
州
の
失
業
補
償

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
範
囲
に
含
め
た
が
、
ま
さ
に
鉄
道
事
業
が
州
際
を
越

え
た
広
が
り
を
も
っ
特
殊
な
業
務
で
あ
る
た
め
、
同
一
会
社
内
で
各
州
に

よ
っ
て
給
付
額
が
異
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ど
の
州
の
受
給
資
格
も
得
ら

れ
な
く
な
る
と
い
っ
た
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
三
八
年
、

鉄
道
失
業
保
険
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
、
事
業
主
の
み
の
拠
出

に
基
づ
く
失
業
給
付
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
ほ
か
、
一
九
四
六
年
に
は
前

述
の
一
時
的
障
害
保
険

(
T
D
I
)
給
付
や
特
別
妊
娠
給
付
が
創
設
さ
れ

た。
一
九
八

0
年
代
初
頭
の
経
済
不
況
は
大
規
模
な
レ
イ
オ
フ
を
生
み
出

し
、
一
九
八
七
年
末
現
在
、
鉄
道
失
業
保
険
勘
定
は
七
億
四
、
五

O
O万

ド
ル
の
負
債
を
抱
え
て
い
る
。

な
お
、
鉄
道
職
員
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
と
な
る
者
は
、
メ
デ
イ
ケ
ア
の

適
用
を
受
け
て
い
る
。
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1 

一
九
三
四
年
法
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
判
決
を
受
け
、

こ
れ
を
受
け
た
一
九
三
五
年
の
第
二
の
立
法
も
違
憲
判
決
を
受
け

た
。
こ
の
た
め
一
九
三
七
年
に
修
正
さ
れ
た
。
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一
九
三
四
年
法
は
、
そ
れ
が
州
際
通
商
の
範
囲
外
で
あ
り
、
か

つ
多
く
の
規
定
が
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
な
い
財
産
権
の
侵
害

で
あ
る
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
違
憲
と
さ
れ
た
。
H
N
曲目}・

5
白
色
河
巾
片
山
門
巾
ヨ
巾
ロ
円
切
。
出
H

・
巳
〈
・
〉
]
件
。
ロ
岡
山
氏
可
C
出門

-no--N由一山口・
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ω
・
ω
ω
。
畑
町
一
山
ω
・
わ
け
吋
印
m
w
w

斗
由
戸
-
H
W

門凶・
H
A
F

品目∞(]戸申ω印)・

(
2
)

本
項
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、

Rω
。
巳
色

ω
R
R庄
司

問
『
白
ヨ
印
E
P
巾

c
a
s己
ω
E
丹
市
凹
・
冨
∞
吋
1

旬
。
円
札
目
。
~
~
山
町
内
芯
3.守

切
ミ
た
な
.
芯
印
。
(
〉
胃
・

5
∞
叶
)
℃
℃
邑

l
回
一
宮
百
円
少
め
R
S
~
ω
町
内
N
h

・

ミ
令
、
℃
匂
司
由
l
'
巴
唱
を
参
照
し
た
。

(3)

我
が
国
に
お
い
て
も
、
鉄
道
共
済
に
つ
き
同
様
の
問
題
を
生
じ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

句
吋
。
，

(
一
九
八
九
年
七
月
脱
稿
)
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The Formation of the Social Security System in the United States (1) 

一一Fromthe Social Security Act of 1935 
to the 1939 Amendments一一

Y oshimi KIKUCHIホ

Preface 

Introduction Outline of the Social Security System in the United States 

1 Outline of The Development and The Characteristics of The System 

I1 Social Insurance 

1-(1) Old-Age， Survivors and Disability Insurance (OASDI) 

ー (2) Private Plan 

2 Medicare : Health Insurance for the Aged and Disabled 

3 Unemployment Compensation (Unemployment Insurance) 

4 W orker's Compensation 

5 Cash Sickness Insurance (Temporary DisabiIity Insurance) 

!I! Income Support Programs 

1 Supplemental Security Income (SS!) 

2 Aid to Families with Dependent Children (AFDC) 

3 恥1edicaid

4 Food Stamps 

5 General Assistance (GA) and Other Programs 

N Programs for Special Groups 

1 Veteran's Programs 

2 Public Employee Programs 

3 Railroad Employee Programs 

(to be continued) 

The main purpose of this note is to examine the legislative history and 

development of the Social Security Act of 1935 and the 1939 Amendments. This 

law was the first of its kind in the world to be named ‘'Social Security'¥The 

Federal Government entered this field on a fuIl scale basis and helped to organize 

*Doctoral Student， Hokkaido University 

政 北法40(3・354)826
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the foundation of a modern system of social security for the U. S.. 1 have 

carefully exzamined the background of the act， including the arguments of the 

Committee on Economic Security and the opinions expressed in Congressional 

Committee Hearings. 

In addition， the history of American social welfare， especially social insur-

ance movement of the 1910's， is explained in detail. Also， by considering the 1939 

Amendments， the fundamental concept of public annuity benefits， the “core" ofthe 

American system， will become clear. Special attention has been given to two 

important Supreme Court decisions (Stewart Machine Co. v. Davis-1937 and 

Helvering v. Davis-1937) which challenged the constitutionality of the Act. 

In the Preface， 1 explained the subject of this note once again in more detail. 

Also， the multivocal concept of“Social Security" in the U. S. is explained. 

In the Introduction， as previous knowledge of the argument， 1 surveyed the 

outline of the development and the characteristics of the system. Public income 

support programs (social insurance， public assistance and so on) were mainly 

taken into consideration. 
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